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総合的な ADR の制度基盤の整備について 
－ADR 検討会におけるこれまでの検討状況等－ 

 
1．  平 成 13 年 6 月 に提 出 された「司 法 制 度 改 革 審 議 会 意 見 」では、裁 判 所 、行

政 機 関 、民 間 団 体 等 の提 供 する仲 裁 、調 停 、あっせん等 の裁 判 外 の紛 争 解 決

手 続 （以 下 「ADR1」という。）について、「ADR が、国 民 にとって裁 判 と並 ぶ魅 力

的 な選 択 肢 となるよう、その拡 充 、活 性 化 を図 っていくべきである」とされ、その

ための課 題 として、「関 係 機 関 等 の連 携 強 化 の促 進 」と「総 合 的 な ADR の制 度

基 盤 及 び仲 裁 法 制 の整 備 」の二 つが挙 げられている。 
 
2．  司 法 制 度 改 革 推 進 本 部 事 務 局 では、この意 見 にのっとった検 討 作 業 を進 め

てきた。まず、「関 係 機 関 等 の連 携 強 化 の促 進 」に関 しては、ADR の拡 充 ・活

性 化 関 係 省 庁 等 連 絡 会 議 （平 成 14 年 6 月 設 置 ）において、関 係 省 庁 等 が関

係 機 関 等 の連 携 を強 化 するために、当 面 、横 断 的 ・重 点 的 に取 り組 むべきと考

えられる施 策 を「ADR の拡 充 ・活 性 化 のための関 係 機 関 等 の連 携 強 化 に関 す

るアクション・プラン」2として取 りまとめた（平 成 15 年 4 月 ）ところである。  
 
3．  他 方 、「総 合 的 な ADR の制 度 基 盤 の整 備 」に関 しては、「ADR 検 討 会 （座

長 ：青 山 善 充 成 蹊 大 学 教 授 ）」（平 成 13 年 12 月 設 置 ）において、これまでに 20
回 の会 合 を開 催 し、総 合 的 な ADR の制 度 基 盤 を整 備 するために必 要 な方 策

について、関 係 者 のヒアリング等 を通 じて ADR の現 状 を把 握 するとともに、今 後

のあるべき姿 を見 据 えながら検 討 を行 ってきた3。その結 果 、ADR 検 討 会 として

は、今 後 、ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 することを前 提 に、この段 階 で、

さらに幅 広 い意 見 を踏 まえた上 で、制 度 の詳 細 を詰 めていくことが適 当 ではない

かと考 えるに至 った。  
 
4．  そこで、司 法 制 度 改 革 推 進 本 部 事 務 局 では、総 合 的 な ADR の制 度 基 盤 の

整 備 に関 し、ADR 検 討 会 での検 討 状 況 等 も踏 まえ、ADR に関 する基 本 的 な

法 制 を整 備 する場 合 に必 要 となる検 討 事 項 全 般 について、別 添 のとおり、考 え

得 る選 択 肢 も含 め、今 後 更 に検 討 を深 めるべき論 点 をお示 しした上 で、広 く意

見 を求 めるものである。  

                                   
1 ADR とは、Alternative Dispute Resolution の略 である。  
2  司 法 制 度 改 革 推 進 本 部 のホーム・ページ（http:/ /www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/）
参 照 。  
3 司 法 制 度 改 革 推 進 本 部 のホーム・ページ参 照 。  
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 検討に当たっての基本的考え方   

 
1. ADR（裁 判 外 の紛 争 解 決 手 続 ）は、厳 格 な裁 判 手 続 と異 なり、利 用 者 の自

主 性 を活 かした解 決 、プライバシーや営 業 秘 密 を保 持 した非 公 開 での解 決 、簡

易 ・迅 速 な解 決 、多 様 な分 野 の専 門 家 の知 見 を活 かしながら法 律 上 の権 利 義

務 の存 否 にとどまらない実 情 に沿 った解 決 が図 られるなど柔 軟 な対 応 が可 能 で

あるという点 で意 義 を有 する紛 争 解 決 手 段 である。しかし、司 法 制 度 改 革 審 議

会 意 見 では、わが国 の ADR について、さまざまな運 営 主 体 による多 様 な手 続

が存 在 するものの、現 状 においては、一 部 の機 関 を除 いて、必 ずしも十 分 に機

能 しているとは言 えないと指 摘 されている。  
 
2. こうした認 識 、状 況 等 を背 景 として、司 法 制 度 改 革 審 議 会 意 見 では、ＡＤＲが

裁 判 と並 ぶ魅 力 的 な選 択 肢 となるよう、多 様 なＡＤＲが、その特 長 を活 かしつつ

充 実 ・発 展 していくことを促 進 するため、総 合 的 なＡＤＲの制 度 基 盤 を整 備 すべ

きであるとされている。 
 
3. 司 法 制 度 改 革 審 議 会 意 見 にのっとった ADR 検 討 会 等 におけるこれまでの

検 討 では、各 論 については多 様 な意 見 があるものの、ADR の健 全 な発 展 を促

す観 点 から、総 論 としては、次 のような考 え方 が多 く示 されている。  
 
（1） ADR が必 ずしも十 分 に機 能 していないのは、ADR に関 する国 としての基 本

的 姿 勢 や ADR の位 置 付 けが明 確 でなく、国 民 の間 に ADR が紛 争 解 決 手 段

として十 分 に理 解 ・認 識 されていないためではないか。  
したがって、ADR に関 する基 本 理 念 や ADR の健 全 な発 展 のために国 、地

方 公 共 団 体 、ADR 機 関 等 の各 主 体 が担 うべき役 割 （国 の責 務 等 ）といった

ADR に関 する施 策 の基 本 を明 らかにする法 制 の整 備 が必 要 ではないか。  
 
（2） ADR が活 発 に利 用 されるためには、国 民 の間 で、ADR の提 供 体 制 や手 続

に対 する信 頼 が確 立 されることも重 要 ではないか。  
したがって、ADR の自 主 性 ・多 様 性 に配 慮 しつつ、ADR の公 正 性 ・信 頼 性

を確 保 するために、ADR 機 関 や ADR の担 い手 が遵 守 すべきルール（規 律 ）を

明 らかにする法 制 の整 備 が必 要 ではないか。  
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（3） 現 行 制 度 には、訴 訟 手 続 に比 して効 果 などが見 劣 りし、使 い勝 手 が悪 い等

の問 題 があるのではないか。  
したがって、ＡＤＲに関 する制 度 上 の問 題 点 を解 消 し、ADR が裁 判 と並 ぶ紛

争 解 決 の場 として十 分 機 能 しうるようにするため、利 用 の促 進 や裁 判 手 続 との

連 携 促 進 に資 する実 体 法 ・手 続 法 上 の特 例 を設 けるための法 制 の整 備 が必

要 ではないか。 
 
（4） 相 談 手 続 は、紛 争 解 決 手 続 そのものではないが、実 態 的 には、ADR を幅

広 く支 えるものとして重 要 な役 割 を果 たしていると考 えられる。  
したがって、ADR に関 する基 本 的 な法 制 の整 備 を検 討 する際 には、相 談 手

続 への適 用 も十 分 視 野 に入 れるべきではないか。  
 
（5） さらに、(1)～(4)とはやや異 なる観 点 からの意 見 として、代 表 的 な ADR であ

る調 停 ・あっせんを国 民 が安 心 して利 用 し、紛 争 解 決 を図 ることができるように

するという観 点 から、仲 裁 について、国 際 的 ルールとの整 合 性 にも配 慮 した新

たな手 続 ルールの整 備 が図 られるのと合 わせ、調 停 ・あっせん手 続 に関 しても、

民 間 部 門 により提 供 される場 合 に適 用 される一 般 的 な手 続 ルールを定 める法

制 の整 備 が必 要 ではないかという意 見 も出 された。  
 
4. 以 下 では、上 記 のような指 摘 を踏 まえて検 討 を行 った結 果 について、次 のよう

な区 分 の下 に、今 後 、ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 することとする場 合 に

更 に検 討 を深 めるべき論 点 を提 示 するという形 で整 理 している。  
 
（1） ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 する場 合 に、ADR の外 延 をどのように

捉 えることが適 当 であるか。（「第 一  検 討 の対 象 とする ADR の範 囲 」） 
 
（2） 上 記 3(1)のような指 摘 を踏 まえて、ADR に関 する施 策 の基 本 を明 らかにす

るような事 項 （以 下 「基 本 的 事 項 」という。）を法 制 に盛 り込 むこととする場 合 に

は、どのような内 容 の規 定 が考 えられるか。（「第 二  基 本 的 事 項 」）  
 
（3） 上 記 3(2)のような指 摘 を踏 まえて、ADR の提 供 者 が遵 守 すべきルールを

明 らかにするような事 項 （以 下 「一 般 的 事 項 」という。）を法 制 に盛 り込 むことと

する場 合 には、ど のような内 容 の規 定 が考 え られるか。（「第 三  一 般 的 事

項 」） 
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（4） 上 記 3(5)のような指 摘 を踏 まえて、ADR のうち調 停 ・あっせん等 に関 する一

般 的 な手 続 ルールに関 する事 項 （以 下 「調 停 手 続 法 的 事 項 」という。）を法 制

に盛 り込 むことについてどう考 えるか。（「第 四  調 停 手 続 法 的 事 項 」）  
 
（5） 上 記 3(3)のような指 摘 を踏 まえて、ADR の利 用 促 進 等 のための実 体 法 ・

手 続 法 上 の特 例 に関 する事 項 （以 下 「特 例 的 事 項 」という。）を法 制 に盛 り込

むこととする場 合 には、どのような内 容 の規 定 が考 えられるか。（「第 五  特 例

的 事 項 」）  
 
（6） 基 本 的 事 項 、一 般 的 事 項 、特 例 的 事 項 のそれぞれについて、大 枠 として、

どのような範 囲 の ADR を適 用 対 象 とすることが適 当 か。（「第 六  各 事 項 の適

用 対 象 」）  
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第一 検討の対象とするＡＤＲの範囲   

 
○ 「ADR」は‘Alternative Dispute Resolution’という英 語 の略 称 であり、今

般 の司 法 制 度 改 革 においては、「裁 判 外 における紛 争 処 理 制 度 」、「裁 判 外

の紛 争 解 決 手 続 」などと訳 して用 いているが、定 訳 があるわけではない1。そも

そも、ADR の手 続 、解 決 基 準 等 は事 案 の性 格 や紛 争 当 事 者 の事 情 によって

異 なり、また、その多 様 性 自 体 が ADR の特 長 の一 つに挙 げられていることも

あって、ADR の範 囲 は一 義 的 には定 まらない。  
 
○ したがって、「検 討 に当 たっての基 本 的 考 え方 」を踏 まえて ADR に関 する基 本

的 な法 制 を整 備 することとする場 合 には、まず、ADR の外 延 をどのように捉 え

て法 制 を整 備 することが適 当 かという点 を検 討 する必 要 がある。  
なお、ADR の外 延 を検 討 する目 的 は ADR に関 する基 本 的 な法 制 の適 用 範

囲 を画 することにあり、範 囲 外 の手 続 の存 在 を否 定 したり、消 極 的 な評 価 を与

えたりするものではない。  
 
○ 以 下 では、これまでの検 討 状 況 を踏 まえて、ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整

備 する場 合 における ADR の外 延 （ADR の範 囲 ）について、更 に検 討 を深 める

べき論 点 を掲 げている。 
 

                                      
1 既 存 法 令 では、司 法 制 度 改 革 推 進 法 （第 5 条 ）や知 的 財 産 基 本 法 （第 15 条 ）において、

「裁 判 外 における紛 争 処 理 制 度 」という用 語 が使 用 されている例 がある。  
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１．ADR に関 する基 本 的 な法 制 における「ADR」の範 囲  
 
【論 点 １】  

ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 する場 合 には、第 三 者 の関 与 の下 、裁 判

によらないで民 事 に関 する紛 争 2の解 決 を図 るための手 続 （裁 判 上 の和 解 を除 く

3。）のうち、次 の要 素 を満 たすものを「ADR」とすることについて、どう考 えるか。  
① 第 三 者 が、紛 争 の解 決 を試 みようとする両 当 事 者 双 方 間 に介 在 するもので

あること  
② 第 三 者 が、両 当 事 者 の主 張 の整 理 、解 決 案 や評 価 の提 示 その他 の当 事

者 に対 する働 きかけにより当 事 者 間 の合 意 形 成 の支 援 ・促 進 を図 ることを

目 的 として関 与 するものであること、又 は判 断 の提 示 による紛 争 の解 決 を図

ること  
③ 第 三 者 のうち少 なくとも 1 名 は、当 事 者 の代 理 人 （代 理 人 に準 ずる者 を含

む。）以 外 の者 であること  
（注 ）民 事 に関 する紛 争 のうち行 政 処 分 に係 る紛 争 を含 めるか否 かについては、

両 論 がある。  
 

○ 趣 旨  
ADR は、その提 供 主 体 により民 間 型 、行 政 型 、司 法 型 に、また、その種 類 に

より仲 裁 、裁 定 、調 停 、あっせん等 に分 類 される4が、ADR に関 する基 本 的 な法

制 のうち、少 なくとも、基 本 的 事 項 については、幅 広 く、各 種 手 続 を適 用 対 象 とす

ることが適 当 ではないかと考 えられる。そこで、原 則 的 には、これらの手 続 をすべ

て含 み得 るものとなるよう、ADR の範 囲 を設 定 するという考 え方 を示 したものであ

る。 
なお、行 政 処 分 に係 る紛 争 を解 決 する手 続 には私 的 自 治 の原 則 が必 ずしも

あてはまらず、「第 二  基 本 的 事 項 」に掲 げた各 論 点 の趣 旨 と整 合 しない面 があ

るのではないかと考 えられるが、適 用 対 象 はできる限 り幅 広 くとるのが好 ましいと

いう考 え方 から、行 －民 間 の紛 争 のうち行 政 処 分 に係 る紛 争 も対 象 とすべきで

                                      
2 法 律 上 の紛 争 以 外 の紛 争 も含 まれる。  
3 訴 訟 手 続 の過 程 で裁 判 官 が和 解 を試 みる訴 訟 上 の和 解 及 びいわゆる即 決 和 解 をいう。

これら裁 判 上 の和 解 に関 する手 続 は、特 殊 な手 続 として別 異 の手 続 保 障 を要 するので、

ADR 一 般 と一 律 的 には論 じられないという考 え方 によるもので、UNCITRAL 国 際 商 事 調

停 モデル法 も、このような考 え方 によっている。  
4 参 考 資 料 ６参 照  
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はないかという意 見 もあった。  
 

 
（注 ）以 下 の検 討 では、上 記 の ADR の範 囲 内 の手 続 における第 三 者 を、便 宜 、

「主 宰 者 」と総 称 する5とともに、以 下 のとおり手 続 の種 類 を区 分 している6。  
① 裁 断 型 手 続 ・・・もっぱら主 宰 者 の判 断 の受 諾 により紛 争 の解 決 を図 るこ

とを目 的 とする手 続  
i）  仲 裁 ・・・仲 裁 法 （案 ）の規 定 の適 用 を受 ける手 続  
ii）  裁 定 ・・・仲 裁 法 （案 ）の規 定 の適 用 を受 けない手 続  

② 調 整 型 手 続 ・・・もっぱら当 事 者 の互 譲 により紛 争 の解 決 を図 ることを目 的

とする手 続  
i）  調 停 ・あっせん・・・主 宰 者 が、当 事 者 間 の合 意 形 成 を支 援 ・促 進 する

ために主 張 の整 理 、解 決 案 の提 示 その他 の当 事

者 に対 する働 きかけを行 う手 続  
ii）  評 価 ・・・主 宰 者 が、当 事 者 に対 し、和 解 形 成 を促 進 するために判 断 7

の提 示 のみを行 う手 続  
 
 

２．ＡＤＲに関 する基 本 的 な法 制 における相 談 手 続 の位 置 付 け  
 

【論 点 ２】  
論 点 １の要 素 のうち、③は満 たすものの、①又 は②を満 たさない手 続 を相 談 手

続 8と位 置 付 け、必 要 に応 じて、ADR に関 する基 本 的 な法 制 を適 用 することを検

討 するものとすることについて、どう考 えるか。  
 

                                      
5 「主 宰 者 」という文 言 は、手 続 をリードする者 としてのイメージが強 く、当 事 者 が主 体 的 に紛

争 解 決 を試 みる手 続 の場 合 にはなじまないという印 象 もあるため、両 当 事 者 間 に介 在 する

中 立 的 立 場 にある者 として、英 語 の「ニュートラル」に対 応 するような文 言 とすべきという意 見

もある。  
6 参 考 資 料 ７参 照  
7 「判 断 」には、紛 争 の解 決 案 のほか、紛 争 に関 する事 実 の認 定 や裁 判 によった場 合 の判

決 の見 通 し等 も含 まれる。  
8 消 費 者 相 談 等 については、「相 談 」のほかに、「苦 情 処 理 」等 というような文 言 が使 用 され

ることも多 い。こうした「苦 情 処 理 」等 の名 称 で行 われている手 続 には、現 場 の実 情 に対 応 し

た様 々な態 様 の手 続 が含 まれているようであるが、これらは、今 回 の手 続 の分 類 によれば、

論 点 １の「調 停 ・あっせん」又 は論 点 ２の「相 談 手 続 」のいずれかに該 当 することとなるものと

考 えられる。  
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○ 趣 旨  
紛 争 解 決 を図 ることに関 連 する手 続 のうち、第 三 者 の関 与 が一 方 当 事 者 のみ

との関 係 にとどまるもの（論 点 １の①を満 たさないもの）であったり、当 事 者 間 での

主 張 の取 次 ぎにとどまるもの（論 点 １の②を満 たさないもの）であったりする場 合

には、紛 争 解 決 手 続 そのものとはいい難 い。  
しかし、このような手 続 も、ADR を幅 広 く支 えるものとして重 要 な役 割 を果 たし

ていると考 えられる。そこで、これらを相 談 手 続 と位 置 付 け、必 要 に応 じて、ADR
に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 する際 に、適 用 対 象 とするという考 え方 を示 したも

のである。  
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 第二 基本的事項   

 
○ これまでの検 討 では、ADR の健 全 な発 展 を図 っていくために、ADR に関 する

基 本 的 な法 制 を整 備 する場 合 には、次 のような事 項 について検 討 が必 要 では

ないかといった指 摘 がなされている。  
① 紛 争 解 決 手 段 の中 での ADR の意 義 等 について、国 民 一 般 の理 解 を得 ら

れるように、ADR に関 する施 策 の基 本 理 念 を示 すことが望 まれるのではな

いか。 
② 国 、地 方 公 共 団 体 、ADR 機 関 、ADR の担 い手 といった各 主 体 が、上 記 の

基 本 理 念 にのっとって、相 互 に連 携 しつつ、それぞれの立 場 からどのような

役 割 を担 っていくべきかを示 すことが望 まれるのではないか。  
③ 国 については、ADR の健 全 な発 展 のため講 じていく施 策 の柱 も合 わせて

示 すことも考 えられないか。  
 
○ また、近 代 私 法 は、私 的 自 治 1を原 則 とし、紛 争 関 係 の解 消 についても、本 来

的 には、手 続 ・内 容 の両 面 にわたる当 事 者 間 の合 意 を基 礎 とした自 主 的 解 決

に委 ねている。ADR に関 する施 策 の基 本 理 念 を検 討 する前 提 として、このこと

を民 事 に関 する紛 争 解 決 の基 本 的 考 え方 として認 識 すべきではないかとの考

え方 も示 されている。  
 
○ 以 下 では、こうした指 摘 やこれまでの検 討 状 況 を踏 まえて、ADR に関 する基 本

理 念 、国 をはじめとする各 主 体 の役 割 等 について、更 に検 討 を深 めるべき論

点 を掲 げている。 
 
 
 

                                   
1 個 人 はそれぞれ自 由 ・平 等 であって、そのような個 人 を拘 束 し、権 利 義 務 関 係 を成 り立 た

せるものは、それぞれの意 思 であるという原 則 をいう。  
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１．ADR に関 する基 本 理 念  
 
【論 点 ３】  

ADR に関 する基 本 理 念 を示 す場 合 には、ADR は、以 下 のような意 義 を有 し、

社 会 全 体 の紛 争 解 決 機 能 の拡 充 と自 由 で公 正 な社 会 の形 成 に寄 与 するという

重 要 な役 割 を果 たすものであることを念 頭 に置 くことについて、どう考 えるか。  
① 私 的 自 治 の原 則 の下 で、国 民 の自 主 的 ・主 体 的 な紛 争 解 決 を支 援 し、これ

を促 進 すること  
② 訴 訟 制 度 のみでは満 たし得 ない多 様 かつ広 範 な国 民 の紛 争 解 決 ニーズに

対 応 すること  
③ 社 会 における紛 争 解 決 機 能 の基 礎 的 な役 割 を担 うこと  

 
○ 趣 旨  

ADR の意 義 を、相 対 交 渉 との関 係 、訴 訟 制 度 との関 係 、司 法 制 度 全 体 の中

での位 置 づけという３つの観 点 から整 理 し、その健 全 な発 展 が図 られることによっ

て、今 般 の司 法 制 度 改 革 の基 本 理 念 でもある自 由 で公 正 な社 会 の形 成 に寄 与

することとなるということを念 頭 に、ADR に関 する基 本 理 念 を整 理 していくという

考 え方 を示 したものである。  
①  相 対 交 渉 との関 係  

紛 争 関 係 の解 消 を当 事 者 間 の自 主 的 解 決 に委 ねるものとする私 的 自 治 の

原 則 の下 においても、当 事 者 の解 決 姿 勢 や当 事 者 間 の情 報 格 差 等 の存 在 ゆ

え、紛 争 解 決 のすべてを当 事 者 同 士 の相 対 交 渉 に委 ねてしまうことは困 難 で

あり、そこに、紛 争 の解 決 を促 進 するための支 援 システムが必 要 となる。また、

このような支 援 システムの必 要 性 は、事 前 規 制 型 社 会 から事 後 チェック型 社

会 への移 行 等 に伴 う紛 争 発 生 機 会 の増 大 や社 会 の高 度 化 ・複 雑 化 の進 展

等 に伴 う当 事 者 間 の情 報 格 差 の拡 大 等 により、今 後 一 層 高 まっていくものと

考 えられる。 
ADR は、そのような国 民 の自 主 的 ・主 体 的 な紛 争 解 決 を支 援 し、第 三 者 の

関 与 等 を通 じて適 正 な解 決 結 果 が得 られることへの期 待 を確 保 しつつ、私 的

自 治 の原 則 に適 った当 事 者 同 士 の合 意 を基 礎 に置 いた紛 争 解 決 を容 易 にす

るための手 続 という存 在 意 義 （機 能 ）を有 している。  
②  訴 訟 制 度 との関 係  

近 代 私 法 は、私 的 自 治 の原 則 と並 び、私 人 の権 利 の実 現 には司 法 手 続 を

経 ることを要 求 する自 力 救 済 の禁 止 を原 則 としており、法 律 の適 用 によって、

紛 争 解 決 を図 る制 度 、つまり、訴 訟 制 度 を整 備 するとともに、国 民 がそのよう
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な手 続 を選 択 する権 利 を保 障 している。  
訴 訟 制 度 は、その本 来 的 機 能 ゆえに対 象 となる紛 争 、手 続 、解 決 基 準 の

面 で限 定 があり、また、国 の資 源 配 分 上 も一 定 の制 約 があることから、訴 訟 制

度 によって国 民 の有 する多 様 で広 範 な紛 争 解 決 ニーズのすべてに対 応 するこ

とは自 ずから限 界 がある。他 方 、国 民 のニーズは、今 後 、一 層 拡 大 するととも

に多 様 化 していくことが見 込 まれる。  
ADR は、そのような訴 訟 制 度 のみでは満 たし得 ない多 様 で広 範 な紛 争 解

決 ニーズに対 応 し、国 民 に選 択 機 会 を提 供 するための手 続 という存 在 意 義

（機 能 ）を有 している。 
③  司 法 制 度 全 体 の中 での位 置 付 け 

ADR は、相 対 交 渉 や訴 訟 制 度 との二 者 択 一 的 な関 係 にとどまるものでは

なく、国 民 にとっては訴 訟 を中 核 とする司 法 制 度 全 体 の中 で、社 会 における紛

争 解 決 機 能 の基 盤 を構 成 する手 続 という存 在 意 義 （機 能 ）を有 している。  
 
【論 点 ４】  

ADR に関 する基 本 理 念 を示 す場 合 には、ADR の健 全 な発 展 を図 るための諸

方 策 を講 じていく上 で、以 下 のような点 に留 意 することについて、どう考 えるか。  
① 手 続 等 の選 択 や手 続 の進 行 過 程 における当 事 者 の主 体 性 の尊 重 、手 続 ・

解 決 基 準 等 の多 様 性 の重 視 、信 頼 性 の確 保 という３点 が旨 とされるべきで

ある。  
② ADR に対 する国 民 の理 解 の増 進 、ADR の利 便 性 ・実 効 性 ・信 頼 性 の向 上 、

ADR を提 供 する体 制 の充 実 ・強 化 という３つのアプローチが有 機 的 に組 み

合 わされるべきである。  
 
○ 趣 旨  

各 主 体 が ADR の健 全 な発 展 を図 るための諸 方 策 ・行 動 をとっていく上 で、ど

のような点 に留 意 し、どのようなアプローチが軸 となっていくべきであるかという点

についての考 え方 を示 したものである。  
①  諸 方 策 を講 じていく上 で旨 とすべき点  

ADR は、当 事 者 同 士 の合 意 をベースとした紛 争 解 決 の手 段 である。したが

って、私 的 自 治 の原 則 の下 での民 事 紛 争 解 決 の基 本 理 念 である、解 決 のた

めの手 続 ・手 法 や判 断 基 準 は当 事 者 の選 択 に委 ね、手 続 の進 行 過 程 を通 じ

て、当 事 者 の意 思 が尊 重 されるべきという意 味 での当 事 者 の主 体 性 が尊 重 さ

れなければならないと考 えられる。  
また、ADR は、多 様 で広 範 な国 民 の紛 争 解 決 ニーズを吸 収 できる可 能 性 を
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持 ったものとして存 在 意 義 があり、それゆえに、国 として拡 充 ・活 性 化 を図 って

いくものである。したがって、当 事 者 の選 択 機 会 を少 しでも多 く確 保 するように

努 めなければならないし、その効 果 がいたずらに選 択 機 会 を狭 める方 向 に働 く

ことは避 けなければならない。そのような意 味 で、手 続 や解 決 基 準 等 の多 様 性

が重 視 されなければならないと考 えられる。  
さらに、ADR が、真 に国 民 に多 様 な選 択 機 会 を提 供 し、社 会 における紛 争

解 決 機 能 の基 礎 的 な役 割 を担 うものとして機 能 していくためには、国 民 から制

度 としての信 任 を得 た存 在 となる必 要 がある。また、そのような信 任 を得 てこそ、

適 正 な紛 争 解 決 の実 現 という共 通 の目 的 のための「連 携 」とより多 くの利 用 者

から評 価 を得 るための「競 争 」が可 能 となり、ひいては、社 会 全 体 の紛 争 解 決

機 能 の拡 充 を通 じて、自 由 で公 正 な社 会 の形 成 に寄 与 していくことが可 能 とな

る。 
②  ADR の健 全 な発 展 に向 けてのアプローチ  

多 様 なＡＤＲが健 全 な発 展 を遂 げていくためには、まず、ADR に限 らず、私

的 自 治 の原 則 の下 での民 事 紛 争 解 決 のあり方 について国 民 の理 解 を得 る必

要 がある。その上 で、訴 訟 制 度 を含 む紛 争 解 決 手 段 の中 でのＡＤＲの制 度 とし

ての位 置 付 け・意 義 や手 続 ・解 決 手 段 等 、さらに、多 様 なＡＤＲの存 在 につい

て、国 民 から幅 広 い理 解 を得 ていくことが必 要 である。  
また、利 用 者 の期 待 に応 え得 るよう、ＡＤＲへのアクセスの利 便 性 の向 上 が

図 られるとともに、提 供 される手 続 の実 効 性 ・信 頼 性 が高 められ、国 民 が容 易

に、かつ、安 心 してＡＤＲを利 用 できる機 会 が拡 大 されることも必 要 である。  
さらに、より質 の高 い手 続 （サービス）が継 続 的 に提 供 されるよう、ADR を提

供 する主 体 である主 宰 者 、機 関 やその役 職 員 等 のＡＤＲを支 える人 的 ・組 織

的 な体 制 の充 実 ・強 化 が図 られる必 要 がある。  
 
【論 点 ５】  

ADR に関 する基 本 理 念 を示 す場 合 には、相 談 手 続 の健 全 な発 展 を図 ることが、

ADR の健 全 な発 展 を図 る上 で重 要 な意 義 を有 するものであることを念 頭 に置 くこ

とについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

相 談 手 続 は紛 争 解 決 手 続 そのものではないが、ADR を幅 広 く支 えるものとし

て重 要 な役 割 を果 たしていることを踏 まえ、ADR とともに、相 談 手 続 についても、

その健 全 な発 展 を図 ることが重 要 であることを念 頭 に、ADR に関 する基 本 理 念

を整 理 するという考 え方 を示 したものである。  
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２．国 の責 務 等  
 
【論 点 ６】  
  国 は、基 本 理 念 にのっとり、国 が何 らかの措 置 を講 じなければ所 期 の効 果 を期

待 できない取 組 については積 極 的 に関 与 し、他 方 、ＡＤＲ機 関 等 の自 主 的 な活 動

を通 じても所 期 の効 果 を確 保 できる取 組 については補 完 的 に関 与 すべきこと等 を

基 本 として、ADR の健 全 な発 展 を図 るための施 策 を講 じていくべきであるという考

え方 に基 づいて、国 の責 務 2等 を整 理 することについて、どう考 えるか。  
（考 えられる施 策 の例 ）  
① ADR に関 する教 育 ・学 習 の振 興 や広 報 活 動 の充 実 その他 の ADR に関 す

る国 民 の理 解 を深 めるための施 策  
② ADR 機 関 3やその団 体 等 による自 主 的 な取 組 ・連 携 によってＡＤＲを提 供 す

る体 制 の充 実 が図 られるよう、その自 発 的 な活 動 を促 進 するための施 策  
・ ADR 機 関 に対 する情 報 提 供 や連 携 活 動 を支 援 するための施 策  
・ ADR 利 用 者 に対 する情 報 提 供 その他 の ADR へのアクセス機 会 や選 択

機 会 を拡 充 するための施 策  
・ 多 様 で質 の高 い ADR の担 い手 4の確 保 ・育 成 その他 の ADR を提 供 する

体 制 を充 実 ・強 化 するための施 策  
③ 手 続 の利 便 性 ・実 効 性 ・信 頼 性 の向 上 その他 の ADR の手 続 を充 実 するた

めの施 策  
④ ADR のうち国 が提 供 するもの（いわゆる司 法 型 ・行 政 型 ADR）について社

会 的 要 請 を踏 まえた適 切 な運 営 を確 保 するための施 策  
⑤ 相 談 手 続 に関 し、①～④に準 ずる施 策  

 
○ 趣 旨  

ADR の健 全 な発 展 を図 っていく上 で国 が果 たすべき役 割 について、これまでの

検 討 では次 のような指 摘 がなされている。  
① 国 が何 らかの措 置 を講 じなければ所 期 の効 果 を得 ることが不 可 能 又 は困

難 な取 組 については、国 の積 極 的 な関 与 が求 められるのではないか。一

方 、ADR 関 係 者 等 の自 主 的 活 動 を通 じても所 期 の効 果 を確 保 しうる取 組

については、ADR 関 係 者 等 の自 発 的 活 動 の状 況 を見 極 めた上 で、国 は

                                   
2 具 体 的 な権 利 義 務 関 係 が発 生 するわけではないが、責 任 をもって果 たすべき職 務 。  
3 ADR に関 するサービスを提 供 することを業 務 とする者 （団 体 又 は個 人 ）をいう。  
4 主 宰 者 及 び ADR 機 関 の役 職 員 をいう。  
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補 完 的 に関 与 することが求 められるのではないか。  
② 国 が自 らサービスを提 供 するという形 で関 与 している公 的 な ADR について

は、引 き続 き一 定 の社 会 的 要 請 が存 在 することから、民 間 部 門 が提 供 す

る ADR とも連 携 しつつ、その適 切 な運 営 に努 めていく必 要 性 が認 められる

のではないか。 
③ 国 が、財 政 上 の措 置 等 の形 で、一 部 の ADR 機 関 、手 続 ・手 法 や解 決 基

準 のみを直 接 的 に支 援 することは、機 関 間 の適 切 な競 争 を阻 害 し、ADR
の多 様 化 を妨 げるおそれがあるので、個 別 の政 策 判 断 として行 う場 合 はと

もかく、基 本 的 施 策 として行 うことには問 題 があるのではないか。  
ADR に関 する基 本 的 な法 制 の整 備 に当 たって、国 の責 務 等 を明 らかにするに

場 合 には、上 記 のような指 摘 に示 された考 え方 を基 礎 に、例 として掲 げたような

施 策 を講 じていくべきではないかという点 について考 え方 を示 したものである。  
 
３．地 方 公 共 団 体 の責 務  
 
【論 点 ７】  
  地 方 公 共 団 体 は、ADR の健 全 な発 展 を図 っていくために、基 本 理 念 にのっとり、

国 に準 ずる役 割 を担 うほか、さらに、国 民 により身 近 な行 政 機 関 としての役 割 を担

うべきであるという考 え方 に基 づいて、地 方 公 共 団 体 の責 務 を整 理 することについ

て、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 するに当 たって、地 方 公 共 団 体 の責 務 を

明 らかにする場 合 には、どのような内 容 が考 えられるかという点 についての考 え

方 を示 したものである。  
なお、この場 合 の地 方 公 共 団 体 には、行 政 型 ADR（消 費 生 活 センター等 ）の

提 供 主 体 という位 置 付 けも含 まれている。  
 
４．ADR に係 るサービスの提 供 者 等 （ADR 機 関 ・担 い手 ）の役 割  
 
【論 点 ８】  

ＡＤＲに係 るサービスの提 供 者 等 （ADR 機 関 や担 い手 ）には、基 本 理 念 にのっ

とり、各 々の立 場 から ADR の健 全 な発 展 に寄 与 するための取 組 を行 っていくこと

が求 められるという考 え方 に基 づいて、ADR に係 るサービスの提 供 者 等 の役 割 を

整 理 していくことについて、どう考 えるか。  
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○ 趣 旨  

ADR の健 全 な発 展 を図 る上 では、ADR 機 関 や担 い手 が各 々の立 場 で可 能

な取 組 を行 っていくことが不 可 欠 であり、ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 する

に当 たって、ADR 機 関 や担 い手 の役 割 を明 らかにすることも考 えられるという考

え方 を示 したものである。  
具 体 的 には、国 民 に ADR の役 務 を提 供 する立 場 から、他 の ADR 機 関 、担 い

手 と連 携 しつつ、提 供 体 制 や手 続 の充 実 を図 っていくための取 組 を通 じて、ADR
の健 全 な発 展 に寄 与 していく役 割 を果 たすことが期 待 される。  

 
５．国 民 の役 割  
 
【論 点 ９】  

国 民 に対 し、民 事 に関 する紛 争 については当 事 者 が自 主 的 ・主 体 的 に解 決 し

ていくことの重 要 性 を認 識 することを求 めることについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

私 的 自 治 の原 則 の下 では、民 事 に関 する紛 争 については、当 事 者 間 の合 意

を基 礎 とした自 主 的 解 決 に委 ねられているものであるということが、国 民 に広 く理

解 されることによって、はじめて、ADR が訴 訟 と並 ぶ紛 争 解 決 手 段 として社 会 に

根 付 き、ADR の自 律 的 な発 展 が図 られていく土 壌 ができるものと考 えられる。  
ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 するに当 たり、このような自 主 的 紛 争 解 決

の重 要 性 を認 識 することを国 民 の役 割 として明 確 化 すべきではないかという考 え

方 があることを示 したものである。  
なお、このように国 民 の役 割 を明 示 することについては、国 民 の裁 判 を受 ける

権 利 との関 係 で誤 解 を招 くおそれがあるのではないかという指 摘 もある。  
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第三 一般的事項  

 
○ ADR に係 るサービス（役 務 ）の提 供 の形 態 、提 供 に関 係 する者 は極 めて多 様

である。 
（サービスの提 供 形 態 ） 
①  ADR に係 るサービスを提 供 することを業 務 とする団 体 の下 で実 施 される形

態 （以 下 「機 関 ADR」という。）  
②  ADR に係 るサービスを提 供 することを業 務 とする個 人 の下 で実 施 される形

態 （以 下 「個 人 ADR」という。）  
③  ADR に係 るサービス提 供 を業 務 としない団 体 や個 人 がたまたま ADR を実

施 する形 態  
（提 供 に関 係 する者 ）  
①  業 務 として ADR に係 るサービスを提 供 する団 体 や個 人 （以 下 「ADR 機 関 」

という。） 
②  上 記 の各 提 供 形 態 における主 宰 者 （業 としない者 も含 む。以 下 同 じ。）  
③  ADR 機 関 （個 人 ADR では主 宰 者 ＝ADR 機 関 となる。以 下 同 じ。）の役 職

員 や主 宰 者 の補 助 者 （以 下 では、②、③を総 称 して「担 い手 」という。）。  
 
○ このような多 様 性 のある ADR において、ADR 機 関 や担 い手 は、どのようなル

ールに従 って利 用 者 （紛 争 当 事 者 ）に対 して ADR に係 るサービスを提 供 すべ

きであり、また、利 用 者 は、どのような場 合 にルール違 反 を問 えるかという点 に

ついては、ADR の基 本 理 念 を踏 まえると、基 本 的 には、ADR に係 るサービス

提 供 者 （ADR 機 関 又 は主 宰 者 ）と利 用 者 との間 の合 意 （契 約 ）によるべきもの

と考 えられる1。この場 合 、実 態 としては、手 続 ごとに結 ばれる合 意 のほか、機

関 ADR や個 人 ADR にあっては、利 用 者 が原 則 として従 うこととなる ADR 機

関 規 則 が大 きな役 割 を果 たしている。  
 
○ ただし、これまでの検 討 では、合 意 （契 約 ）を基 本 としつつも、国 民 は、ADR の

選 択 にあたっての利 便 性 、ADR の提 供 体 制 や手 続 それ自 体 の公 正 性 ・信 頼

                                   
1 ADR の個 々の手 続 において、ADR に係 るサービス提 供 者 （ADR 機 関 又 は主 宰 者 ）と利

用 者 の双 方 とも、利 用 に当 たって合 意 （契 約 ）を結 ぶという意 識 は希 薄 なのではないかという

指 摘 もあるが、利 用 者 からの依 頼 に基 づくサービスの提 供 、さらに、場 合 によっては、利 用 料

金 の支 払 がある以 上 、観 念 的 には、両 者 の間 には、（準 ）委 任 契 約 又 はそれに類 する契 約

（無 名 契 約 ）が成 立 するものと考 えられる。  
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性 が確 保 されてこそ、安 心 して ADR を利 用 した紛 争 解 決 を図 ることができるの

だから、ADR の健 全 な発 展 を図 っていくためには、ADR 機 関 や担 い手 が遵 守

すべき最 低 限 のルールを、法 令 という形 で、あるいはガイドラインという形 で、国

として明 らかにする必 要 があるのではないかという指 摘 もなされている。  
 
○ 以 下 では、こうした指 摘 やこれまでの検 討 状 況 を踏 まえて、必 要 と考 えられる

ルールを抽 出 し、それらを ADR 機 関 や担 い手 の義 務 （努 力 義 務 を含 む。）とす

る場 合 に考 えられる義 務 内 容 等 について、更 に検 討 を深 めるべき論 点 を掲 げ

ている。 
なお、ADR の多 様 性 を踏 まえると、そのすべてを法 令 上 の義 務 （努 力 義 務

を含 む。）とするのではなく、ADR 機 関 規 則 やガイドラインと適 切 な役 割 分 担 を

図 っていくことも必 要 であると考 えられる。  
 

○ また、ADR の現 場 では、ADR を幅 広 く支 えるものとして、相 談 が重 要 な役 割 を

果 たしているという実 態 があり、その利 便 性 、公 正 性 ・信 頼 性 の確 保 ・向 上 は、

ADR の健 全 な発 展 を図 る上 で一 つの鍵 となるという指 摘 もある。したがって、

ADR に関 する義 務 を設 ける場 合 には、必 要 に応 じて、相 談 手 続 への適 用 も検

討 すべきものと考 えられる。  
 
１．公 正 な手 続 運 営 の確 保 義 務 （努 力 義 務 ）  
 
【論 点 １０】  

主 宰 者 2は、手 続 の全 過 程 を通 じて、公 正 な手 続 運 営 が確 保 されるように努 め

なければならないものとすることについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

ADR の公 正 性 ・信 頼 性 を確 保 する上 で最 も重 要 な要 素 は、手 続 が当 事 者 間

に公 平 に行 われることであり、そのためには、手 続 を進 行 させる主 宰 者 が、常 に

公 正 な手 続 運 営 が確 保 されることを旨 として行 動 することが必 要 不 可 欠 であると

考 えられる。 
したがって、その重 要 性 にかんがみ、主 宰 者 が常 に遵 守 すべき行 為 規 範 として、

公 正 な手 続 運 営 を確 保 するよう努 めることを法 令 上 の義 務 として明 確 化 するとい

                                   
2 ADR の主 宰 者 のうち仲 裁 人 については、仲 裁 法 （案 ）に別 段 の定 めがあるので、仲 裁 法

（案 ）の規 定 が適 用 されることとなると考 えられる。  
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う考 え方 を示 したものである3。 
なお、検 討 の過 程 では、主 宰 者 には適 正 な結 果 の確 保 に努 めることも求 めら

れるべきであるかという点 についても議 論 があった。この点 については、紛 争 解 決

の結 果 が適 正 なものであることは望 ましいものの、主 宰 者 は、必 ずしも、すべての

ADR において合 意 内 容 に関 与 するわけではないことから、主 宰 者 の義 務 として

は位 置 付 けなかったものである。  
 
○ 内 容  
（対 象 となる主 宰 者 ）  

サービス提 供 を有 償 で行 うか無 償 で行 うか、業 として行 うか否 か、主 宰 する手

続 が裁 断 型 であるか調 整 型 であるかにかかわらず、すべての主 宰 者 を対 象 とし

た義 務 とすることが適 当 ではないかと考 えられる。  
（公 正 な手 続 運 営 の意 義 ）  

公 正 とは、一 般 には、「公 平 で、かつ、誤 りがないこと」であるとされる。  
ただし、手 続 を主 宰 する全 過 程 でどのような行 動 をとることが公 正 な手 続 運 営

の確 保 に努 めたことになるのかについては、手 続 の種 類 、解 決 を導 く手 法 、紛 争

当 事 者 間 の関 係 等 によって自 ずから異 なる面 があり、一 律 に示 すことは困 難 で

ある。 
（法 律 上 の効 果 ）  

主 宰 者 による自 主 的 な取 組 を促 進 する観 点 から、努 力 義 務 （訓 示 規 定 ）として

設 けることが適 当 ではないかと考 えられる。その場 合 には、公 正 な手 続 運 営 の確

保 に努 めなかったことによって、直 ちに何 らかの私 法 上 ・行 政 法 上 の責 任 が発 生

することはない。  
 

                                   
3 主 宰 者 に対 し、公 正 性 のほかに、紛 争 当 事 者 双 方 との関 係 における中 立 性 ・独 立 性 を求

める考 え方 もある。しかし、①中 立 性 については、厳 格 に中 立 性 を追 求 すれば、一 方 当 事 者

に後 見 的 に関 与 する ADR を一 律 に排 除 しかねないこと、②独 立 性 については、主 宰 者 が一

方 当 事 者 の代 理 人 又 は代 理 人 に準 ずる者 のみで構 成 されるものは、むしろ相 対 交 渉 の一

類 型 と観 念 することが適 当 であり、さらに独 立 性 の考 え方 如 何 によっては、例 えば、事 業 者

や消 費 者 等 の特 定 の団 体 が設 立 ・運 営 に関 与 する ADR を一 律 に排 除 しかねないことから、

これらについては盛 り込 まなかったものである。  
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２．ADR 機 関 に関 する一 般 情 報 の提 供 義 務 （努 力 義 務 ）  
 
【論 点 １１】  
① ADR 機 関 は、ADR を利 用 しようとする者 が適 切 、円 滑 に ADR を選 択 できるよ

うに、その ADR 機 関 に関 する一 定 の情 報 を提 供 するよう努 めなければならな

いものとすることについて、どう考 えるか。  
（考 えられる情 報 の例 ）  
・ 取 り扱 う紛 争 の種 類  
・ 利 用 可 能 な手 続 の種 類  
・ 標 準 的 な費 用  
・ 主 宰 者 候 補 者 の経 歴 ・専 門 分 野  
・ 組 織 の運 営 主 体 ・責 任 者  
・ 過 去 の利 用 状 況  

② 相 談 機 関 についても、①に準 じた努 力 義 務 を負 うものとすることについて、どう

考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

ADR 機 関 に対 して自 己 に関 する情 報 の提 供 を求 めることによって、ADR を利

用 して紛 争 解 決 を図 ろうとする者 が多 様 な手 続 等 の中 から自 らに適 した手 続 等

を提 供 する ADR 機 関 を選 択 できるようにするとともに、利 用 者 の選 択 を通 じて、

ADR の提 供 体 制 やサービス内 容 の公 正 性 ・信 頼 性 の向 上 を図 っていくという考

え方 を示 したものである。  
 
○ 内 容  
（対 象 となる ADR 機 関 ）  

サービス提 供 を有 償 で行 うか無 償 で行 うかにかかわらず、すべての ADR 機 関

を対 象 とした義 務 とすることが適 当 ではないかと考 えられる。  
（提 供 されるべき情 報 ）  

提 供 されるべき情 報 としては、論 点 に掲 げた情 報 のほか、組 織 の財 政 基 盤 や

紛 争 解 決 の実 績 等 も対 象 とすることが考 えられる。しかし、これらに対 しては、諸

外 国 の例 や利 用 者 のプライバシー・営 業 秘 密 等 の保 護 との関 係 にかんがみると、

努 力 義 務 とはいえ、情 報 提 供 を一 律 に求 めることは適 当 ではないのではないかと

いう意 見 もある。 
（法 律 上 の効 果 ）  

ADR 機 関 による自 主 的 な取 組 を促 進 する観 点 から、努 力 義 務 （訓 示 規 定 ）と
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して設 けることが適 当 ではないかと考 えられる。  
その場 合 には、情 報 提 供 がなされなかったことによって、直 ちに何 らかの私 法

上 ・行 政 法 上 の責 任 が発 生 することはない。  
 
○ その他  

情 報 提 供 を求 める趣 旨 は相 談 機 関 にもあてはまるものであり、ADR 機 関 に準

じ、相 談 機 関 を対 象 とする努 力 義 務 も設 けることが適 当 ではないかと考 えられ

る。 
 
３．質 の高 い ADR の担 い手 の確 保 に関 する義 務 （努 力 義 務 ）  
 
【論 点 １２】  
① ADR 機 関 は、必 要 に応 じて相 互 に連 携 しつつ、ADR の担 い手 の能 力 の確 保

に努 めなければならないものとすることについて、どう考 えるか。  
② 主 宰 者 （ADR の主 宰 を業 として4行 う者 に限 る。）は、紛 争 解 決 に係 る専 門 的

能 力 の習 得 に努 めなければならないものとすることについて、どう考 えるか。  
③ 相 談 機 関 及 び相 談 員 についても、①及 び②に準 じた努 力 義 務 を負 うものとす

ることについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

ADR の公 正 性 ・信 頼 性 を確 保 していく上 では、十 分 な紛 争 解 決 に係 る専 門 的

能 力 を有 する主 宰 者 によって質 の高 い ADR が提 供 されること、また、的 確 な業

務 管 理 ・処 理 能 力 を有 する ADR 機 関 の役 職 員 等 により主 宰 者 を支 える体 制 が

確 立 されていることが、極 めて重 要 であると考 えられる。  
そこで、ADR 機 関 や主 宰 者 には、必 要 に応 じて相 互 に連 携 しつつ、質 の高 い

ADR の担 い手 を確 保 するための努 力 が社 会 的 にも要 請 されていることを明 確 に

することによって、種 々の方 法 による ADR の提 供 体 制 の充 実 を期 待 するという考

え方 を示 したものである。  
 
○ 義 務 の内 容  
（対 象 となる ADR 機 関 ・主 宰 者 ）  

すべての ADR 機 関 及 び主 宰 を業 として行 う主 宰 者 を対 象 とした義 務 とするこ

                                   
4 「業 とする」とは、反 復 継 続 して行 うことをいい、その行 為 が有 償 で行 われるか無 償 で行 わ

れるかは問 わない。  
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とが適 当 ではないかと考 えられる。  
（とるべき措 置 の内 容 ）  

人 材 確 保 や能 力 向 上 の方 法 ・程 度 については、各 々の ADR 機 関 や主 宰 者 の

事 情 に応 じて異 なるものと考 えられるので、それぞれの自 主 性 に委 ねることが適

当 ではないかと考 えられる5。 
（法 律 上 の効 果 ）  

ADR 機 関 や主 宰 者 による自 主 的 な取 組 を促 進 する観 点 から、努 力 義 務 （訓

示 規 定 ）として設 けることが適 当 ではないかと考 えられる。その場 合 には、担 い手

の確 保 等 に努 めなかったことによって、直 ちに何 らかの私 法 上 ・行 政 法 上 の責 任

が発 生 することはない。  
 
○ その他  

担 い手 の確 保 に関 する努 力 を求 める趣 旨 は相 談 機 関 や相 談 員 にもあてはま

るものであり、ADR 機 関 や主 宰 者 に準 じ、相 談 機 関 や相 談 員 を対 象 とする努 力

義 務 も設 けることが適 当 ではないかと考 えられる。  
 

                                   
5 担 い手 については、ADR 機 関 が自 ら主 宰 者 等 を養 成 ・育 成 することもあるが、主 宰 者 の

能 力 水 準 の向 上 や機 関 からの独 立 性 保 持 等 の観 点 からは、主 宰 者 の養 成 ・育 成 は主 宰 者

の団 体 があたり、ADR 機 関 は、そのように養 成 ・育 成 された者 を受 け入 れるという形 の方 が

よいという指 摘 もある。このような議 論 も踏 まえ、ここでは、「確 保 」という文 言 を用 いているも

のである。  
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４．サービス提 供 に関 する重 要 事 項 の説 明 義 務  
 
【論 点 １３】  
① ADR に係 るサービス提 供 者 は6、利 用 希 望 者 からの利 用 申 込 みがあったとき

は、その者 に対 し、一 定 の ADR に係 るサービスの利 用 条 件 に関 する重 要 事

項 を説 明 しなければならないものとすることについて、どう考 えるか。  
（考 えられる説 明 事 項 の例 ）  
・ 提 供 されるサービス内 容  
・ サービス提 供 を受 けるために利 用 者 が支 払 うべき費 用  
・ 契 約 締 結 によって利 用 者 が同 意 することとなる手 続 進 行 ・主 宰 者 選 任 等 に

関 する手 続 の内 容  
② 相 談 手 続 に係 るサービス提 供 者 についても、①に準 じた義 務 を負 うものとする

ことについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

ADR は非 定 型 的 であり、ADR 機 関 の規 則 に従 うことに利 用 者 が同 意 すること

によって定 まる手 続 上 のルールも多 いこと等 を踏 まえると、利 用 希 望 者 がその

ADR 機 関 の提 供 するサービスについて十 分 理 解 ・納 得 した上 で利 用 を決 定 （契

約 の締 結 ）することが必 要 ではないかと考 えられる。  
契 約 法 上 の一 般 的 な考 え方 として、契 約 当 事 者 間 で情 報 格 差 が存 在 する場

合 等 には、情 報 を有 する側 は、信 義 則 上 、契 約 の締 結 に際 して一 定 の説 明 義 務

を負 うものとされる。ここでは、ADR の利 用 希 望 者 の利 益 を保 護 する観 点 から、

契 約 法 上 の一 般 原 則 に従 って ADR 機 関 が負 う利 用 申 込 み時 の説 明 義 務 の内

容 を明 確 化 することによって、利 用 者 が安 心 して ADR による紛 争 解 決 を図 ること

ができるようにするという考 え方 を示 したものである。  
 
○ 義 務 の内 容  
（対 象 となる ADR 機 関 ・主 宰 者 ）  

サービス提 供 を有 償 で行 うか無 償 で行 うかにかかわらず、すべての ADR に係

るサービス提 供 者 を対 象 とした義 務 とすることが適 当 ではないかと考 えられる。  
（説 明 されるべき重 要 事 項 ）  

説 明 されるべき重 要 事 項 としては、論 点 に掲 げたように、その利 用 者 に提 供 さ

                                   
6 ADR に係 るサービス提 供 者 とは、ADR 機 関 もしくは主 宰 者 又 はその両 者 をいう。いずれ

が義 務 の主 体 となるかについては、サービス提 供 に関 する契 約 においていずれが契 約 当 事
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れる ADR に係 るサービスについて、サービス提 供 の責 任 体 制 、主 宰 者 候 補 者 の

経 歴 等 のサービスの具 体 的 内 容 、利 用 者 が支 払 を要 求 される費 用 の内 容 ・範

囲 、契 約 の解 除 や終 了 に関 する事 項 、ADR 機 関 の手 続 規 則 等 が考 えられる。  
なお、事 後 のトラブルを回 避 するために、説 明 事 項 を記 載 した書 面 の交 付 を義

務 付 けることも考 えられる。  
（法 律 上 の効 果 ）  

上 記 の説 明 義 務 が、契 約 法 上 の義 務 を明 確 化 するものであることを踏 まえる

と、一 般 的 な私 法 上 の義 務 として設 けることが適 当 ではないかと考 えられる。  
その場 合 、義 務 が履 行 されなかった場 合 に特 別 の効 果 等 （行 政 上 の制 裁 、サ

ービス提 供 に係 る契 約 の無 効 、無 過 失 責 任 の発 生 等 ）を付 与 することは基 本 的

には想 定 していない7。 
ただし、利 用 （希 望 ）者 に説 明 がなされなかったことと因 果 関 係 のある損 害 が

発 生 したときに、不 法 行 為 に基 づく損 害 賠 償 責 任 の立 証 が容 易 になる 8可 能 性

はある。 
 
○ その他  

利 用 申 込 み時 に一 定 の重 要 事 項 の説 明 を求 める趣 旨 は相 談 機 関 にもあては

まるものであり、ADR 機 関 につき義 務 を設 ける場 合 には、本 来 的 には、それに準

じ、相 談 機 関 を対 象 とする義 務 も設 けることが適 当 ではないかと考 えられる。  
ただし、相 談 手 続 は、電 話 等 を通 じて、極 めて簡 易 に、また、短 期 間 で終 了 す

るものも多 く、義 務 を明 示 することによって、かえって実 務 上 の混 乱 を招 くことにな

るのではないかという懸 念 があるとの指 摘 もある。  
 

                                                                                                            
者 となるかによるので一 概 にはいえない。  
7 民 法 上 の詐 欺 （96 条 ）、錯 誤 （95 条 ）に関 する規 定 や消 費 者 契 約 法 上 の消 費 者 契 約 の

申 込 み又 はその承 諾 の意 思 表 示 の取 消 しに関 する規 定 （第 4 条 ～第 7 条 ）等 の適 用 を排

除 するものではない。  
8 不 法 行 為 （民 法 709 条 ）に基 づく損 害 賠 償 責 任 を問 うためには、利 用 （希 望 ）者 側 で、①

ADR 機 関 の故 意 ・過 失 、②利 用 （希 望 ）者 の権 利 侵 害 、③損 害 の発 生 、④①と③の相 当 因

果 関 係 を主 張 ・立 証 する必 要 があるが、このような義 務 規 定 があることによって、ADR 機 関

側 に故 意 ・過 失 があることについて、事 実 上 の推 定 がはたらくこともあり得 るなど、利 用 （希

望 ）者 の立 証 負 担 が軽 減 される可 能 性 がある。  
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５．主 宰 者 9の有 する一 定 の事 実 の開 示 義 務  
 
【論 点 １４】  
① ADR に係 るサービス提 供 者 は10、別 段 の合 意 がある場 合 を除 き、主 宰 者 への

就 任 について利 用 者 からの依 頼 に応 じようとするときには、その利 用 者 に対 し、

主 宰 者 候 補 者 の公 正 性 又 は独 立 性 に疑 いを生 じさせるおそれのある事 実 の

全 部 を開 示 しなければならないものとすることについて、どう考 えるか。  
② ADR に係 るサービス提 供 者 は、別 段 の合 意 がある場 合 を除 き、手 続 進 行 中

に、主 宰 者 の公 正 性 又 は独 立 性 に疑 いを生 じさせるおそれのある事 実 が生 じ

たときには、利 用 者 に対 し、その全 部 を開 示 しなければならないものとすること

について、どう考 えるか。  
 

○ 趣 旨  
主 宰 者 が一 方 当 事 者 と一 定 の身 分 関 係 や利 害 関 係 等 を有 する場 合 には、手

続 の公 正 性 が損 なわれる結 果 が現 実 に生 じるか否 かは別 として、他 方 当 事 者 に

対 して、そのような関 係 等 を有 する者 を主 宰 者 とする ADR に係 るサービスの提

供 を受 けるか否 か（受 け続 けるか否 か）を判 断 する機 会 を与 えることが必 要 では

ないかと考 えられる。  
契 約 法 上 の一 般 的 な考 え方 によっても、受 任 者 が負 う契 約 締 結 に際 しての信

義 則 上 の説 明 義 務 や委 任 契 約 （準 委 任 契 約 ）における善 管 注 意 義 務 からこのよ

うな義 務 の存 在 を導 き出 すことが可 能 な場 合 も多 いと考 えられる。しかし、現 状 で

は、必 ずしもこのような義 務 の存 在 が普 遍 的 なルールとして確 立 されているとはい

えない状 況 にある。そのため、委 任 契 約 （準 委 任 契 約 ）締 結 にあたり、このような

開 示 義 務 の取 扱 いが当 事 者 間 で意 識 されず、当 事 者 の意 思 が不 明 確 である場

合 も多 い。  
そこで、利 用 者 の利 益 を保 護 する観 点 から、①就 任 要 請 時 に契 約 締 結 に際 し

ての信 義 則 上 ADR に係 るサービス提 供 者 が負 う開 示 義 務 の内 容 を明 確 化 する

とともに、②就 任 後 に（準 ）委 任 契 約 上 ADR に係 るサービス提 供 者 が負 う開 示

                                   
9 ADR の主 宰 者 のうち仲 裁 人 については、仲 裁 法 （案 ）に別 段 の定 めがあるので、仲 裁 法

（案 ）の規 定 が適 用 される。  
10 ADR に係 るサービス提 供 者 とは、ADR 機 関 もしくは主 宰 者 又 はその両 者 をいう。いずれ

が義 務 の主 体 となるかについては、サービス提 供 に関 する契 約 においていずれが契 約 当 事

者 となるかによるので一 概 にはいえない。なお、ADR 機 関 が義 務 の主 体 となる場 合 には、

ADR 機 関 は、義 務 を履 行 するために、主 宰 者 に一 定 の事 実 を開 示 させるということになる。

なお、主 宰 者 が、一 定 の事 実 を故 意 に開 示 しなかった場 合 でも、ADR 機 関 は、選 任 上 ・監

督 上 の過 失 の有 無 に関 わらず、不 履 行 責 任 を負 うこととなる。 
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義 務 につき当 事 者 の意 思 を補 充 する規 定 を設 けることによって、利 用 者 が安 心

して ADR による紛 争 解 決 を図 ることができるようにするという考 え方 を示 したもの

である。 
 

○ 義 務 の内 容  
（対 象 となる ADR 機 関 ・主 宰 者 ）  

サービス提 供 を有 償 で行 うか無 償 で行 うかにかかわらず、すべての ADR に係

るサービス提 供 者 11を対 象 とした義 務 とすることが適 当 ではないかと考 えられる。  
（開 示 されるべき事 実 ）  

開 示 されるべき事 実 としては、例 えば、当 事 者 との間 に親 族 関 係 等 の身 分 関

係 があるという事 実 、その紛 争 について当 事 者 の代 理 人 であったという事 実 等 が

考 えられる。 
ただし、公 正 性 又 は独 立 性 の内 容 については、ADR の種 類 や手 続 の内 容 、

当 事 者 間 の関 係 等 により異 なり得 るものと考 えられ、これを法 令 上 の義 務 として

規 定 することとなった場 合 に、「公 正 性 又 は独 立 性 に疑 いを生 じさせるおそれの

ある事 実 」という表 現 を更 に具 体 化 できるか否 かについては、なお検 討 を要 する。  
（開 示 義 務 が生 ずる時 点 ）  

開 示 義 務 が生 ずる時 点 は、利 用 者 が主 宰 者 を選 任 することとされている場 合

にあっては、利 用 者 からの就 任 要 請 に対 してその交 渉 に応 じることとした時 から

ADR の手 続 が終 了 するまでとすることが適 当 ではないかと考 えられる。また、

ADR 機 関 等 が主 宰 者 を指 名 することとされている場 合 にあっては、主 宰 者 として

指 名 された時 から ADR の手 続 が終 了 するまでとすることが適 当 ではないかと考

えられる。  
なお、具 体 的 な手 続 終 了 の事 由 や時 期 は、ADR によって異 なるものと考 えら

れるが、本 論 点 の義 務 との関 係 でどの程 度 これを明 確 化 すべきかについては、

更 に検 討 を要 する。  
（法 律 上 の効 果 ）  

私 法 上 の義 務 として設 けることが適 当 と考 えられる。これにより、ADR に係 る

サービス提 供 者 は、主 宰 者 につき、就 任 要 請 時 に私 法 上 の義 務 として一 定 の事

実 を開 示 する義 務 を負 い、また、主 宰 者 の就 任 後 は、明 示 又 は黙 示 の合 意 があ

る場 合 はもちろん、反 対 の合 意 12のない限 り、一 定 の事 実 を開 示 するという契 約

                                   
11ただし、契 約 法 上 の一 般 的 な考 え方 から、サービス提 供 を業 務 としない者 についてまで、こ

のような義 務 を負 うことが導 き出 せるかという点 については、なお検 討 を要 する。  
12 例 えば、ADR 機 関 は、自 らの責 任 において公 正 性 ・独 立 性 に問 題 のない者 を主 宰 者 に

指 名 するので、利 用 者 は個 々の主 宰 者 に対 しては事 実 の開 示 を求 めないという ADR 機 関
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上 の義 務 を負 うことになる。  
ここでは、義 務 が履 行 されなかった場 合 に、特 別 の効 果 等 （行 政 上 の制 裁 、サ

ービス提 供 に係 る契 約 の無 効 、無 過 失 責 任 の発 生 等 ）を付 与 することは基 本 的

には想 定 していない。 
ただし、依 頼 者 又 は利 用 者 に開 示 がなされなかったことと因 果 関 係 のある損

害 が発 生 したときに、不 法 行 為 又 は債 務 不 履 行 13に基 づく損 害 賠 償 責 任 の立

証 が容 易 になる可 能 性 がある。  
なお、主 宰 者 の公 正 性 又 は独 立 性 に疑 いを生 じさせる事 実 がある場 合 であっ

ても、利 用 者 がそれを認 識 した上 で主 宰 者 となることに同 意 するのであれば、主

宰 者 に就 任 することが妨 げられるものではない。  
 

                                                                                                            
の規 則 に従 うことに利 用 者 が同 意 している場 合 。  
13 債 務 不 履 行 とは、一 般 に、契 約 の趣 旨 、取 引 慣 行 等 に照 らして適 当 な履 行 をしないこと

をいう。債 務 不 履 行 に基 づく損 害 賠 償 責 任 （民 法 第 415 条 ）を問 うためには、利 用 者 側 で、

①主 宰 者 の債 務 不 履 行 の事 実 、②損 害 の発 生 、③①と②の相 当 因 果 関 係 を主 張 ・立 証 す

る必 要 があり、主 宰 者 が責 任 を否 定 するためには、④帰 責 事 由 のないことを主 張 ・立 証 する

必 要 がある。このような義 務 規 定 があることによって、主 宰 者 側 に債 務 不 履 行 の事 実 （当 事

者 間 の信 頼 関 係 を基 礎 とする契 約 であるのに、信 頼 関 係 を損 なうおそれのある事 実 を告 げ

ないで ADR を主 宰 し続 けたこと）があることについて、事 実 上 の推 定 がはたらくこともあり得 る

など、利 用 者 の立 証 負 担 が軽 減 される可 能 性 がある。  
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６．秘 密 の保 持 義 務 （守 秘 義 務 ）  
 
【論 点 １５】  
① ADR に係 るサービス提 供 者 は14、別 段 の合 意 がある場 合 又 は正 当 な理 由 が

ある場 合 を除 き、ADR に係 る業 務 に関 して知 りえた秘 密 を漏 らしてはならない

ものとすることについて、どう考 えるか。  
② 相 談 手 続 に係 るサービス提 供 者 についても、①に準 じた守 秘 義 務 を設 けるも

のとすることについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

ADR の手 続 を円 滑 ・適 正 に進 行 させるためには、利 用 者 が、主 宰 者 をはじめ

とする ADR の担 い手 に対 して、たとえ秘 密 にわたる事 項 であっても安 心 して実 情

を述 べることが必 要 である。したがって、ADR 機 関 の規 則 や利 用 者 との間 での明

示 的 な合 意 がなくとも、ADR に係 るサービス提 供 者 は、当 然 に、ADR に係 る業

務 に関 して知 りえた秘 密 を保 持 すべき義 務 を負 うものと認 識 されている。  
このような義 務 の存 在 は、契 約 法 上 の一 般 的 な考 え方 によって、委 任 契 約

（準 委 任 契 約 ）における善 管 注 意 義 務 から導 き出 すことが可 能 な場 合 も多 いと考

えられる。しかし、委 任 契 約 （準 委 任 契 約 ）締 結 にあたり、このような秘 密 保 持 の

取 扱 いが当 事 者 間 で意 識 されず、当 事 者 の意 思 が不 明 確 であることもある。  
そこで、利 用 者 の利 益 を保 護 する観 点 から、委 任 契 約 （準 委 任 契 約 ）上 ADR

に係 るサービス提 供 者 が負 う秘 密 保 持 の義 務 につき当 事 者 間 の意 思 を補 充 す

る規 定 を設 けることによって、利 用 者 が安 心 して ADR による紛 争 解 決 を図 ること

ができるようにするという考 え方 を示 すものである。  
また、秘 密 を保 持 しなくともよい旨 の合 意 がある場 合 15のほか、正 当 な理 由 が

ある場 合 、例 えば、時 効 の中 断 を主 張 立 証 するために必 要 となる場 合 等 には、

特 定 の事 件 の内 容 や解 決 結 果 等 を第 三 者 に開 示 すること等 が許 されてもよいの

ではないかと考 えられる。  
 

                                   
14 ADR に係 るサービス提 供 者 とは、ADR 機 関 もしくは主 宰 者 又 はその両 者 をいう。いずれ

が義 務 の主 体 となるかについては、サービス提 供 に関 する契 約 においていずれが契 約 当 事

者 となるかによるので一 概 にはいえない。なお、ADR 機 関 が義 務 の主 体 となる場 合 には、

ADR 機 関 は、守 秘 義 務 を履 行 するために、主 宰 者 に ADR 機 関 外 に秘 密 を漏 らさないことを

求 めることとなる。また、ADR 機 関 の役 職 員 や補 助 者 についても、ADR 機 関 等 の履 行 補 助

者 として、基 本 的 には同 様 の義 務 を負 う。  
15 例 えば、研 究 等 の資 料 として用 いる場 合 には、手 続 の過 程 や解 決 結 果 等 を第 三 者 に開

示 することも許 されるという ADR 機 関 規 則 を設 けている場 合 等 が想 定 される。  
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○ 義 務 の内 容  
（対 象 となる ADR 機 関 ・担 い手 ）  

サービス提 供 を有 償 で行 うか無 償 で行 うか、主 宰 する手 続 が裁 断 型 であるか

調 整 型 であるかにかかわらず、すべての ADR に係 るサービス提 供 者 を対 象 とし

た義 務 とすることが適 当 ではないかと考 えられる16。 
なお、このような考 え方 によると、法 人 が守 秘 義 務 を負 う場 合 もあり得 るが、こ

の点 については、既 存 制 度 においては、一 般 に、個 人 （自 然 人 ）が守 秘 義 務 の主

体 とされていること等 との関 係 で、なお検 討 を要 するのではないかという指 摘 もあ

る。 
（保 持 されるべき事 実 ）  

保 持 されるべき事 実 は、ADR の手 続 過 程 において開 示 された事 実 、ADR の

解 決 結 果 等 の ADR に係 る業 務 を通 じて知 りえた事 実 のうち、秘 密 とされるべきも

ののすべてとすることが適 当 ではないかと考 えられる。  
（法 律 上 の効 果 ）  

私 法 上 の義 務 として設 けることが適 当 と考 えられる。これにより、ADR に係 る

サービス提 供 者 は、利 用 者 との間 で明 示 又 は黙 示 の合 意 がある場 合 はもちろん、

反 対 の合 意 のない限 り、ADR に係 る業 務 を通 じて知 りえた秘 密 を保 持 するという

契 約 上 の義 務 を負 うことになる。 
この場 合 、秘 密 が保 持 されなかったことによって、直 ちに私 法 上 の責 任 が発 生

することはないが、義 務 違 反 と因 果 関 係 のある損 害 が発 生 したときに、債 務 不 履

行 （場 合 により不 法 行 為 ）に基 づく損 害 賠 償 責 任 の立 証 が容 易 になる可 能 性 が

ある。 
また、秘 密 保 持 の義 務 の違 反 に対 しては刑 罰 が科 されることもあるが、多 様 な

ADR のすべてを対 象 とする場 合 には、刑 罰 法 規 とすることには慎 重 にならざるを

得 ない。 
なお、このように、秘 密 の保 持 義 務 違 反 に刑 罰 を科 さないこととする場 合 は、

民 事 訴 訟 法 上 の黙 秘 義 務 を負 う私 人 の証 言 拒 絶 権 （民 訴 法 第 197 条 第 1 項

第 2 号 ）も認 めるべきではないと考 えられる。  
 
○ その他  

ADR に係 るサービス提 供 者 に秘 密 の保 持 を求 める趣 旨 は相 談 手 続 に係 るサ

ービス提 供 者 にもあてはまるものであり、ADR につき義 務 を設 ける場 合 には、本

                                   
16 ただし、主 宰 を業 として行 うわけではない者 についてまで、契 約 法 上 の一 般 的 な考 え方 か

らこのような義 務 を負 うことが導 き出 せるかという点 については、なお検 討 を要 する。  
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来 的 には、それに準 じ、相 談 手 続 を対 象 とする義 務 も設 けることが適 当 ではない

かと考 えられる。  
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第四 調停手続法的事項  

 
○ 個 々の ADR の手 続 がどのようなルールに従 って開 始 され、進 行 され、また、ど

のような基 準 に従 って解 決 策 が示 されるべきであるか、あるいは、手 続 終 了 後

にも何 らかのルールに従 うべきであるかという点 については、ADR の基 本 理 念

を踏 まえると、強 行 規 定 （公 序 良 俗 等 ）に反 しない限 りは、基 本 的 には、紛 争

当 事 者 間 の合 意 （契 約 ）によるべきものと考 えられる。  
 
○ 加 えて、わが国 には、民 間 の ADR 機 関 が提 供 する調 整 型 手 続 （調 停 ・あっせ

ん）全 般 に適 用 されるルールを定 めた法 令 がなく、現 状 では、調 整 型 手 続 のル

ール設 定 については、全 面 的 に、紛 争 当 事 者 間 の合 意 形 成 による1こととされ

ている。 
 
○ このような状 況 をどう考 えるかにつき、これまでの検 討 では、大 きく次 のような三

つの考 え方 が示 されている。 
① 国 民 が安 心 して多 様 な調 停 等 を利 用 できるよう、調 停 等 の手 続 の開 始 か

ら終 了 に至 るまでの手 続 ルールに関 し、国 際 ルールとの整 合 性 2も踏 まえ

て、紛 争 当 事 者 間 で合 意 が得 られない場 合 に適 用 される原 則 を体 系 的 に

法 令 化 する（「調 停 手 続 法 」を制 定 する）ことを検 討 すべきではないか。  
② 調 停 等 は、もともと、手 続 離 脱 の自 由 がある中 で合 意 を積 み上 げていくも

ので、広 範 な原 則 を法 令 化 する必 要 性 は低 く、さらに、体 系 化 された手 続

ルールを制 定 することによって、ADR の多 様 性 を阻 害 してしまうというデメリ

ットも否 定 できない。したがって、調 停 手 続 一 般 法 の制 定 には慎 重 であるべ

きではないか。 
③ 和 解 による紛 争 解 決 を促 進 するため、①にいう手 続 ルールのうち、少 なくと

も、紛 争 解 決 の場 が調 整 型 手 続 から裁 判 ・仲 裁 といった裁 断 型 手 続 に移

行 した場 合 の情 報 遮 断 （手 続 のリセット）に関 するルールについては法 令 化

すべきではないか。  

                                            
1 実 際 には、紛 争 当 事 者 双 方 が特 定 の ADR 機 関 を利 用 して紛 争 解 決 を図 ることに合 意 す

ることによって、その ADR 機 関 が制 定 した手 続 規 則 に従 って手 続 を進 めることに合 意 したこ

とになるケースが多 いと考 えられる。  
2 調 停 手 続 一 般 法 の制 定 に関 する国 際 的 な動 向 として、2002 年 6 月 に、国 連 国 際 商 取 引

法 委 員 会 （UNCITRAL）が国 際 商 事 調 停 モデル法 を策 定 している。モデル法 は、各 国 が国

内 法 として国 際 商 事 調 停 の手 続 に関 する立 法 を行 う場 合 に依 拠 することが推 奨 されるという

位 置 付 けを有 する。  
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このうち、①を支 持 する意 見 は少 なかったが、このことは、調 停 手 続 法 を ADR
に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 する検 討 作 業 の一 環 と位 置 付 けることについて

賛 成 する意 見 が少 なかったということであり、今 般 の ADR に関 する基 本 的 な

法 制 の検 討 と別 途 に、調 停 手 続 法 の制 定 を検 討 することの必 要 性 が否 定 さ

れたものではない。 
 
○ 以 下 では、こうした指 摘 やこれまでの検 討 状 況 を踏 まえて、③に示 されたルー

ルを中 心 に、考 えられる手 続 ルールの内 容 等 について、更 に検 討 を深 めるべき

論 点 を掲 げている。 
 
１．調 整 型 手 続 から裁 断 型 手 続 への移 行 に関 する手 続 ルール  

 
国 際 的 にも広 く認 められている ADR を巡 る考 え方 の一 つとして、調 停 型 手 続 と

裁 断 型 手 続 とは厳 格 に区 分 されるべきであるというものがある。  
これは、自 らには不 利 な事 情 をもさらけ出 して率 直 な話 合 いをすることで解 決 を

図 ろうとする調 整 型 手 続 と自 らに有 利 な事 情 のみを主 張 立 証 することが求 められ

る裁 断 型 手 続 を同 時 に進 行 させること、あるいは、自 らの判 断 を示 してはならない

調 整 型 手 続 の主 宰 者 と自 らの判 断 を示 さなければならない裁 断 型 手 続 の主 宰 者

の役 割 を同 時 に果 たすことは困 難 であるという考 え方 に基 づく。  
昨 年 採 択 された UNCITRAL 国 際 商 事 調 停 モデル法 も、このような理 念 にのっ

とり、調 停 の利 用 を促 進 する観 点 から、当 事 者 間 に別 段 の合 意 がない限 り、調 整

型 手 続 の過 程 で得 られた情 報 を後 続 する裁 断 型 手 続 において利 用 することや調

整 型 手 続 の主 宰 者 が後 続 する裁 断 型 手 続 の主 宰 者 に就 任 することを禁 止 する

旨 の規 定 を置 いている。また、同 様 の観 点 から、UNCITRAL 国 際 商 事 仲 裁 モデ

ル法 やわが国 の仲 裁 法 （案 ）でも、両 当 事 者 の合 意 がない限 り、仲 裁 人 が仲 裁 手

続 の過 程 で和 解 を試 みることを禁 止 している。  
このような国 際 的 潮 流 を踏 まえ、ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 するので

あれば、調 整 型 手 続 から裁 断 型 手 続 への移 行 に関 する手 続 規 定 を当 事 者 間 に

別 段 の合 意 がない場 合 に適 用 されるルール（いわゆるデフォルト・ルール）として盛

り込 むべきではないかという考 え方 がある。  
他 方 では、①わが国 では、モデル法 が規 定 する事 項 について、未 だいずれが原

則 として適 用 されるべきであるかという点 についての評 価 が定 まっておらず、また、

後 述 する証 拠 制 限 契 約 の実 績 も乏 しいことから、現 時 点 で法 令 化 を図 るのは時

期 尚 早 ではないか、②わが国 の ADR の現 状 について、その多 くは、調 整 型 手 続 と

裁 断 型 手 続 が渾 然 一 体 となっているのではないかとして批 判 的 に捉 える見 方 もあ
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るが、ほとんどの事 例 においては、わが国 で伝 統 的 に発 展 してきた手 法 の下 で適

正 な解 決 を得 られているのだから、あえて法 令 化 を図 る必 要 がなく、かえって実 務

に混 乱 を招 くのではないかとして、このようなルールを設 けることに消 極 的 な意 見 も

ある。また、モデルの規 定 は、国 際 商 事 紛 争 を念 頭 に置 いたものであって、これを

直 ちに広 く国 内 民 事 紛 争 をも対 象 とする一 般 ルールとすることに疑 問 を呈 する指

摘 もある。 
 
 
このように、調 整 型 手 続 から裁 断 型 手 続 への移 行 に関 する手 続 ルールを巡 る

議 論 は、基 本 的 な考 え方 の認 識 に相 違 があることもあって、積 極 ・消 極 の両 論 が

あるという状 況 にある。  
 
（１）調 整 型 手 続 の過 程 で得 られた情 報 の利 用 制 限  
 
【論 点 １６】 
① 調 整 型 手 続 の過 程 で和 解 を調 えるために開 示 した情 報 が、自 分 の意 思 に反

して、裁 断 型 手 続 （訴 訟 手 続 を含 む。以 下 論 点 １６において同 じ。）において相

手 方 に利 用 されることのないよう、調 整 型 手 続 の過 程 で開 示 された一 定 の情

報 等 （以 下 「調 整 型 手 続 情 報 」という。）の同 じ紛 争 を対 象 とする裁 断 型 手 続

での取 扱 いに関 し、利 用 を制 限 するルールを設 けることについて、これまでの

検 討 では積 極 ・消 極 の両 論 があるが、いずれを適 当 と考 えるか。  
② ①において、ルールを設 けることを必 要 と考 える場 合 、調 整 型 手 続 の当 事 者

は、裁 断 型 手 続 において、相 手 方 の意 に反 して調 整 型 手 続 情 報 を利 用 して

はならないものとすることについて、どう考 えるか。  
また、別 案 として、手 続 ルールとしてではなく、サービス提 供 に関 する重 要 事

項 の説 明 義 務 の内 容 に調 整 型 手 続 情 報 の取 扱 いに関 する事 項 を含 めること

も、考 えられる。  
 

○ 趣 旨  
調 整 型 手 続 において和 解 が調 わず裁 断 型 手 続 （訴 訟 ・仲 裁 ）に移 行 しても、

調 整 型 手 続 において和 解 を調 えるために開 示 した自 己 に不 利 益 な情 報 が、自 分

の意 思 に反 して、後 続 する裁 断 型 手 続 において、相 手 方 によって利 用 されること

はないようにするための手 立 てを整 えることによって、ADR における和 解 解 決 を

促 進 すべきではないかという考 え方 がある。ここでは、そのようなルールを設 ける

ことについて、これまでの検 討 では積 極 ・消 極 の両 論 があることを示 すとともに、
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積 極 的 に考 えるとする場 合 に考 えられる選 択 肢 を示 したものである。  
②に示 した案 は、i）調 整 型 手 続 情 報 の利 用 は制 限 されることが原 則 となること

を法 令 上 明 確 化 するか、あるいは、ii）いずれを原 則 と定 めるのではなく、ADR 機

関 に調 整 型 手 続 情 報 の取 扱 いに関 する事 項 の説 明 義 務 を課 することによって、

紛 争 当 事 者 に、調 整 型 手 続 情 報 の取 扱 いについてあらかじめ十 分 に協 議 するこ

との必 要 性 を認 識 させるものである。 
 

○ 内 容 3 
（対 象 となる手 続 ） 

ADR のうち調 整 型 手 続 を対 象 とすることが適 当 と考 えられる。 
（調 整 型 手 続 情 報 の範 囲 ）  

対 象 となる調 整 型 手 続 情 報 の範 囲 については、情 報 等 が真 実 であるか否 か

にかかわらず、一 方 当 事 者 が訴 訟 手 続 ・仲 裁 手 続 に持 ち出 した場 合 に相 手 方 に

不 利 に働 くおそれのある情 報 等 とすることが適 当 ではないかと考 えられる。  
具 体 的 には、調 整 型 手 続 において、一 方 当 事 者 が、自 己 に不 利 な主 張 を行 っ

ていたという事 実 やその内 容 、自 己 に不 利 な証 拠 を提 出 していたという事 実 やそ

の内 容 、譲 歩 を伴 う解 決 案 を受 諾 する意 思 を示 していたという事 実 とその解 決 案

の内 容 等 とすることが考 えられるが、なお検 討 を要 する。  
（法 律 上 の効 果 ）  

手 続 ルールとして定 める場 合 、構 成 の仕 方 にもよるが、例 えば、調 整 型 手 続 に

より紛 争 解 決 を図 ることに合 意 した当 事 者 間 においては、原 則 として、相 手 方 の

意 に反 しては調 整 型 手 続 情 報 を証 拠 として利 用 しない旨 の合 意 （契 約 ）も成 立

するという私 法 上 の効 力 4が発 生 するものとすることが考 えられる。  
これにより、調 整 型 手 続 の段 階 で、調 整 型 手 続 情 報 の利 用 制 限 に異 議 をとど

めず、又 は、利 用 を制 限 しない旨 の合 意 をしていなければ 5、訴 訟 手 続 ・仲 裁 手

続 における調 整 型 手 続 情 報 の利 用 は、相 手 方 に対 する私 法 上 の義 務 に反 する

                                            
3 UNCITRAL 国 際 商 事 調 停 モデル法 第 10 条 の規 定 が参 考 となる。  
4 近 代 の民 事 訴 訟 手 続 においては、一 定 の例 外 はあるものの、原 則 としては、いかなる証

拠 方 法 を証 拠 調 べの対 象 として事 実 認 定 を行 っていくかについて特 別 の制 限 を加 えず、証

明 力 の有 無 ・程 度 も裁 判 官 の自 由 な判 断 に委 ねるという「自 由 心 証 主 義 」を採 用 している。

証 拠 制 限 契 約 （一 定 の証 拠 方 法 は提 出 しないこととする当 事 者 間 の合 意 ）に違 反 する証 拠

の申 出 は、一 般 的 には、民 事 訴 訟 手 続 において、不 適 法 として、又 は信 義 則 違 反 を理 由 と

して却 下 されることとされているが、このような考 え方 に従 えば、証 拠 制 限 契 約 は自 由 心 証 主

義 の例 外 の一 つを構 成 するものと考 えられる。  
5 調 整 型 手 続 情 報 の利 用 制 限 に関 する合 意 の成 立 という効 力 が発 生 している場 合 であっ

ても、和 解 そのものが無 効 であることを立 証 するために必 要 である等 の一 定 の事 情 がある場

合 には、合 意 にかかわらず、調 整 型 手 続 情 報 の利 用 を可 能 とすることも必 要 と考 えられる。  
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こととなる。 
 
このように、上 記 の案 は、調 整 型 手 続 によって紛 争 解 決 を図 ることについての

両 当 事 者 の合 意 は、通 常 、証 拠 制 限 契 約 を締 結 する意 思 も含 有 しているものと

考 えることができることを前 提 としているが、これに対 しては、そのような前 提 その

ものに疑 問 を呈 する意 見 がある。また、ルールを設 定 する意 図 に反 し、かえって

手 続 進 行 の柔 軟 性 を失 わせ、紛 争 解 決 に必 ずしも寄 与 しないのではないかとの

指 摘 もある。 
また、別 案 は、契 約 締 結 に際 して ADR 機 関 が負 うべき説 明 義 務 を明 確 化 す

るものと位 置 付 けるものであり、義 務 が履 行 されなかった場 合 に特 別 の効 果 等

（行 政 上 の制 裁 、サービス提 供 に係 る契 約 の無 効 、無 過 失 責 任 の発 生 等 ）を付

与 することは基 本 的 には想 定 していない。  
ただし、利 用 者 に説 明 がなされなかったことと因 果 関 係 のある損 害 が発 生 した

ときに、不 法 行 為 に基 づく損 害 賠 償 責 任 の立 証 が容 易 になる可 能 性 はある。 
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（２）調 整 型 手 続 の主 宰 者 を仲 裁 人 に選 任 することの制 限  
 
【論 点 １７】 
① 論 点 １－１と同 様 の趣 旨 により、調 整 型 手 続 の主 宰 者 を同 じ紛 争 を対 象 とす

る裁 断 型 手 続 の主 宰 者 に選 任 することに関 し、選 任 を制 限 するルールを設 け

ることについて、これまでの検 討 では積 極 ・消 極 の両 論 があるが、いずれを適

当 と考 えるか。  
② ①において、ルールを設 けることを必 要 と考 える場 合 、調 整 型 手 続 の主 宰 者

は、別 段 の合 意 がない限 り、裁 断 型 手 続 の主 宰 者 とはならないものとすること

について、どう考 えるか。  
また、別 案 として、手 続 ルールとしてではなく、サービス提 供 に関 する重 要 事

項 の説 明 義 務 の内 容 に裁 断 型 手 続 へ移 行 後 の主 宰 者 の選 任 に関 する事 項

を含 めることも、考 えられる。  
 
○ 趣 旨  

論 点 １６と同 様 、調 整 型 手 続 において和 解 が整 わず裁 断 型 手 続 に移 行 しても、

調 整 型 手 続 において和 解 を調 達 するために開 示 した自 己 に不 利 益 な情 報 が、

後 続 する裁 断 型 手 続 における主 宰 者 の判 断 において不 利 に働 くことのないよう

にするための手 立 てを整 えることによって、ADR における和 解 解 決 を促 進 すべき

ではないかという考 え方 がある。ここでは、そのようなルールを設 けることについて、

これまでの検 討 では積 極 ・消 極 の両 論 があることを示 すとともに、積 極 的 に考 え

るとする場 合 に考 えられる選 択 肢 を示 したものである。  
②に示 した案 は、 i）同 一 の者 が同 一 紛 争 について調 整 型 手 続 と裁 断 型 手 続

の主 宰 者 を兼 ねることは制 限 されることが原 則 となる旨 6を法 令 上 明 確 化 するか、

あるいは、ii）いずれを原 則 と定 めるのではなく、ADR 機 関 に裁 断 型 手 続 へ移 行

後 の主 宰 者 の選 任 に関 する事 項 の説 明 義 務 を課 することによって、紛 争 当 事 者

に、後 続 する可 能 性 のある裁 断 型 手 続 における主 宰 者 の選 任 に関 してあらかじ

め十 分 に協 議 することの必 要 性 を認 識 させるものである。  
 
○ 内 容  

                                            
6 本 論 点 と逆 のケースである、仲 裁 人 が仲 裁 手 続 の過 程 で和 解 勧 試 をすることについては、

仲 裁 人 が和 解 を勧 めることが当 事 者 に対 する圧 力 となることの弊 害 を除 去 する等 のため、

仲 裁 法 （案 ）において、当 事 者 双 方 の承 諾 がない場 合 には許 されないものとしている。なお、

裁 判 官 が訴 訟 手 続 において和 解 を試 みることについては何 らの制 限 も設 けられていないこと

から、本 論 点 でも、訴 訟 手 続 は除 外 している。  
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（対 象 となる手 続 ） 
ADR のうち調 整 型 手 続 を対 象 とすることが適 当 と考 えられる。 

（法 律 上 の効 果 ）  
手 続 ルールとして定 める場 合 、別 段 の合 意 がなければ7、当 事 者 間 で、「調 停

から仲 裁 に移 行 する段 階 において一 方 当 事 者 が反 対 した場 合 には、調 停 人 を

仲 裁 人 に選 任 することができない」という内 容 の合 意 （契 約 ）が成 立 するという私

法 上 の効 力 が発 生 するものとすることが考 えられる。  
 
このように、上 記 の案 は、調 整 型 手 続 によって紛 争 解 決 を図 ることについての

両 当 事 者 の合 意 は、通 常 、仲 裁 人 選 任 の制 限 に関 する契 約 を締 結 する意 思 も

含 有 しているものと考 えることができることを前 提 としているが、これに対 しては、

論 点 １６と同 様 、そのような前 提 そのものに疑 問 を呈 する意 見 や、現 在 の実 務 の

状 況 に照 らし、ルールを設 定 する必 要 性 に疑 問 を呈 する意 見 もある。  
また、別 案 は、基 本 的 に、論 点 １６と同 様 である。 

 
２．調 整 型 手 続 に関 する一 般 手 続 ルール  
 
【論 点 １８】 

調 整 型 手 続 （特 に、調 停 ・あっせん）の手 続 の開 始 から終 了 に至 るまでの手 続

ルールに関 し、紛 争 当 事 者 間 で合 意 が得 られない場 合 に適 用 される原 則 を体 系

的 に法 令 化 することを検 討 すべきとの意 見 もある。このようないわゆる調 停 手 続 法

を別 途 検 討 することについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

UNCITRAL 国 際 商 事 調 停 モデル法 が採 択 されたことも踏 まえ、調 整 型 手 続

の ADR の利 用 促 進 を図 るための手 段 の一 つとして、いわゆる調 停 手 続 法 の制

定 についても検 討 すべきではないかとの考 え方 があることから、この点 について意

見 を求 めるものである。  
原 則 となるルールを法 令 化 することの意 義 としては、①手 続 の進 め方 について

の合 意 が調 わないために手 続 が行 き詰 まってしまうことを防 止 する、②調 整 型 手

続 の具 体 的 内 容 を国 民 がイメージできるようにする、③ADR 機 関 が規 則 を制 定

                                            
7 実 務 においては、調 停 を開 始 する段 階 で、「調 停 不 調 時 には自 動 的 に仲 裁 手 続 に移 行 し、

その際 、当 事 者 双 方 が反 対 しない限 りは調 停 人 が仲 裁 人 となる」旨 の合 意 がなされることも

ある。このような場 合 にも、別 段 の合 意 があるものとしてよいかどうかという点 については、更

に検 討 を要 する。 
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する場 合 の望 ましい基 準 を示 すことになる、こと等 が挙 げられているが、他 方 で、

ADR の多 様 性 を阻 害 してしまうおそれがあるというデメリットも指 摘 されている。  
なお、UNCITRAL 国 際 商 事 調 停 モデル法 の規 定 8にのっとると、考 えられる

手 続 ルールとしては、手 続 の開 始 時 期 ・終 了 時 期 、主 宰 者 の数 及 び選 任 、手 続

の進 行 方 法 の決 定 、主 宰 者 と当 事 者 の連 絡 （個 別 面 接 の可 否 ）、主 宰 者 が当

事 者 の一 方 から受 領 した情 報 の開 示 、手 続 進 行 中 の仲 裁 ・訴 訟 の提 起 に関 す

る原 則 ルールが挙 げられる。 

                                            
8 UNCITRAL 国 際 商 事 調 停 モデル法 の規 定 については、ADR 検 討 会 資 料 10-5 及 び

10-6 を参 照 （http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/03adr.html）  
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第五 特例的事項  

 
○ 裁 判 と並 ぶ紛 争 解 決 手 段 として ADR の健 全 な発 展 を図 っていくためには、国

民 が ADR の利 用 を希 望 しながら、その利 用 を躊 躇 せざるを得 ない制 度 的 な要

因 を取 り除 くための法 制 上 の措 置 を検 討 することも必 要 である。さらに、そのよ

うな措 置 によって、いわば訴 訟 とも競 争 できるような ADR が存 在 することとなれ

ば、利 用 者 にとって、より多 様 な選 択 を可 能 にするとともに、ADR 全 体 に対 す

る信 頼 性 の向 上 にもつながることが期 待 される。  
 
○ こうしたことから、司 法 制 度 改 革 審 議 会 意 見 でも、ADR に関 する基 本 的 な制

度 の整 備 を検 討 する際 には、ADR の利 用 促 進 や裁 判 手 続 との連 携 促 進 を図

る観 点 から、ADR における法 的 効 果 （時 効 中 断 の効 力 、執 行 力 ）の付 与 、

ADR・訴 訟 手 続 （裁 判 所 ）間 の連 携 、民 事 法 律 扶 助 の対 象 化 について具 体

的 な検 討 をすべきものとされている。  
 
○ このような認 識 に立 って、主 として、「民 間 型 ADR のうち調 整 型 手 続 」を念 頭 に

置 いて行 ったこれまでの検 討 では、以 下 のような指 摘 がなされている1。 
① 第 一 次 的 には裁 判 所 外 の ADR によって紛 争 解 決 を図 りたいと考 える者 に

とって、現 行 制 度 には、ADR を先 行 させることを躊 躇 させる要 因 があるの

ではないか。  
i）  裁 判 所 の提 供 する手 続 と異 なり、裁 判 所 外 の ADR の開 始 には時 効

中 断 の効 果 が認 められず、裁 判 所 外 の ADR を選 択 した者 が不 利 益

な立 場 に置 かれるおそれがある。例 えば、時 効 期 間 の到 来 が迫 って

いる場 合 に、交 渉 期 間 の制 約 を受 けたり、交 渉 期 間 中 に時 効 が完 成

したりしてしまうこともある。  
ii）  裁 判 所 外 の ADR で和 解 が成 立 しても、裁 判 所 の調 停 と異 なり、強 制

執 行 の必 要 が生 じた段 階 でその結 果 に基 づいて強 制 執 行 を求 める

手 段 がない。そのため、必 要 ならば、和 解 成 立 後 直 ちに、執 行 力 を得

るための追 加 措 置 （即 決 和 解 等 ）を講 ずる必 要 があり、履 行 確 保 のた

めに追 加 的 負 担 を負 う。 
iii）  訴 訟 提 起 の前 に裁 判 所 の調 停 を経 ることが義 務 付 けられている事 件

                                      
1 参 考 資 料 ９参 照  
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（調 停 前 置 事 件 ）2の場 合 、裁 判 所 外 の ADR による交 渉 を経 ていても、

必 ずしもこの義 務 が免 除 されるわけではない。裁 判 所 外 の ADR 不 調

後 に直 ちに訴 訟 提 起 をしても、改 めて裁 判 所 の調 停 を経 るという二 度

手 間 を強 いられるおそれがある。  
② 第 一 次 的 には裁 判 を選 択 したものの、その後 に ADR による紛 争 解 決 を試

みたい場 合 、あるいは、裁 判 所 が ADR による紛 争 解 決 が望 ましいと判 断

する場 合 、現 行 制 度 には、解 決 の場 を裁 判 所 外 の ADR に円 滑 に移 行 す

る手 続 が整 備 されていないのではないか。  
i）  裁 判 所 外 の ADR の手 続 中 は訴 訟 手 続 を中 止 できるという制 度 がな

い。いったん訴 訟 を提 起 してしまうと、当 事 者 が ADR による和 解 交 渉

が適 当 であると考 えても、訴 えを取 り下 げないままに裁 判 所 外 の ADR
による和 解 交 渉 に専 念 する環 境 を確 保 することが難 しい。  

ii）  たとえ、裁 判 所 が裁 判 所 外 の ADR を利 用 した和 解 交 渉 を進 めること

が望 ましいと判 断 する場 合 でも、利 用 者 に ADR の利 用 を勧 めること

についての制 度 的 根 拠 が明 確 でない。  
 
○ 上 記 の指 摘 に関 し、これまでの検 討 により、次 の点 については、それぞれ、制

度 整 備 に向 けて積 極 的 に検 討 を進 めるべきではないかという共 通 の認 識 が得

られている。 
・ ①の i)の問 題 に対 処 するために、ADR の開 始 に時 効 の中 断 を認 めること 
・ ①の iii)の問 題 に対 処 するために、ADR における和 解 交 渉 を経 た場 合 の調

停 前 置 主 義 の不 適 用 を認 めること  
・ ②の i)の問 題 に対 処 するために、ADR における和 解 交 渉 進 行 中 の訴 訟 手

続 の中 止 を認 めること 
 
○ 他 方 、次 の点 については、それぞれ、制 度 整 備 に積 極 論 がある一 方 で、その

必 要 性 や有 効 性 に疑 問 を呈 する消 極 論 も少 なくないという状 況 にある。  
・ ①の ii)の問 題 に対 処 するために、ADR の結 果 に対 して執 行 力 を付 与 する

こと 
・ ②の ii)の問 題 に対 処 するために、裁 判 所 が ADR の利 用 を勧 めることができ

る制 度 を設 けること  

                                      
2 民 事 事 件 のうち地 代 借 賃 増 減 請 求 事 件 、家 事 事 件 のうち訴 えを提 起 することのできる事

件 について、裁 判 所 の調 停 の申 立 てをすることなく訴 えが提 起 されたときは、裁 判 所 が事 件

を調 停 に付 することを適 当 でないと認 めるときを除 き、裁 判 所 は事 件 を裁 判 所 の調 停 に付 さ

なければならないこととされている。  
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○ 以 下 では、これまでの検 討 状 況 を踏 まえて、上 記 のような特 例 を整 備 をするこ

ととした場 合 の問 題 点 や考 えられる案 について、更 に検 討 を深 めるべき論 点 を

掲 げている。 
 
○ また、上 記 のいずれの制 度 を整 備 するにせよ、その与 える影 響 の大 きさにかん

がみれば、現 行 制 度 との整 合 性 等 にも十 分 配 慮 しつつ、特 例 の適 用 対 象 を適

切 に画 するため、ADR の適 格 性 に関 する基 準 の設 定 が必 要 となる場 合 もある

と考 えられる。その場 合 における適 格 性 の確 認 方 法 については、各 制 度 に共

通 する問 題 であることから、８において、横 断 的 な論 点 を設 定 している。  
 
 
１．ADR を利 用 した紛 争 解 決 における時 効 の中 断  
 
（１）基 本 的 な考 え方  
 
【論 点 １９】  

現 行 の時 効 制 度 では、相 対 交 渉 を通 じた請 求 と同 様 、ADR の開 始 には時 効

の中 断 が認 められていない。  
紛 争 解 決 を試 みるにあたって、時 効 完 成 を回 避 するために ADR の手 続 期 間 の

制 約 を受 けたり、第 一 次 的 な紛 争 解 決 手 段 として ADR を選 択 することをあきらめ

たりしなくても済 むように、時 効 の中 断 に関 する特 例 規 定 を設 けるものとすることに

ついて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

現 行 民 法 は、長 期 間 にわたり権 利 行 使 がされない場 合 には、債 権 者 が一 定

の時 効 中 断 措 置 をとらなければ、時 間 の経 過 により権 利 が消 滅 するという時 効

制 度 を採 用 している。  
この時 効 中 断 措 置 の一 つである義 務 履 行 の請 求 について、訴 えの提 起 による

裁 判 上 の請 求 等 と当 事 者 間 の交 渉 を通 じた請 求 等 を区 分 し、前 者 に対 しては、

最 終 解 決 に至 らずに終 了 した場 合 を除 いて、時 効 中 断 の効 力 発 生 を認 める一

方 、後 者 に対 しては、前 者 の措 置 をとるまでの暫 定 的 （6 ヶ月 間 ）な時 効 中 断 の

効 力 しか認 めていない。 
すなわち、現 行 制 度 の下 では、第 一 次 的 な紛 争 解 決 手 段 として訴 訟 手 続 、仲

裁 手 続 及 び裁 判 所 の調 停 を選 択 した場 合 には、それらの手 続 の開 始 によって時
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効 が中 断 する。しかし、裁 判 所 外 の ADR（仲 裁 を除 く。以 下 同 じ。）を選 択 した場

合 には、催 告 の効 果 しか得 られない。このため、催 告 による暫 定 的 な時 効 中 断 が

認 められる 6 ヶ月 以 内 に紛 争 が解 決 しなければ、訴 訟 手 続 等 に移 行 せざるを得

ない。また、時 効 完 成 が迫 っている場 合 には、ADR による紛 争 解 決 を試 みること

自 体 をあきらめざるを得 ない。  
そこで、時 効 の中 断 に関 して民 法 の特 例 を設 けることによって、時 効 完 成 を懸

念 することなく ADR による紛 争 解 決 を試 みることができるような環 境 を整 え、紛

争 の自 主 的 解 決 を促 進 するという基 本 理 念 の実 現 に資 するようにするという考 え

方 を示 したものである。  
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（２）考 えられる時 効 の中 断 に関 する特 例  
 
【論 点 ２０】  

論 点 １９において時 効 の中 断 に関 する特 例 を設 けることを必 要 とする場 合 、次

のような仕 組 みとすることについて、どう考 えるか。  
○ 次 の要 件 を満 たすときには、時 効 の中 断 に関 しては、ADR の申 立 ての時 に訴

えの提 起 があったものとみなす（時 効 が中 断 する）。  
①  一 定 の適 格 性 を有 する ADR の申 立 てであること  

（考 えられる適 格 性 に関 する基 準 例 ）  
i）  手 続 の開 始 ・終 了 の決 定 、手 続 の進 行 管 理 が公 正 ・適 確 に行 われ

ること  
ii）  申 立 ての受 付 、当 事 者 に対 する通 知 ・意 思 確 認 、手 続 過 程 の記 録

等 の事 務 処 理 が公 正 ・適 確 に行 われること  
iii）  i）、 ii）が確 保 されるよう、業 務 に関 し、明 確 かつ適 切 な手 続 規 則 、

事 務 処 理 規 則 、組 織 運 営 規 則 が定 められていること  
（注 １）i）～iii）のほか、ADR の紛 争 解 決 機 能 の実 効 性 を確 保 する観 点 か

ら、主 宰 者 の能 力 等 も ADR の適 格 性 に関 する基 準 として必 要 となるので

はないかという指 摘 もある。  
（注 ２）一 定 の適 格 性 を有 することの確 認 方 法 については、８を参 照  

②  ADR の申 立 てをした者 が、ADR 終 了 前 又 は終 了 後 一 定 期 間 内 （例 えば、

30 日 以 内 ）に ADR の目 的 となった請 求 について訴 えを提 起 したこと  
 

 
○ また、上 記 の案 に対 しては、別 案 として、ADR の適 格 性 に関 する要 件 （①）は

そもそも不 要 であって、ADR の申 立 ては、ADR の不 調 後 一 定 期 間 内 に訴 え

の提 起 がなされない場 合 を除 き、原 則 として、時 効 中 断 事 由 となるものとすべ

きという意 見 も出 されている。  
 

○ 趣 旨  
時 効 制 度 との整 合 性 及 び当 事 者 の予 測 可 能 性 を確 保 しつつ、多 様 な ADR

について時 効 の中 断 を認 めるため、既 存 制 度 を参 考 に、ADR で和 解 が調 わず

訴 訟 手 続 に移 行 した場 合 には、訴 えの提 起 による時 効 中 断 の効 力 発 生 時 期 を

ADR 申 立 て時 まで遡 らせるという枠 組 みをとるという考 え方 があることを示 したも

のである。  
なお、少 なくとも、現 行 時 効 制 度 との整 合 性 等 の観 点 からは、上 記 の案 が有
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力 ではないかと考 えられるが、この案 は、ADR を訴 訟 手 続 に付 随 するものと位 置

付 けるもので、ADR の基 本 理 念 にもとるし、そもそも、調 停 ・あっせんといえるもの

であれば、付 加 的 な要 件 を課 することなく、その申 立 てに時 効 中 断 の効 力 が付 与

されてしかるべきではないかという立 場 から、別 案 として示 した方 式 3を採 る可 能

性 をなお追 求 すべきであるとの意 見 も出 されている4。 
 （時 効 制 度 との整 合 性 ）  

時 効 中 断 に関 し、訴 えの提 起 による裁 判 上 の請 求 等 と当 事 者 間 の交 渉 を通

じた請 求 等 を厳 格 に区 分 する民 法 の下 で、ADR における請 求 は、本 来 的 には、

後 者 に区 分 されるものである。  
したがって、上 記 の案 は、時 効 制 度 の原 則 から大 きく乖 離 しないために、以 下

の点 に留 意 したものである5。 
① 第 三 者 が介 在 することによって実 効 性 のある紛 争 解 決 が図 られる見 込 み

のある ADR の申 立 てである場 合 に限 定 されるよう、ADR の適 格 性 に関

して一 定 の要 件 を設 けること  
② 裁 判 所 外 の ADR については、手 続 の結 果 として必 ずしも権 利 が確 定 す

るとはいえないので、ADR の申 立 てそれ自 体 を新 たな時 効 中 断 事 由 とす

ることは適 当 ではないこと（即 決 和 解 のための呼 出 しや民 事 調 停 申 立 て

が時 効 中 断 事 由 となる根 拠 とされる民 法 第 151 条 についても、当 事 者 に

よる権 利 行 使 と裁 判 所 による権 利 の確 定 ・実 現 が予 定 されていることを

前 提 に、それらを時 効 中 断 事 由 と認 めているものと解 するのが現 在 の通

説 ・判 例 である。） 
 （既 存 制 度 の例 ）  

裁 判 所 が関 与 せず、また、権 利 確 定 手 続 ともいえないため、裁 判 上 の請 求 等

とは同 視 しえない請 求 に対 して、実 質 的 に時 効 中 断 の効 力 を付 与 する仕 組 みは、

既 に、特 定 の ADR のみに適 用 される制 度 として、上 記 の案 のような枠 組 みをとる

ものがある（公 害 紛 争 処 理 法 、個 別 労 働 関 係 紛 争 の解 決 の促 進 に関 する法 律 ）。

この場 合 、ADR は、訴 訟 と連 続 して実 効 性 のある紛 争 解 決 機 能 を果 たすものと

                                      
3参 考 資 料 ７の委 員 意 見 も参 照 。  
4 検 討 過 程 では、別 案 のほかにも、次 のような方 法 による時 効 の中 断 も念 頭 に置 いた議 論

が進 められた（参 考 資 料 １０参 照 ）。  
①  ADR での交 渉 継 続 中 は、催 告 継 続 の効 力 を認 めるという方 法 。しかし、いわゆる即 決 和

解 の申 立 てや民 事 調 停 申 立 てについても催 告 継 続 の効 力 は認 められていないにもかか

わらず、ADR の申 立 てに催 告 継 続 の効 力 を認 めることは問 題 があるのではないかという

指 摘 もなされた。  
②  ADR での交 渉 継 続 中 は時 効 を停 止 する方 法 。しかし、民 法 に照 らすと、「停 止 」という形

を直 ちに採 用 することは困 難 であるとの指 摘 もなされた。  
5 別 案 は、このような留 意 は不 要 とする立 場 をとっている。  
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捉 えられているものと考 えられる。  
 
○ 内 容  
 （対 象 となる手 続 の種 類 ）  

仲 裁 手 続 における請 求 は時 効 中 断 の効 力 を生 ずるものとされており、仲 裁 以

外 の ADR が対 象 となる。 
ただし、ADR の中 には、主 宰 者 の判 断 ・評 価 を提 示 した時 点 で手 続 が終 了 し、

その後 に当 事 者 間 の和 解 交 渉 が行 われるものもあり、このような手 続 については、

対 象 とすべきでないという考 え方 もあり得 る。  
 （ADR に関 する一 定 の適 格 性 ）  

趣 旨 に記 したとおり、相 対 交 渉 には催 告 以 上 の効 果 は認 められていない。した

がって、たとえ、ADR の利 用 を促 進 するという政 策 的 考 慮 を加 味 するとしても、少

なくとも、手 続 の開 始 ・終 了 の決 定 が公 正 ・適 確 に行 われること、手 続 の開 始 か

ら終 了 までの過 程 を通 じ、手 続 の公 正 ・適 確 な進 行 が確 保 されるよう進 行 管 理

がなされることが必 要 であると考 えられる。また、検 証 を容 易 にするという観 点 か

ら、手 続 過 程 の記 録 管 理 等 の事 務 処 理 体 制 が適 確 に遂 行 される組 織 体 制 が整

っていることも必 要 であると考 えられる。  
また、現 在 時 効 中 断 につき特 例 が認 められている一 部 の行 政 型 ADR の実 務

等 も踏 まえ、上 記 の案 に挙 げたような基 準 で十 分 といえるか否 かにつき、更 に検

討 する必 要 がある。例 えば、その ADR が十 分 な紛 争 解 決 機 能 を有 するものと捉

えられることが求 められるという観 点 から、主 宰 者 の能 力 に関 する要 件 も必 要 と

なるのではないかという指 摘 もある。  
他 方 、別 案 のように、これらの適 格 性 を不 要 とする考 え方 もあり得 るのではな

いかという指 摘 もなされている。  
（ADR 合 意 の必 要 性 ）  

時 効 中 断 に関 する特 例 を設 ける場 合 、催 告 としての効 果 しか認 められない相

対 交 渉 と峻 別 する観 点 から、時 効 中 断 の効 力 が認 められるためには、当 事 者 間

に ADR により紛 争 解 決 を試 みることの合 意 （ADR 合 意 ）があり、かつ、ADR の

提 供 者 と当 事 者 の間 で ADR の提 供 ・利 用 合 意 があることが必 要 であるとも考 え

られる。しかし、ADR 申 立 て後 、ADR 合 意 等 が成 立 するか否 かが分 からないま

ま時 効 完 成 時 期 が到 来 した場 合 に、時 効 が成 立 することとなれば、制 度 の実 効

性 は著 しく失 われる。  
上 記 の案 は、ADR 開 始 決 定 後 の相 手 方 への通 知 や相 手 方 が手 続 に応 諾 し

ない場 合 の手 続 打 切 り決 定 などが公 正 ・適 確 に行 われることを ADR の適 格 性 に
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関 する要 件 とし、かつ、債 権 者 ・債 務 者 双 方 の予 測 可 能 性 を確 保 する手 段 6をと

った上 であれば、ADR 合 意 が成 立 しない場 合 にも、時 効 中 断 の効 力 発 生 を認 め

ることが可 能 ではないかという立 場 をとったものである7。 
 （訴 え提 起 の時 期 ）  

上 記 の案 は、ADR の適 格 性 の要 件 により、一 定 期 間 の起 算 時 期 、すなわち、

ADR の終 了 時 期 が明 確 化 されることを前 提 に、ADR 終 了 前 又 は当 事 者 の取 下

げによる ADR 終 了 後 に訴 え提 起 があった場 合 にも、時 効 中 断 の効 力 発 生 を認

めてもよいのではないかという立 場 をとったものである8。 
。 
 

 （請 求 内 容 の同 一 性 ）  
上 記 の案 は、先 行 する ADR と後 続 する訴 訟 手 続 とを連 続 する紛 争 解 決 の手

続 と捉 えて訴 え提 起 の時 期 を ADR 申 立 ての時 とみなすものであるから、ADR の

目 的 となった請 求 と同 一 の請 求 が、後 続 する訴 訟 手 続 において、請 求 の趣 旨 と

されることが必 要 である。ADR における請 求 がどの程 度 明 確 となっていれば同 一

性 があるとされるかという点 については、裁 判 所 の調 停 と同 様 、後 続 する裁 判 に

おける個 別 の事 案 ごとの判 断 による。したがって、時 効 の中 断 を意 図 する権 利 者

としては、自 己 の責 任 において、ADR における請 求 を明 確 にしておくことが求 めら

れることとなる。 
なお、ADR における請 求 は申 立 て時 点 では明 確 でない場 合 もあり得 ると考 え

られる。時 効 中 断 の効 力 発 生 が認 められるためには、ADR 申 立 ての請 求 は明

確 な権 利 内 容 を含 んだものでなければならないが、例 えば、 ADR 申 立 て後 、

ADR の進 行 過 程 で請 求 内 容 を変 更 したり、追 加 したりしたときには、ADR の申

立 ての時 における請 求 と訴 訟 における請 求 の趣 旨 との間 の同 一 性 が認 められな

かった場 合 であっても、変 更 や追 加 があった時 点 における時 効 中 断 の効 力 発 生

が認 められることもあると考 えられる。  
 

                                      
6 予 測 可 能 性 を確 保 する手 段 としては、例 えば、公 的 な事 前 確 認 を行 うことが考 えられるが、

この点 に関 するこれまでの検 討 状 況 については、論 点 ８を参 照 。  
7 同 様 の例 は、個 別 労 働 関 係 紛 争 の解 決 の促 進 に関 する法 律 に基 づくあっせんなどがあ

る。  
8 上 記 の案 と同 様 の方 式 で時 効 中 断 に関 して特 例 を認 めている一 部 の行 政 型 ADR に係

る既 存 制 度 にあっては、ADR の打 切 り後 30 日 以 内 に訴 えが提 起 された場 合 に、時 効 中 断

の効 力 発 生 時 期 が ADR 申 立 ての時 に遡 及 するものとされている。これらは、当 事 者 に対 し、

その行 政 型 ADR において紛 争 解 決 に到 るよう最 大 限 の努 力 を求 める趣 旨 もあって、主 宰

者 が紛 争 解 決 の見 込 みがないものとして手 続 を打 ち切 った後 に訴 え提 起 があった場 合 のみ、

効 力 発 生 を認 めているものではないかと考 えられる。  
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○ その他  
時 効 の中 断 に関 する特 例 を設 ける場 合 には、論 点 に掲 げた別 案 をとり得 る可

能 性 のほか、次 の点 についても、更 に検 討 を要 するものと考 えられる。  
① 裁 定 、評 価 の場 合 には、主 宰 者 による判 断 の提 示 後 一 定 の考 慮 期 間 を

経 過 することによって、判 断 を受 諾 するか否 かにかかわらず手 続 が終 了 す

ることもあるが、調 停 ・あっせんの場 合 と同 様 の仕 組 みとしてよいか。  
② 仲 裁 手 続 における請 求 は、時 効 中 断 に関 しては、裁 判 上 の請 求 と同 列 の

位 置 付 けを有 するものであるから、ADR の手 続 後 に仲 裁 に移 行 した場 合

にも時 効 中 断 の効 力 を発 生 させる必 要 があるのではないか。 
③ 両 当 事 者 が和 解 による解 決 を望 み、一 つの ADR が不 調 に終 わった後 に、

更 に別 の民 間 型 ADR や裁 判 所 の調 停 に移 行 する場 合 も想 定 される。そ

のような場 合 に、最 後 の ADR の不 調 後 に訴 え提 起 があったときにも、それ

までの複 数 の ADR の手 続 を一 体 的 に捉 えて時 効 中 断 の効 力 を発 生 させ

る仕 組 みを設 けてもよいか。 
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２．ADR における和 解 に対 する執 行 力 の付 与  
 
【論 点 ２１】  
○ 現 行 の民 事 執 行 制 度 では、ADR による和 解 が成 立 した結 果 には執 行 力 が付

与 されていない（ただし、将 来 の実 現 を確 実 に確 保 しようとする場 合 に、和 解 時

に、執 行 力 が付 与 される他 の手 続 （即 決 和 解 、公 証 、仲 裁 ）を追 加 的 に行 って、

合 意 内 容 を債 務 名 義 化 しておくことは可 能 である。）。  
紛 争 解 決 手 段 として ADR を選 択 した者 が、ADR による和 解 後 、合 意 内 容 が

任 意 に履 行 されない場 合 には、直 ちに、ADR 和 解 文 書 に基 づいて強 制 執 行

を求 めることができるよう、一 定 の ADR 和 解 文 書 について民 事 執 行 制 度 の特

例 を設 けることについて、どう考 えるか。  
（注 ）これまでの検 討 では、ADR の利 用 を促 進 する観 点 からの積 極 意 見 があ

る一 方 で、不 適 切 に利 用 された場 合 には極 めて危 険 性 が高 いことから、強

い消 極 意 見 も出 されている。  
○ 仮 に、ADR 和 解 文 書 について、民 事 執 行 制 度 に関 する特 例 を設 けることとす

る場 合 には、次 のような仕 組 み（概 要 ）とすることが考 えられる。  
①  ADR 和 解 文 書 が次 の要 件 を満 たす場 合 に限 り、確 定 した裁 判 所 の執 行 決

定 を付 したものが債 務 名 義 となる（強 制 執 行 が許 される）。  
i）  一 定 の適 格 性 を有 する ADR の下 で作 成 された ADR 和 解 文 書 であ

ること  
（考 えられる適 格 性 に関 する基 準 例 ）  
A )  論 点 ２０の①のような基 準  
B )  主 宰 者 により次 の事 項 の確 認 が公 正 ・適 確 に行 われること  

a) 合 意 内 容 に係 る公 序 良 俗 違 反 の有 無  
b) 合 意 形 成 過 程 における当 事 者 の意 思 表 示 の成 立  
c) 和 解 文 書 の債 務 名 義 としての適 格 性  

ii）  債 務 者 による執 行 受 諾 文 言 が記 載 された ADR 和 解 文 書 であること  
②  ADR 和 解 文 書 につき次 の事 由 （執 行 拒 絶 事 由 ）があるときは、債 権 者 によ

る執 行 決 定 の申 立 ては却 下 される（強 制 執 行 が許 されない）。  
i）  ADR 和 解 文 書 に係 る合 意 内 容 に公 序 良 俗 違 反 があること  
ii）  ADR 和 解 文 書 に係 る合 意 形 成 過 程 において、合 意 成 立 に関 する意

思 表 示 について意 思 の欠 缺 があること又 は瑕 疵 があること  
iii）  ADR 和 解 文 書 に係 る紛 争 が和 解 可 能 性 のないものであること  

（注 １）②に関 しては、さらに、当 事 者 合 意 によっては排 除 できない手 続 ルール

（強 行 法 規 ）を法 定 し、これに違 背 した場 合 にも、執 行 決 定 の申 立 てが却 下
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されるものとすべきという考 え方 もある。また、強 行 法 規 であるか否 かにかか

わらず、手 続 上 の瑕 疵 を執 行 拒 絶 事 由 に加 えるべきという考 え方 もある。  
（注 ２）一 定 の適 格 性 を有 することの確 認 方 法 については、８を参 照  

 
○ 趣 旨  

強 制 執 行 とは、国 家 権 力 の行 使 として、執 行 機 関 （執 行 官 ・執 行 裁 判 所 ）が、

債 務 者 の意 思 にかかわらず、強 制 的 に、私 法 上 の請 求 権 の内 容 の実 現 を図 る

手 続 である。したがって、現 行 制 度 は、裁 判 所 のチェックを受 けた第 三 者 の判 断

又 は公 証 人 のチェックを受 けた当 事 者 間 の合 意 のみを、強 制 執 行 を求 め得 る債

務 名 義 としている。  
論 点 は、このような強 制 執 行 を求 め得 る根 拠 を ADR 和 解 に付 与 することにつ

いて、これまでの検 討 では積 極 ・消 極 の両 論 があることを示 すとともに、積 極 的 に

考 えるとする場 合 に考 えられる選 択 肢 を示 したものである。  
積 極 的 に考 える立 場 からは、論 点 で示 したように、紛 争 解 決 手 段 として ADR

を選 択 した者 が、ADR による和 解 後 、合 意 内 容 が任 意 に履 行 されない場 合 には、

直 ちに、ADR 和 解 文 書 に基 づいて強 制 執 行 を求 めることができるよう、一 定 の

ADR 和 解 文 書 について民 事 執 行 制 度 の特 例 を設 けることも検 討 すべきという意

見 がある。また、訴 訟 手 続 から ADR への移 行 に関 する特 例 （裁 判 所 による ADR
の利 用 の勧 奨 等 ）を設 けるのであれば、訴 訟 とのバランス上 、執 行 力 を付 与 する

必 要 性 も高 まるのではないかという意 見 もある。  
しかし、他 方 では、ADR 和 解 に執 行 力 を付 与 することは、たとえ、裁 判 所 のチ

ェックを受 けることとしても、なお債 務 名 義 を粗 製 濫 造 するような、いわば「債 務 名

義 作 成 会 社 」が出 現 する危 険 性 は否 定 できないのではないか、あるいは、執 行

力 を付 与 する手 続 が厳 格 となれば、既 存 制 度 （即 決 和 解 、執 行 証 書 等 ）を利 用

した方 が簡 便 に債 務 名 義 化 できるので、制 度 を設 ける必 要 性 に乏 しいのではな

いかという意 見 もある。  
さらに、ADR 和 解 への執 行 力 の付 与 については、私 法 上 の和 解 にすぎない

ADR 和 解 に対 して執 行 力 を付 与 する理 論 的 根 拠 が認 められるのかという点 につ

き明 確 な結 論 が見 出 されておらず、その根 拠 につきなお検 討 を要 するとされてい

ることにも十 分 留 意 する必 要 がある1。 

                                      
1 一 定 の文 書 が債 務 名 義 となるためには、国 家 の強 制 力 の発 動 が一 般 に是 認 される高 度

の蓋 然 性 をもって権 利 を表 彰 し、その成 立 や存 続 について債 務 者 （義 務 者 ）の手 続 保 障 が

あるものでなければならないとされる。このような要 件 を満 たす文 書 のうち、いずれを債 務 名 義

とするかは、立 法 政 策 の問 題 であって、私 文 書 であるからといって直 ちに債 務 名 義 となるため

の要 件 を失 うものではない。しかし、ＡＤＲ和 解 については、その本 質 は当 事 者 間 の合 意 （契
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○ 内 容 （執 行 力 を付 与 することとした場 合 ）  

 
（対 象 となる手 続 の種 類 ）  

仲 裁 に関 しては、確 定 した執 行 決 定 2のある仲 裁 判 断 は債 務 名 義 とされており、

仲 裁 以 外 の ADR が対 象 となる。なお、必 要 とされる ADR の適 格 性 の基 準 を踏

まえると、主 宰 者 の判 断 ・評 価 を提 示 した時 点 で手 続 が終 了 し、その後 に当 事 者

間 の和 解 交 渉 が行 われる ADR は、対 象 とはならないものと考 えられる。 
（裁 判 所 による執 行 決 定 の必 要 性 ）  

債 務 名 義 は、その作 成 過 程 において、すべて何 らかの形 で、中 立 的 な第 三 者

の関 与 と国 （司 法 機 関 ）の認 証 を受 けている。また、ADR 和 解 には既 判 力 がなく、

私 法 上 の和 解 としての効 力 しかなく、これを確 定 判 決 と同 一 の効 力 を有 する仲

裁 判 断 よりも簡 易 な手 続 で債 務 名 義 とすることには問 題 がある。  
したがって、仮 に ADR 和 解 文 書 を債 務 名 義 とする特 例 を設 けるのであれば、

裁 判 所 による執 行 決 定 を経 ることが必 要 となるものと考 えられる。  
（ADR に関 する一 定 の適 格 性 ）  

一 般 の私 法 上 の和 解 について債 務 名 義 を得 るためには、訴 訟 の場 において、

債 権 者 側 が合 意 の成 立 （請 求 権 の発 生 ）についての主 張 立 証 責 任 を負 う。しか

し、執 行 決 定 のある ADR 和 解 文 書 を債 務 名 義 とする制 度 の下 では、第 一 次 的

に、原 則 として、債 務 者 側 が請 求 権 の発 生 を妨 げる事 実 があることを立 証 できな

ければ、執 行 を許 す旨 の執 行 決 定 がされることとなる。  
したがって、執 行 決 定 の申 立 ての対 象 となる ADR 和 解 については、前 提 とし

て、和 解 によって成 立 した請 求 権 が、裁 判 所 の実 体 審 理 を要 しない程 度 にまで

存 在 の可 能 性 が高 いものとなっていなければならないので、和 解 が形 成 される

ADR には、論 点 に掲 げたような、適 格 性 が求 められるべきと考 えられる。  
（執 行 受 諾 文 言 ）  

執 行 受 諾 文 言 とは、債 務 者 が直 ちに強 制 執 行 に服 する旨 の陳 述 であり、当

                                                                                                                      
約 ）であると解 されることから、相 対 交 渉 等 による和 解 と執 行 力 付 与 の対 象 となるＡＤＲ和 解

とがどのように区 別 されるのか、執 行 力 に関 して両 者 に差 異 を設 ける実 質 的 理 由 は何 かとい

った点 が問 題 とされる。UNCITRAL 国 際 商 事 調 停 モデル法 の策 定 過 程 において、調 停 結

果 への執 行 力 の付 与 が議 論 された際 にもこの点 がネックとなって統 一 ルールを設 けることが

できず、最 終 的 には、各 国 の国 内 法 制 に委 ねられたという経 緯 がある（ADR 検 討 会 資 料 10
－6 の三 木 委 員 による同 モデル法 の解 説 を参 照 ）。  

 
2 仲 裁 については、現 行 法 （公 示 催 告 仲 裁 法 ）に代 わる仲 裁 法 （案 ）（国 会 審 議 中 ）におい

て、柔 軟 で機 動 的 な対 応 を可 能 にする見 地 から、裁 判 の手 続 が「訴 訟 」から「決 定 」に変 更 さ

れている。ここでは、仲 裁 法 （案 ）に基 づいた記 載 としている。  
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事 者 間 の合 意 に係 る公 正 証 書 が債 務 名 義 となるための要 件 ともなっている。  
その ADR 和 解 が当 事 者 の意 思 に基 づくものであることを担 保 する観 点 、及 び、

和 解 成 立 の段 階 で当 事 者 に執 行 力 付 与 の有 無 につき選 択 権 を与 えるという観

点 から、ADR 和 解 を債 務 名 義 とする場 合 にも、要 件 の一 つとすることが適 当 と考

えられる。  
（執 行 拒 絶 事 由 ）  

ADR の手 続 の最 終 段 階 において合 意 が成 立 していること、ADR が一 定 の適

格 性 を有 すること、執 行 受 諾 文 言 があることを前 提 とすると、執 行 決 定 の裁 判 に

おける執 行 申 立 ての却 下 事 由 （執 行 拒 絶 事 由 ）としては、論 点 に掲 げた事 項 が

考 えられる。 
なお、手 続 上 の瑕 疵 を執 行 拒 絶 事 由 とすべきか否 かという点 については、次

のように、異 なる意 見 がある。  
①  手 続 の最 終 段 階 における債 務 者 の合 意 は、仮 にそれ以 前 に手 続 上 の瑕 疵

（合 意 の意 思 表 示 の欠 缺 ・瑕 疵 となるものを除 く。）があったとしても、それを

治 癒 すると考 えられる。したがって、基 本 的 には、手 続 上 の瑕 疵 を執 行 拒 絶

事 由 とする必 要 はなく、せいぜい、代 理 人 に授 権 範 囲 を超 える行 為 があった

場 合 等 に限 られるのではないか。 
②  仲 裁 上 の和 解 があった場 合 には、仲 裁 法 （案 ）により手 続 上 の瑕 疵 は執 行

拒 絶 事 由 となるのだから、仲 裁 と和 解 で事 由 が異 なることは望 ましくない3。例

えば、手 続 過 程 における当 事 者 への通 知 の欠 缺 等 は執 行 拒 絶 事 由 とされる

べきものであるから、当 事 者 合 意 によっては排 除 できない手 続 ルール（強 行

法 規 ）を法 定 の上 、そのような手 続 についての違 背 を執 行 拒 絶 事 由 とすべき

である。また、強 行 法 規 であるか否 かにかかわらず、手 続 上 の瑕 疵 を執 行 拒

絶 事 由 に加 えることも検 討 すべきである。  
（請 求 権 の範 囲 ）  

ADR 和 解 に執 行 力 を付 与 する場 合 、不 当 執 行 の可 能 性 を考 慮 し、その対 象

となる給 付 請 求 権 の範 囲 を、その場 合 の損 害 を金 銭 賠 償 により回 復 できる性 質

の請 求 権 （金 銭 等 の給 付 を目 的 とするもの）に限 定 するという考 え方 もある。  
しかし、執 行 決 定 を経 るという厳 格 な手 続 によって債 務 名 義 化 されることを前

提 とすれば、特 定 の動 産 ・不 動 産 の引 渡 請 求 権 等 についても、実 務 上 のニーズ

                                      
3 仲 裁 は当 事 者 が出 頭 しなくとも第 三 者 （仲 裁 人 ）が仲 裁 判 断 を出 すことが必 ずしも妨 げら

れないから、このような手 続 上 の瑕 疵 を執 行 拒 絶 事 由 とする必 要 があるものの、調 停 等 の和

解 は当 事 者 が出 頭 しなければ成 立 しないという相 違 がある。また、仲 裁 上 の和 解 に基 づく仲

裁 判 断 に、一 般 の仲 裁 判 断 と同 じ範 囲 の執 行 拒 絶 事 由 が適 用 されるかという点 については、

議 論 の余 地 もある。したがって、仲 裁 法 （案 ）との整 合 性 を重 視 する必 要 はないのではないか

とも考 えられる。  
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は高 いことを踏 まえると、必 ずしも、給 付 請 求 権 の範 囲 を金 銭 債 権 等 に限 定 する

必 要 はないのではないかと考 えられる。  
（その他 ）  

上 記 に掲 げたほか、執 行 力 の付 与 に関 する特 例 を設 ける場 合 には、次 の点 に

ついても、更 に検 討 を要 するものと考 えられる。  
①  上 記 の枠 組 みは主 として調 停 ・あっせんを念 頭 に置 いて検 討 した結 果 を踏 ま

えたものである。裁 定 のように、主 宰 者 の判 断 が当 事 者 のうち一 方 を拘 束 す

る（契 約 等 により受 諾 義 務 がある。）場 合 、その当 事 者 は、執 行 力 付 与 の手

続 に関 しては、仲 裁 の当 事 者 と同 じ立 場 に位 置 付 けられることから、手 続 の

種 類 に応 じた検 討 が必 要 である。 
②  執 行 決 定 のある ADR 和 解 文 書 を債 務 名 義 とする場 合 には、更 に、執 行 決

定 の申 立 てに関 する手 続 、執 行 拒 絶 事 由 と請 求 異 議 の訴 えにおける異 議 事

由 との関 係 等 の手 続 上 の問 題 についての検 討 が必 要 である4。また、主宰者

の職務執行の公正性を担保するための各種措置も検討が必要である。 
 

                                      
4 ①ＡＤＲ和 解 には既 判 力 がなく、ＡＤＲ和 解 成 立 前 から存 する事 由 も請 求 異 議 の事 由 とな

る（この点 は、執 行 証 書 の場 合 と同 様 であり、逆 に、請 求 異 議 の事 由 が口 頭 弁 論 終 結 後 に

生 じたものに限 られる確 定 判 決 と異 なる。）。そして、合 意 に係 る意 思 表 示 の欠 缺 や瑕 疵 が

あることを執 行 拒 絶 事 由 とする場 合 には、この事 由 は、同 時 に請 求 異 議 事 由 としても主 張 す

ることができると解 されるとともに、執 行 決 定 の裁 判 で主 張 したが排 斥 された場 合 に、請 求 異

議 の訴 えを提 起 して、再 び同 一 事 由 を主 張 することができるかどうかも問 題 となる。これらの

事 情 から、債 権 者 にとっては、ＡＤＲ和 解 文 書 に依 拠 することなく本 案 について訴 訟 を提 起 し、

判 決 を得 て強 制 執 行 をする場 合 とさほど違 いが生 じないのではないかといった指 摘 もある。  
しかし、これに対 しては、ＡＤＲ和 解 文 書 を債 務 名 義 とする制 度 の下 では、実 質 的 に起 訴

責 任 が転 換 されることになる上 、債 務 者 が常 に請 求 異 議 の訴 えを提 起 するとも限 らないと考

えられ、この点 を重 視 する立 場 からは、このような制 度 を設 ける必 要 性 と実 質 的 意 義 はなお

存 するのではないかといった指 摘 もある。  
②また、ＡＤＲ和 解 には既 判 力 がないため、例 えば、執 行 完 了 後 に債 務 者 がＡＤＲ和 解 に

係 る合 意 の意 思 表 示 に欠 缺 、瑕 疵 等 があるためＡＤＲ和 解 は無 効 であるとして、執 行 を受 け

た財 産 等 について不 当 利 得 返 還 請 求 をすることも妨 げられないことになる。そこで、この点 が

ＡＤＲ和 解 に執 行 力 を認 める障 害 となるとする考 え方 もある。  
この点 については、裁 判 上 の和 解 （和 解 調 書 の記 載 が確 定 判 決 と同 一 の効 力 を有 すると

されている。）も、判 例 上 、和 解 無 効 の主 張 （口 頭 弁 論 期 日 指 定 の申 立 て、和 解 無 効 確 認

訴 訟 の提 起 等 ）は妨 げられないとされており、後 の手 続 に既 判 力 が作 用 しないことに伴 う問

題 は、ＡＤＲ和 解 に特 有 の問 題 ではないという指 摘 もある。しかし、他 方 では、理 論 的 にはそ

うであるとしても、裁 判 上 の和 解 は裁 判 官 の関 与 の下 で行 われ、後 に和 解 無 効 が主 張 され

る蓋 然 性 は低 いのに対 し、ADR 和 解 はそのような事 情 にないので、実 態 上 は両 者 を同 列 の

問 題 とは捉 えられないという点 を無 視 しえないのではないかという指 摘 もある。  
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３．ADR を利 用 した場 合 の調 停 前 置 主 義 の不 適 用  
 
（１）基 本 的 な考 え方  
 
【論 点 ２２】  

現 行 の訴 訟 手 続 制 度 では、一 定 の事 件 については、原 則 として訴 訟 提 起 の前

に裁 判 所 の調 停 を経 なければならないという調 停 前 置 主 義 がとられている。  
このような調 停 前 置 事 件 の解 決 を ADR によって試 みた者 の負 担 を軽 減 するた

め、ADR で和 解 が調 わなかった場 合 には、裁 判 所 の調 停 を経 なくとも訴 訟 提 起 で

きるよう、ADR を利 用 した場 合 に調 停 前 置 主 義 を適 用 しないこととする特 例 規 定

を設 けるものとすることについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

社 会 に生 起 する様 々な紛 争 の中 には、その専 門 性 や特 殊 性 等 にかんがみ、

訴 訟 手 続 によって一 刀 両 断 的 な解 決 を図 るよりも、まずは当 事 者 間 の話 し合 い

による解 決 を試 みることが望 ましいものもある。このような趣 旨 から、現 行 の民 事

調 停 法 、家 事 審 判 法 は、地 代 借 賃 増 減 請 求 事 件 及 び家 事 事 件 のうち人 事 訴

訟 ・民 事 訴 訟 を提 起 することができる事 件 について、裁 判 所 の調 停 の申 立 てをす

ることなく訴 えが提 起 されたときには、裁 判 所 が事 件 を調 停 に付 することを適 当 で

ないと認 めるときを除 き、事 件 を裁 判 所 の調 停 に付 さなければならないという調 停

前 置 主 義 を採 用 している（民 事 調 停 法 第 24 条 の 2、家 事 審 判 法 第 18 条 ）。 
ところで、紛 争 の内 容 や当 事 者 の事 情 等 によっては、当 事 者 が、こうした事 件

の第 一 次 的 な話 し合 いを裁 判 所 外 の ADR で試 みることを望 む場 合 もある。しか

し、現 行 制 度 は、訴 えの提 起 前 に、裁 判 所 外 の ADR を利 用 して話 し合 いが行 わ

れた場 合 であっても、裁 判 所 の個 別 判 断 により調 停 に付 することを適 当 でないと

されない限 り、原 則 としては、更 に、裁 判 所 の調 停 を経 ることを要 求 しており、当

事 者 にとっては、裁 判 所 の調 停 が負 担 となることもある。  
そこで、調 停 前 置 主 義 の適 用 に関 して民 事 調 停 法 等 の特 例 を設 けることによ

って、二 度 手 間 が生 ずることを懸 念 することなく、調 停 前 置 事 件 について ADR に

よる解 決 を試 みることができる環 境 を整 え、多 様 な ADR の健 全 な発 展 を促 そうと

いう考 え方 を示 したものである。  
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（２）考 えられる調 停 前 置 主 義 に関 する特 例  
 
【論 点 ２３】  

論 点 ２２において調 停 前 置 主 義 に関 する特 例 を設 けることを必 要 とする場 合 、

次 のような仕 組 みとすることが考 えられる。これらの仕 組 みについて、どう考 える

か。  
① 一 定 の調 停 前 置 事 件 に係 る調 停 前 置 主 義 の適 用 に関 しては、一 定 の適 格

性 を有 する ADR の申 立 ては裁 判 所 の調 停 の申 立 てに代 替 する（裁 判 所 の調

停 を申 し立 てることを要 しない）ものとする。  
（考 えられる適 格 性 に関 する基 準 例 ）  
・ 論 点 ２０の①のような基 準  
（注 ）このほか、民 事 調 停 ・家 事 調 停 の特 性 を重 視 する立 場 から、主 宰 者 の能

力 等 も ADR の適 格 性 に関 する基 準 として必 要 となるのではないかという指 摘

もある。  
② ①のように、一 定 の ADR を経 ている場 合 を一 律 に調 停 前 置 主 義 の例 外 とす

るのではなく、裁 判 所 の個 別 判 断 により調 停 前 置 主 義 の適 用 を除 外 し得 る事

由 の一 つとして、一 定 の適 格 性 を有 する ADR を経 ている場 合 を例 示 するもの

とする。  
（考 えられる適 格 性 に関 する基 準 例 ）  
・ 論 点 ２０の①のような基 準  

 
（注 １） そもそも、現 行 制 度 の下 でも、裁 判 所 の判 断 によって調 停 前 置 主 義 を適 用

しないという取 扱 いをすることは可 能 であるから、①、②のいずれも不 要 であ

るという意 見 もある。他 方 、現 行 制 度 の下 で、そのような取 扱 いが認 められ

ているという解 釈 が確 立 しているとはいえない上 、仮 に確 立 しているとしても、

②の案 のような規 定 を置 いて解 釈 を明 確 化 することには意 義 があるという

意 見 もある。  
（注 ２） ①、②のいずれの案 とするにせよ、特 例 の対 象 とする調 停 前 置 事 件 の範 囲

については、考 え方 が分 かれている（下 記 「内 容 」参 照 ）。  
（注 ３） 一 定 の適 格 性 を有 することの確 認 方 法 については、８を参 照  

 
○ 趣 旨  

一 定 の事 件 について調 停 前 置 主 義 を採 用 する現 行 制 度 との整 合 性 及 び当 事

者 の予 測 可 能 性 を確 保 しつつ、多 様 な ADR について調 停 前 置 主 義 の不 適 用 を

認 めるため、事 件 の種 類 及 び ADR を限 って、①は、調 停 前 置 主 義 の適 用 に関 し、
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ADR 申 立 てを裁 判 所 の調 停 申 立 てに代 替 し得 るものと位 置 付 けるという枠 組 み

とする考 え方 を示 したものである。  
また、②は、一 定 の ADR を経 たのみで一 律 に調 停 前 置 主 義 の不 適 用 を認 め

ることは適 当 でないという立 場 から、裁 判 所 が付 調 停 を要 しない事 由 があるかを

個 別 判 断 するに当 たって、一 定 の ADR を経 ていることが勘 案 されることを明 確 化

することにとどめるという考 え方 を示 したものである。  
 
○ 内 容  
（対 象 となる調 停 前 置 事 件 ）  

現 行 制 度 における調 停 前 置 事 件 は、次 のように分 類 される。  
①  民 事 事 件 のうち地 代 借 賃 増 減 請 求 事 件  
②  家 事 事 件 のうち人 事 訴 訟 又 は民 事 訴 訟 を提 起 することができる事 件  

i）  人 事 に関 する訴 訟 事 件 のうち当 事 者 の任 意 処 分 ができないとされてい

るもの（婚 姻 無 効 、養 子 縁 組 無 効 など）  
ii）  人 事 に関 する訴 訟 事 件 のうち当 事 者 の任 意 処 分 ができることとされて

いるもの（離 婚 、離 縁 ） 
iii）  その余 の家 庭 に関 する事 件 （離 婚 による慰 謝 料 、親 族 間 の金 銭 等 の

貸 借 関 係 等 ） 
調 停 前 置 主 義 に関 する特 例 を設 ける場 合 に、上 記 の分 類 において、①及 び②

の iii）を対 象 とすること、②の i）を対 象 とはしないこと1については、これまでの検

討 でも特 段 の異 論 はない。  
しかし、②の ii）を対 象 とするか否 かについては、家 事 事 件 や家 事 調 停 の特 性

にどの程 度 の重 きを置 くか、また、現 在 の実 務 をどう評 価 するかという本 質 的 な

点 において見 方 の違 いがあり、したがって考 え方 も二 分 されている。  
対 象 とすべきでないという立 場 は、身 分 関 係 の形 成 という社 会 の基 盤 に影 響

する問 題 は、合 意 の適 正 性 を裁 判 所 がチェックする必 要 があり、民 間 ADR 機 関

に委 ねることは適 当 ではないという考 え方 がその根 底 にある。また、家 事 調 停 に

おける環 境 調 整 の困 難 さ、民 間 ADR で合 意 をしても直 ちには離 婚 等 の効 果 が

生 じないこと等 を理 由 に、民 間 ADR で実 効 性 ある解 決 が図 られることに疑 問 を

呈 する見 方 もある。調 停 前 置 主 義 の特 例 を認 めることによる家 事 調 停 の空 洞 化

を懸 念 する声 もある。 

                                      
1 ② i）にあたる事 件 は、もともと当 事 者 の任 意 処 分 ができない身 分 関 係 に関 する紛 争 であり、

家 事 調 停 において当 事 者 間 で合 意 が成 立 した場 合 であっても、家 庭 裁 判 所 による合 意 に相

当 する審 判 （いわゆる 23 条 審 判 ）を経 なければ解 決 されない。いわば、家 事 調 停 は、人 事 訴

訟 手 続 に代 用 するものとして機 能 する。  
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他 方 、対 象 とすべきという立 場 は、家 事 事 件 の特 性 をどの程 度 重 視 するかは

ともかくとして、離 婚 ・離 縁 については、協 議 上 の離 婚 ・離 縁 が法 律 上 認 められ、

実 際 には、大 半 が協 議 上 の離 婚 ・離 縁 によって処 理 されていることを踏 まえれば、

民 間 ADR 機 関 の利 用 を促 進 することに問 題 はないのではないか、裁 判 所 の家

事 調 停 が適 切 に機 能 していない場 合 も少 なくないのではないか、裁 判 所 に十 分

に代 替 する役 割 を果 たしている民 間 ADR 機 関 も現 実 にあるのではないかという

ものである。 
いずれにせよ、②の ii）の事 件 は、調 停 前 置 事 件 の中 心 をなすもので、制 度 を

整 備 する実 質 的 な意 義 にもかかわる問 題 であるから、幅 広 い意 見 を踏 まえ、更

に検 討 を深 める必 要 がある。  
 （対 象 となる手 続 の種 類 ）  

ADR のうち調 停 ・あっせんが対 象 となるものと考 えられる。  
 （ADR に関 する一 定 の適 格 性 ）  

論 点 に示 した案 のいずれによるにせよ、基 本 的 には、公 正 ・適 確 な手 続 の進

行 管 理 の下 で、実 効 性 のある和 解 交 渉 の場 が持 たれ、合 意 成 立 の見 込 みがな

いことを見 極 めて適 確 に手 続 が終 了 される ADR であることが必 要 になるものと考

えられる。具 体 的 には、論 点 ２０の①に掲 げた基 準 に類 する適 格 性 が必 要 となる

のではないかと考 えられる。  
なお、一 部 には、裁 判 所 の調 停 は、裁 判 官 や調 停 委 員 が積 極 的 に見 解 を示

し、当 事 者 は、判 決 による場 合 の解 決 の見 通 し等 も総 合 的 に勘 案 して紛 争 解 決

に到 るプロセスに特 色 があるという見 方 もある。さらに、家 事 事 件 に関 しては、対

象 となる調 停 前 置 事 件 の項 に示 したように、家 事 調 停 の特 性 を重 視 すべきという

見 方 もある。このような見 方 を重 視 した場 合 には、更 に、主 宰 者 の能 力 等 の追 加

的 な適 格 性 に関 する要 件 が必 要 となると考 えられる。  
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４．ADR の手 続 開 始 による訴 訟 手 続 の中 止  
 
（１）基 本 的 な考 え方  
 
【論 点 ２４】  

現 行 の訴 訟 制 度 では、同 じ紛 争 について裁 判 所 外 の ADR と訴 訟 手 続 が並 行

する場 合 に、裁 判 所 が訴 訟 手 続 を中 止 する（進 行 を停 止 する）ことができるという

制 度 上 の根 拠 がない。  
紛 争 の性 格 、当 事 者 の事 情 等 によっては、訴 訟 係 属 事 件 であっても、訴 えの取

下 げによる不 利 益 を受 けたり、手 続 を二 重 に進 める負 担 をしたりすることなく、

ADR による和 解 交 渉 に専 念 できるよう、訴 訟 係 属 事 件 について ADR の申 立 てが

あったときの訴 訟 手 続 の中 止 に関 して民 事 訴 訟 制 度 の特 例 を設 けることについて、

どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

訴 訟 係 属 事 件 について、裁 判 所 の判 断 によりその手 続 の進 行 を停 止 すること

については、憲 法 上 保 障 された裁 判 を受 ける権 利 との関 係 、適 正 ・迅 速 な審 理

の実 現 との関 係 等 で慎 重 に考 える必 要 がある。  
しかし、訴 訟 係 属 事 件 について、例 えば、第 一 次 的 には紛 争 解 決 の場 として

裁 判 を選 択 したものの、その後 に、当 事 者 自 身 が、ADR によって紛 争 解 決 を試

みることを望 むに至 る場 合 も少 なくない。  
そのような場 合 、現 行 制 度 の下 では、裁 判 所 の調 停 を利 用 する場 合 には、民

事 に関 する紛 争 はまず調 停 によって解 決 させるのが望 ましい等 の判 断 から、裁

判 所 の決 定 によって、調 停 手 続 が終 了 するまで訴 訟 手 続 を中 止 することができ

ることとされている（民 事 調 停 規 則 第 5 条 、家 事 審 判 規 則 第 130 条 ）が、裁 判 所

外 の ADR を利 用 する場 合 には、このような規 定 が設 けられていない。そのため、

訴 訟 係 属 事 件 について、裁 判 所 外 の ADR を利 用 して和 解 交 渉 を行 おうとする

場 合 には、当 事 者 は、①二 重 の手 間 を覚 悟 の上 で訴 訟 手 続 と和 解 交 渉 手 続 を

並 行 して進 めるか、②時 効 中 断 の効 力 が消 滅 する等 の問 題 を覚 悟 の上 でいった

ん訴 えを取 り下 げて和 解 交 渉 手 続 を進 めるかのいずれかを選 択 する必 要 があ

る。 
そこで、一 定 の場 合 には、事 件 の訴 訟 係 属 を維 持 したまま裁 判 所 外 の ADR

による交 渉 に専 念 できるような環 境 を整 え、当 事 者 の負 担 軽 減 や事 件 の和 解 に

よる解 決 の促 進 等 に資 するようにするという考 え方 を示 したものである。  
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（２）考 えられる訴 訟 手 続 の中 止 に関 する特 例  
 
【論 点 ２５】  

論 点 ２４において訴 訟 手 続 の中 止 に関 する特 例 を設 けることを必 要 とする場 合 、

次 のような仕 組 みとすることについて、どう考 えるか。  
○ 裁 判 所 に係 属 している訴 訟 事 件 について、当 事 者 が ADR による和 解 を試 み

ることに合 意 している場 合 において、次 の要 件 を満 たすときには、裁 判 所 は、

一 定 期 間 （一 定 期 間 経 過 前 に ADR が終 了 した場 合 には、終 了 するまでの間 ）、

訴 訟 手 続 を中 止 することができる。  
①  訴 訟 手 続 を中 止 することについて、当 事 者 双 方 の同 意 があること  
②  その ADR が一 定 の適 格 性 を有 すること  
（考 えられる適 格 性 に関 する基 準 例 ）  
・ 論 点 ２０の①のような基 準  
（注 ）このほか、民 事 調 停 ・家 事 調 停 の特 性 を重 視 する立 場 から、主 宰 者 の能

力 等 も ADR の適 格 性 に関 する基 準 として必 要 となるのではないかという指 摘

もある。  
○ また、上 記 の案 のように、中 止 決 定 を裁 判 所 の自 由 裁 量 に委 ねることを前 提 と

すれば、上 記 の案 の要 件 のうち②を不 要 とする考 え方 もある。  
（注 ）②の ADR の適 格 性 に関 する要 件 を必 要 とする考 え方 をとる場 合 に一 定 の

適 格 性 を有 することの確 認 方 法 については、８を参 照  
 
○ 趣 旨  

裁 判 所 外 の ADR と訴 訟 手 続 が並 行 する場 合 において、憲 法 上 保 障 された裁

判 を受 ける権 利 との関 係 、適 正 ・迅 速 な審 理 の実 現 との関 係 等 を踏 まえ、訴 訟

手 続 を中 止 すること及 び裁 判 所 外 の ADR において紛 争 解 決 を試 みることについ

て当 事 者 間 に合 意 があることを前 提 に、裁 判 所 の裁 量 によって、一 定 の期 間 を

上 限 として、訴 訟 手 続 を中 止 することができる枠 組 みをとるという考 え方 を示 した

ものである。 
 

○ 内 容  
（対 象 となる手 続 の種 類 ）  

ADR のうち、調 整 型 手 続 が対 象 となるものと考 えられる。  
（訴 訟 係 属 と ADR 手 続 の先 後 関 係 ）  

訴 訟 係 属 後 に当 事 者 の意 向 で ADR 申 立 てがなされるという場 合 を想 定 して

制 度 の整 備 を検 討 するものであるが、ADR の手 続 中 に同 一 事 件 が訴 訟 に係 属
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したという場 合 を排 除 するものではない。  
（ADR 合 意 の必 要 性 ）  

当 事 者 が第 一 次 的 には ADR による紛 争 解 決 を選 択 し、ADR の手 続 を終 了

することなく訴 えを提 起 した場 合 には、当 事 者 が引 き続 き ADR による紛 争 解 決 を

試 みることに合 意 していることが必 要 であると考 えられる。  
他 方 、当 事 者 が第 一 次 的 には裁 判 による紛 争 解 決 を選 択 し、訴 えを取 り下 げ

ることなく ADR の申 立 てをした場 合 には、ADR の申 立 てが当 事 者 双 方 からなさ

れていることが必 要 であると考 えられる。  
（訴 訟 手 続 の中 止 の期 間 の上 限 ）  

本 来 的 には、裁 判 所 は、訴 訟 係 属 が生 じると、訴 えの適 法 性 が認 められる限

り、請 求 の当 否 についての判 断 を示 す義 務 を負 っており、いたずらに中 止 期 間 が

継 続 することは適 当 ではない。  
したがって、あらかじめ、中 止 期 間 の上 限 を設 定 することが適 当 ではないかと

考 えられる。また、期 間 を限 って中 止 期 間 の延 長 を認 めることや再 中 止 を認 める

ことについても、検 討 する必 要 があるものと考 えられる。  
なお、具 体 的 な期 間 については、裁 判 所 の調 停 事 件 の処 理 期 間 （民 事 調 停

は平 均 2～3 ヶ月 、家 事 調 停 は平 均 4~5 ヶ月 ）等 も踏 まえながら、更 に検 討 する

必 要 がある。 
（訴 訟 手 続 の中 止 に関 する当 事 者 の同 意 ）  

適 正 かつ迅 速 な裁 判 を受 ける当 事 者 の権 利 との関 係 等 を踏 まえると、当 事 者

双 方 が訴 訟 手 続 を中 止 することに同 意 している場 合 （当 事 者 双 方 から訴 訟 手

続 の中 止 の申 立 てがあった場 合 ）に限 る必 要 があると考 えられる。  
（ADR に関 する一 定 の適 格 性 ）  

当 事 者 が訴 訟 手 続 の中 止 に同 意 しているとはいえ、事 件 の訴 訟 係 属 を維 持 し

たまま裁 判 所 外 の和 解 交 渉 のために手 続 を中 止 する以 上 、基 本 的 には、公 正 ・

適 確 な手 続 の進 行 管 理 の下 で、実 効 性 のある和 解 交 渉 の場 が持 たれ、合 意 成

立 の見 込 みがないことを見 極 めて適 確 に手 続 が終 了 される ADR であることが必

要 になるものと考 えられる。具 体 的 には、論 点 ２０の①に掲 げた基 準 に類 する適

格 性 が必 要 となるのではないかと考 えられる。  
なお、調 停 前 置 主 義 における場 合 と同 様 、裁 判 所 の調 停 の特 性 を重 視 する

見 方 に立 てば、更 に、主 宰 者 の能 力 等 の追 加 的 な適 格 性 に関 する要 件 が必 要

となると考 えられる。  
ただし、本 論 点 では、訴 訟 手 続 を中 止 し、ADR を利 用 した解 決 を試 みることに

ついて両 当 事 者 間 に合 意 があることを前 提 とするので、そのような見 方 に立 った

としても、調 停 前 置 主 義 における場 合 ほどには、厳 格 な追 加 的 要 件 が必 要 とさ
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れることはないという考 え方 もある。  
さらに、検 討 の過 程 では、訴 訟 手 続 の中 止 決 定 が、基 本 的 に裁 判 所 の自 由

裁 量 に委 ねられることも勘 案 すれば、このような ADR の適 格 性 に関 する要 件 そ

のものが不 要 であって、裁 判 所 が個 別 事 件 ごとに、中 止 の適 不 適 を総 合 的 に判

断 すればよいのではないかという考 え方 も示 された2。 
（中 止 決 定 における裁 判 所 の裁 量 性 ）  

現 行 制 度 の下 で、訴 訟 手 続 の中 止 決 定 は、民 訴 手 続 上 の訴 訟 指 揮 に関 する

裁 判 であり、中 止 の申 立 てを受 けて、訴 訟 手 続 を中 止 するか否 かは裁 判 所 の自

由 裁 量 に委 ねられているものとされる。また、裁 量 を誤 って中 止 決 定 をしたことが

判 明 したときには、いつでも、中 止 の取 消 を決 定 できるものとされている。さらに、

中 止 の決 定 、取 消 の決 定 のいずれについても、当 事 者 の不 服 申 立 ては許 されな

いものとされている3。 
ADR 手 続 中 の訴 訟 手 続 の中 止 に関 する特 例 を設 ける場 合 には、このような

現 行 制 度 を踏 まえるべきものと考 えられる。  
（その他 ）  

訴 訟 手 続 を中 止 している間 に、ADR により和 解 が成 立 した場 合 にあっても、

訴 訟 手 続 が自 動 的 に終 局 したり、訴 えの取 下 げがあったものとみなされたりする

わけではない。したがって、訴 訟 手 続 の中 止 に関 する特 例 を設 ける場 合 には、上

記 のほか、ADR により和 解 が成 立 したときには、当 事 者 から訴 訟 が係 属 する裁

判 所 にその旨 の連 絡 がなされるような仕 組 みが必 要 となる。  
なお、訴 訟 手 続 を終 局 させるためには、原 告 は訴 えを取 り下 げる必 要 があり、

また、訴 訟 手 続 の段 階 によっては、相 手 方 の同 意 が必 要 である。  
 

                                      
2 ADR の適 格 性 に関 する要 件 を不 要 とする場 合 には、訴 訟 手 続 の中 止 が認 められる ADR
と訴 訟 手 続 の中 止 が認 められない相 対 交 渉 との実 質 的 相 違 があいまいとなり、ADR に関 す

る特 例 と位 置 付 ける論 拠 が希 薄 となるのではないかとの指 摘 もある。  
3 中 止 の取 消 決 定 に対 して不 服 申 立 てが認 められるか否 かついては、民 事 訴 訟 法 に関 す

る議 論 でも、両 論 がある。申 立 権 を認 める規 定 はなく、当 事 者 には裁 判 所 の職 権 発 動 を促

す事 実 上 の申 立 てを認 めれば足 りるとして、これを否 定 する説 が一 般 的 であるが、中 止 事 由

（当 事 者 が訴 訟 行 為 をすることが不 能 又 は困 難 である事 情 ）の有 無 に関 して、当 事 者 の手

続 上 の関 与 権 を保 障 する見 地 から、申 立 権 が認 められるとする考 え方 も主 張 されている。  
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５．裁 判 所 による ADR を利 用 した和 解 交 渉 の勧 奨 等  
 
【論 点 ２６】  

 
訴 訟 手 続 （裁 判 所 ）と ADR との手 続 的 連 携 を促 進 するために、例 えば、裁 判 所

は、相 当 と認 める場 合 には、相 当 と認 める ADR 機 関 ・手 続 の利 用 を勧 めることが

できる旨 を明 確 化 してはどうかという考 え方 もある。  
この点 について、どう考 えるか。  

 
○ 趣 旨  

専 門 的 知 見 を 要 す る 事 件 等 に つ い て は 、 そ の 解 決 に あ た っ て 裁 判 所 外 の

ADR の利 用 が有 効 な場 合 もある。このような場 合 、現 行 制 度 上 、訴 訟 に係 属 し

た事 件 について、裁 判 所 が事 実 上 ADR の利 用 を促 すことに明 確 な制 約 がある

わけではないが、事 件 の性 質 に応 じて適 当 と認 められる ADR を指 定 し、その

ADR による和 解 交 渉 を行 うことを勧 めることができる旨 を明 確 化 するという考 え

方 について、意 見 を求 めるものである。  
これまでの検 討 では、実 態 論 として、現 時 点 では、そもそも裁 判 所 が利 用 を勧

める対 象 と考 え得 るような適 切 な ADR 機 関 が存 在 しないのではないか、あるい

は、あえて制 度 を整 備 しなくとも、運 用 上 ADR の利 用 を勧 めることで十 分 ではな

いかという理 由 から、反 対 ・消 極 意 見 も出 されている。  
しかし、他 方 では、裁 判 所 と ADR との手 続 的 連 携 による ADR の利 用 促 進 と

いう、中 長 期 的 観 点 から、このような制 度 の整 備 を積 極 的 に検 討 すべきではない

か、裁 判 の迅 速 化 が強 く要 請 される状 況 の下 では、裁 判 官 としては、法 制 上 の

根 拠 がないと勧 奨 することを躊 躇 するので、運 用 のみに期 待 することは困 難 では

ないかという意 見 があった。  
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【論 点 ２７】  
ADR・訴 訟 手 続 （裁 判 所 ）間 の連 携 に関 して、以 上 の論 点 のほかにも、検 討 の

過 程 では、次 のような点 についても議 論 が行 われた。  
①  ADR における証 拠 調 べ等 が困 難 な場 合 の円 滑 な ADR の手 続 進 行 を確

保 するため、ADR の審 理 のための裁 判 所 による証 拠 調 べ等 に関 する制 度

を整 備 することを検 討 すべきではないか。  
②  訴 訟 手 続 における争 点 ・証 拠 整 理 等 における当 事 者 の負 担 軽 減 や専 門

訴 訟 への対 応 強 化 の観 点 から、ADR において争 点 ・証 拠 の整 理 等 がある

程 度 進 んだものの紛 争 解 決 には至 らなかった場 合 に、それらを訴 訟 手 続

において活 用 することができる制 度 を整 備 することを検 討 すべきではない

か。  
これらの点 については、制 度 を設 けることの必 要 性 、妥 当 性 や民 事 訴 訟 制 度 の

一 般 原 則 との整 合 性 等 の観 点 から、少 なくとも、ADR に共 通 的 な制 度 として設 け

る必 要 はないのではないかとの意 見 が強 いが、この点 についてどう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  
（ADR の審 理 のための裁 判 所 による証 拠 調 べ等 ）  

ADR を利 用 して自 主 的 な紛 争 解 決 を試 みている場 合 に、特 に、第 三 者 の所

持 する文 書 や第 三 者 の証 言 が紛 争 解 決 に当 たって重 要 な要 素 となるケース等 を

念 頭 に置 くと、必 要 に応 じて、当 事 者 及 び主 宰 者 に訴 訟 手 続 に準 ずる事 案 解 明

の手 段 を提 供 することが、当 事 者 等 の負 担 軽 減 、より適 正 な解 決 結 果 の確 保 等

の観 点 から有 効 ではないかという観 点 から検 討 を行 った（同 様 の観 点 から、紛 争

解 決 に有 効 な資 料 を有 する第 三 者 的 機 関 がある場 合 に、そのような機 関 の協 力

を求 めることができるようにすることも重 要 であるとの指 摘 があった。）。  
しかし、仲 裁 以 外 の ADR については、その手 続 において紛 争 が解 決 される保

証 がなく、また、解 決 されたとしても既 判 力 もない。証 言 拒 絶 や文 書 提 出 命 令 の

拒 絶 は制 裁 の対 象 となるものであることも踏 まえると、仲 裁 以 外 の ADR を対 象

に制 度 を設 けるだけの必 要 性 があるかという点 で疑 問 があることから、（特 段 の

必 要 性 が認 められる場 合 については、個 別 の立 法 による解 決 が考 えられるとして

も、）少 なくとも、ADR に共 通 的 な制 度 基 盤 としてこのような制 度 を設 けることは、

必 ずしも適 当 とはいえないのではないかとされたものである。  
（ADR による争 点 ・証 拠 整 理 等 の結 果 の訴 訟 手 続 における活 用 ）  

ADR の手 続 を経 て訴 訟 提 起 された事 件 の中 には、ADR において争 点 及 び証

拠 の整 理 が十 分 になされているもの、あるいは、ADR において証 拠 に基 づく事 実

認 定 が十 分 になされているものもある。それらを訴 訟 手 続 において活 用 すること
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が、当 事 者 の負 担 軽 減 、専 門 訴 訟 への対 応 強 化 等 の観 点 から有 効 ではないか

という観 点 から検 討 を行 った。  
しかし、訴 訟 手 続 において、当 事 者 が主 張 していない争 点 を審 理 の対 象 とする

ことや、当 事 者 が主 張 している争 点 を審 理 の対 象 としないことは、民 事 訴 訟 手 続

の一 般 原 則 に反 し、かつ、裁 判 を受 ける権 利 との関 係 でも問 題 を生 じかねない。

また、訴 訟 手 続 において当 事 者 間 に争 いのある事 実 について、裁 判 所 の事 実 認

定 を拘 束 することも、同 じく、民 事 訴 訟 手 続 の一 般 原 則 等 との関 係 で問 題 が生

ずる。 
他 方 、当 事 者 が、ADR における争 点 ・証 拠 整 理 の結 果 や証 拠 調 べの結 果

（事 実 認 定 ）に十 分 納 得 していれば、当 事 者 に処 分 権 限 のある法 律 関 係 に関 す

るものである限 り、当 事 者 間 で、自 白 契 約 や仲 裁 鑑 定 契 約 等 の契 約 4を結 ぶこと

によって、実 質 的 に、訴 訟 手 続 における審 理 の対 象 を ADR で合 意 できなかった

範 囲 に限 定 することもできるので、現 行 制 度 の下 でも、ADR の結 果 を訴 訟 手 続

上 活 用 することは可 能 である。  
したがって、ADR の争 点 及 び証 拠 整 理 の結 果 や証 拠 調 べの結 果 に関 し、訴

訟 手 続 との連 携 を図 るための制 度 を設 けることは適 当 でないし、その必 要 もない

のではないかとされたものである。  
 

                                      
4 「自 白 契 約 」とは、一 定 の事 実 を前 提 として裁 判 所 に権 利 の存 否 又 は内 容 の判 断 を求 め

ることとする合 意 を、「仲 裁 鑑 定 契 約 」とは、訴 訟 物 である権 利 又 は法 律 関 係 の前 提 となる

事 実 関 係 に関 する判 断 を第 三 者 に委 ね、その判 断 に服 する旨 の訴 訟 上 の合 意 をいう。  
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６．民 事 法 律 扶 助 の対 象 化 等  
 
【論 点 ２８】  

ADR における代 理 人 費 用 （弁 護 士 報 酬 等 ）を扶 助 することについて、どう考 え

るか。  
なお、現 行 の民 事 法 律 扶 助 制 度 では、民 事 裁 判 等 に先 立 つ和 解 の交 渉 で特

に必 要 と認 められるものにおける代 理 人 費 用 は、扶 助 事 業 の対 象 となり得 るもの

とされており、和 解 の交 渉 が ADR による場 合 も特 に排 除 されていない。  
 
○ 趣 旨  

司 法 制 度 改 革 意 見 においては、ADR を民 事 法 律 扶 助 制 度 1の対 象 とすること

についても、ADR に関 する基 本 的 な法 制 の整 備 を検 討 する場 合 の検 討 課 題 とし

て挙 げられている。  
ただし、この点 について、調 整 型 ADR における和 解 交 渉 が、訴 訟 に先 立 つも

ので、特 に必 要 と認 められるもの 2であれば、現 行 制 度 の下 でも制 度 の対 象 とな

るものとされている。また、ADR 自 体 を独 立 して民 事 法 律 扶 助 制 度 の対 象 とする

ということについては、同 制 度 を巡 る最 近 の状 況 を十 分 踏 まえる3とともに、①同 じ

自 主 的 紛 争 解 決 手 段 の中 で、訴 訟 に先 立 つとはいえない相 対 交 渉 を対 象 とせ

ず、訴 訟 と離 れて ADR のみを対 象 とする根 拠 や、②民 間 型 ADR に対 する国 の

支 援 のあり方 （司 法 型 ADR に加 えて、国 の政 策 上 、簡 易 ・迅 速 な権 利 救 済 が必

要 とされる分 野 については、逐 次 行 政 型 ADR が設 置 されてきているが、民 間 型

ADR も国 の政 策 上 相 当 の役 割 を担 うものと位 置 付 けるのか）との関 係 について

も、十 分 整 理 をする必 要 がある。  
したがって、少 なくとも、国 民 の裁 判 を受 ける権 利 を実 質 的 に保 障 する意 義 を

有 するものという現 行 の民 事 法 律 扶 助 制 度 の枠 組 みを前 提 とすれば、現 時 点 で

更 に法 制 上 の措 置 を講 ずる必 要 は乏 しいのではないかとも考 えられる。  
他 方 、国 民 の紛 争 解 決 ニーズの多 様 化 を踏 まえると、裁 判 のみではなく、裁 判

                                      
1 資 力 が乏 しいために弁 護 士 に相 談 したり、裁 判 を起 こしたりできずに困 っている者 のため

に、法 律 相 談 を実 施 したり、弁 護 士 費 用 などを立 て替 える制 度 。国 は、指 定 法 人 （扶 助 事 業

を適 正 ・確 実 に遂 行 し得 る等 の要 件 を備 えた公 益 法 人 （財 団 法 人 法 律 扶 助 協 会 ））に対 し

て、予 算 の範 囲 内 で費 用 の一 部 を補 助 している。  
2 迅 速 かつ効 率 的 な権 利 実 現 が期 待 できるなど案 件 の内 容 や申 込 者 の事 情 などにより、

弁 護 士 による継 続 的 な代 理 が特 に必 要 と認 められるものをいう。  
3 後 述 するいずれの立 場 からも、裁 判 代 理 援 助 でさえ、増 加 する援 助 申 込 み件 数 に十 分 に

対 応 しきれていない現 状 を勘 案 すると、直 ちに ADR に係 る法 律 扶 助 を拡 充 し得 る状 況 には

ないのではないかという指 摘 がある。 
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を含 む多 様 な紛 争 解 決 手 段 から最 も適 切 な手 段 を選 択 できる権 利 を保 障 するこ

とが必 要 であるから、ADR に関 する基 本 的 な法 制 の整 備 を図 る機 会 に、ADR と

民 事 法 律 扶 助 制 度 の関 係 について、仲 裁 を民 事 法 律 扶 助 の対 象 とする4ことも

含 め、必 ずしも現 行 制 度 の枠 組 みにとらわれない検 討 を行 うことも必 要 ではない

かという意 見 もある。  
こうした考 え方 があることも踏 まえ、ADR における代 理 人 費 用 の扶 助 に関 して

の意 見 を求 めるものである。  
 

 

                                      
4 検 討 の過 程 では、仲 裁 については訴 訟 に代 替 する権 利 救 済 手 続 であるから、裁 判 を受 け

る権 利 を実 質 的 に保 障 するものであることを前 提 とする現 行 民 事 法 律 扶 助 制 度 の枠 組 みの

下 であっても、制 度 の対 象 となるという考 え方 も成 り立 ち得 るのではないかという指 摘 もなさ

れた。  



 

 60

７．専 門 家 の活 用  
 
○ ADR の特 長 の一 つとして、紛 争 の内 容 や手 続 の性 格 に応 じ、多 様 な分 野 の

専 門 家 の知 見 を活 かしたきめ細 かな解 決 を図 ることができるという点 が挙 げら

れている。 
 
○ 他 方 、弁 護 士 法 第 72 条 においては、弁 護 士 以 外 の者 が、法 律 事 件 について、

報 酬 を得 る目 的 で、法 律 事 務 を取 り扱 うこと又 はその周 旋 をすることを業 とす

ることが禁 止 されている1。また、法 律 上 の紛 争 2に係 る ADR の手 続 を主 宰 した

り、当 事 者 を代 理 したりすることは、紛 争 解 決 基 準 を法 とするか否 かにかかわ

らず、法 律 事 務 にあたるものと解 されている。  
 
○ すなわち、ADR の健 全 な発 展 のために弁 護 士 でない専 門 家 の有 する専 門 的

知 見 を更 に活 用 していくことが有 効 であると考 えられるにもかかわらず、現 行 制

度 の下 では、刑 罰 法 規 の一 般 原 則 に従 い正 当 業 務 行 為 として違 法 性 が阻 却

される場 合 はともかく、弁 護 士 でない専 門 家 は、無 償 でなければ、仲 裁 人 ・調

停 人 等 として活 動 することを業 とすることができない3。また、正 当 業 務 行 為 とさ

れ得 る場 合 があり得 るとはいうものの、その性 格 上 やむを得 ないこととはいえ、

どのような行 為 がこれに該 当 するかということをあらかじめ具 体 的 に示 すことは

法 制 上 困 難 であるから、専 門 家 は、いずれにせよ安 心 して活 動 を行 うことがで

きない状 態 となっている。このため、現 行 制 度 は、専 門 家 の関 与 の拡 大 と ADR
の更 なる発 展 を妨 げる原 因 の一 つとも指 摘 されている。  

 
                                      
1 弁 護 士 法 第 72 条 は、「弁 護 士 又 は弁 護 士 法 人 でない者 は、報 酬 を得 る目 的 で訴 訟 事 件 、

非 訟 事 件 及 び審 査 請 求 、異 議 申 立 て、再 審 査 請 求 等 行 政 庁 に対 する不 服 申 立 事 件 その

他 一 般 の法 律 事 件 に関 して鑑 定 、代 理 、仲 裁 若 しくは和 解 その他 の法 律 事 務 を取 り扱 い、

又 はこれらの周 旋 をすることを業 とすることができない。ただし、この法 律 に別 段 の定 めがある

場 合 は、この限 りでない。」と規 定 されている。また、この規 定 に違 反 した者 は、2 年 以 下 の懲

役 又 は 300 万 円 以 下 の罰 金 に処 するものとされている。  
2 法 律 上 の紛 争 とは、実 体 法 上 の具 体 的 な権 利 義 務 関 係 ・法 律 関 係 の存 否 ・範 囲 に関 す

る紛 争 をいう。  
3 弁 護 士 法 第 72 条 の構 成 要 件 に該 当 する場 合 であっても、正 当 業 務 行 為 として違 法 性 が

阻 却 される場 合 があることは否 定 できないが、個 別 の行 為 が同 条 の規 定 に違 反 するか否 か

は、最 終 的 には、裁 判 所 の判 断 に委 ねられるものであり、あらかじめ同 条 の適 用 がないこと

が明 確 でなければ、専 門 家 が安 心 して関 与 できないことが指 摘 されている。なお、仲 裁 につ

いては、国 際 的 潮 流 を踏 まえ、弁 護 士 でない者 が報 酬 を得 る目 的 で業 として行 うことに資 格

上 の制 限 はないという考 え方 も一 部 に見 られる。しかし、正 当 業 務 行 為 として違 法 性 が阻 却

される場 合 はともかく、一 般 論 としては、わが国 におけるそのような行 為 は弁 護 士 法 第 72 条

で禁 止 される行 為 であり、罰 則 の対 象 となり得 る。  
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○ これまでの検 討 では、専 門 家 の関 与 形 態 のうち ADR 主 宰 業 務 （報 酬 を得 る目

的 で ADR を主 宰 することを業 とすることをいう。以 下 同 じ。）については、次 の

ような指 摘 がなされている。  
① 一 定 の専 門 家 が ADR 主 宰 業 務 を行 うことができるように制 度 を整 備 する

ことは必 要 である。しかし、弁 護 士 法 第 72 条 は、国 民 の権 利 ・利 益 を擁 護

し、法 律 生 活 の公 正 円 滑 な営 み、ひいては法 律 秩 序 を維 持 するという公 益

目 的 から、弁 護 士 でない者 が、自 らの利 益 のために、みだりに他 人 の法 律

事 務 に介 入 することを禁 止 するために設 けられたものである。したがって、

その趣 旨 は、ADR 主 宰 業 務 という分 野 においても、引 き続 き意 義 を有 する

ことに留 意 すべきではないか。  
② 手 続 の種 類 や解 決 基 準 等 によって異 なる面 はあるものの、主 宰 者 に求 め

られる能 力 は、法 律 分 野 、紛 争 分 野 及 び紛 争 解 決 の専 門 能 力 であると考

えられる4。そのような専 門 能 力 を備 えた者 は、必 ずしも公 的 資 格 を有 する

者 のみに限 られるものではないので、ADR に関 する基 本 的 な法 制 の中 に、

弁 護 士 でない専 門 家 が ADR 主 宰 業 務 を行 える法 令 上 の根 拠 を設 けるべ

きではないか。 
③ ADR 主 宰 業 務 を認 める場 合 には、相 談 業 務 5を行 うことについて認 めるこ

とも検 討 する必 要 があるのではないか。  
 
○ これらの指 摘 を踏 まえると、ADR に関 する基 本 的 な法 制 の整 備 の一 環 として、

弁 護 士 でない専 門 家 が、その有 する専 門 的 知 見 を最 大 限 に活 用 しつつ、安 心

して、ADR 主 宰 業 務 を行 うことができるよう6、弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 を損 な

わない範 囲 で ADR 主 宰 業 務 に関 する規 制 を緩 和 するとともに、弁 護 士 法 第

72 条 に違 反 しないで ADR 主 宰 業 務 を行 うことができる範 囲 をできる限 り明 ら

かにするため、弁 護 士 法 第 72 条 の適 用 について特 例 を設 けることを検 討 する

必 要 があると考 えられる。  

                                      
4 参 考 資 料 １４参 照 。なお、法 律 分 野 の専 門 能 力 としては、法 律 知 識 のほか、法 的 解 決 を

図 るための争 点 整 理 能 力 ・説 得 能 力 が考 えられる。紛 争 分 野 の専 門 能 力 としては、紛 争 分

野 に固 有 の専 門 的 知 識 が考 えられる。また、紛 争 解 決 の専 門 能 力 としては、調 停 技 術 やカ

ウンセリング技 術 等 が考 えられる。  
5 例 えば、依 頼 者 が相 手 方 に○○の請 求 をできるか、訴 訟 を提 起 した場 合 の帰 趨 の見 込 み

はどうか、といった法 律 事 件 についての相 談 に対 し、法 律 上 の専 門 的 知 識 に基 づいて法 律

的 見 解 （結 論 ）を述 べることをいい、「鑑 定 」として法 律 事 務 にあたることになる。なお、具 体 的

紛 争 と離 れて一 般 的 な法 律 の解 釈 を示 すというように、事 件 性 を欠 く事 柄 についての法 律 相

談 は、そもそも弁 護 士 法 第 72 条 の規 制 の対 象 とならない。 
6 その上 で、ADR 機 関 を設 立 して、報 酬 を得 る目 的 で、ADR を周 旋 することを業 とすること

ができるようにすることも検 討 する必 要 があると考 えられる。  
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○ また、専 門 家 の関 与 形 態 のうち ADR 代 理 業 務 （報 酬 を得 る目 的 で ADR にお

いて当 事 者 を代 理 することを業 とすることをいう。以 下 同 じ。）については、一 部

の専 門 家 について既 に特 例 が設 けられているが、ADR の健 全 な発 展 のために

専 門 家 の有 する知 見 を活 用 する道 を拡 充 する観 点 から、ADR に関 する基 本

的 な法 制 の整 備 の一 環 として、さらに特 例 を拡 充 することを検 討 する必 要 もあ

ると考 えられる。 
 
○ これまでの検 討 では、ADR 代 理 業 務 については、次 のような指 摘 がなされてい

る。 
① ADR 主 宰 業 務 の場 合 と同 様 、弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 の重 要 性 には十

分 留 意 する必 要 があるのではないか。  
② 代 理 人 としては、紛 争 分 野 に関 する専 門 的 知 見 を有 する者 を活 用 すること

が想 定 される。その際 、代 理 は主 宰 と異 なり、直 接 当 事 者 の権 利 義 務 を処

分 するものであることから、主 宰 者 よりも高 度 な法 律 分 野 の専 門 能 力 が必

要 とされると考 えられる。また、当 事 者 が職 業 的 な代 理 人 を依 頼 しなくても

主 体 的 に手 続 に参 加 して紛 争 解 決 を図 ることができることを特 長 とする

ADR も多 い。こうしたことを踏 まえると、ADR 代 理 業 務 が必 要 とされるニー

ズは限 定 的 であると考 えられる。したがって、ADR に関 する基 本 的 な法 制

整 備 の一 環 として検 討 するとしても、専 門 家 の職 種 に応 じ、個 別 的 な検 討

を進 めていくことが適 当 ではないか。  
③ ADR における代 理 を認 める場 合 には、相 対 交 渉 における代 理 について認

めることも検 討 する必 要 があるのではないか。  
 
○ 以 下 では、これらの指 摘 やこれまでの検 討 状 況 を踏 まえ、ADR 主 宰 業 務 ・相

談 業 務 及 び ADR 代 理 業 務 につき弁 護 士 法 第 72 条 に関 する特 例 を設 けるこ

とについて、更 に検 討 を深 めるべき論 点 を掲 げている。  
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（１）ADR 主 宰 業 務 7に関 する弁 護 士 法 第 72 条 の特 例  
 
【論 点 ２９】 

現 行 の弁 護 士 法 では、弁 護 士 でない専 門 家 が ADR 主 宰 業 務 を行 うことを原

則 として禁 止 している。  
国 民 が専 門 家 が主 宰 者 として関 与 する ADR を利 用 して紛 争 解 決 を図 ることが

できるようにするとともに、専 門 家 が安 心 して専 門 的 知 見 を活 用 して ADR 主 宰 業

務 を行 うことができるよう、ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 する際 、弁 護 士 法

第 72 条 の適 用 に関 する特 例 規 定 を設 けるものとすることについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

国 民 が専 門 家 が主 宰 者 として関 与 する ADR を利 用 して紛 争 解 決 を図 ること

ができるようにするため、また、専 門 家 が安 心 して専 門 的 知 見 を活 用 して ADR 主

宰 業 務 を行 うことができるようにするため、弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 を維 持 しつつ、

同 条 の趣 旨 目 的 を損 なわない範 囲 で、弁 護 士 でない者 が ADR 主 宰 業 務 を行 う

ことができる旨 の特 例 を ADR に関 する基 本 的 な法 制 に置 くという考 え方 を示 した

ものである8。 
 
○ 内 容  
 （弁 護 士 法 第 72 条 との関 係 ）  

弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 目 的 は今 後 とも意 義 を有 するものと考 えられる。した

がって、法 律 上 の紛 争 に関 する ADR の主 宰 は、法 令 を紛 争 解 決 の判 断 基 準 と

するか否 かにかかわらず法 律 事 務 にあたり、弁 護 士 以 外 の者 が ADR 主 宰 業 務

を行 うことができないものであるという原 則 は維 持 しつつ、一 定 の場 合 には、弁 護

士 法 第 72 条 の適 用 が除 外 されるよう、特 例 を定 めようとするものである9。 
なお、現 行 制 度 の下 でも、ADR 主 宰 業 務 の中 には正 当 業 務 行 為 として違 法

性 が阻 却 され得 るものもあると考 えられる。こうした、正 当 業 務 行 為 については、

                                      
7 主 宰 の業 務 に関 連 して法 律 相 談 に応 ずる業 務 を含 む。  
8 ADR 主 宰 業 務 のうち仲 裁 については、国 際 商 事 紛 争 の解 決 手 段 として発 展 してきた経

緯 もあり、諸 外 国 の関 係 者 の関 心 が高 く、また、そのような経 緯 の中 で、弁 護 士 以 外 にも紛

争 分 野 の専 門 家 や大 学 教 授 といった者 が仲 裁 人 として大 きな役 割 を果 たしてきていることに、

十 分 留 意 した検 討 が必 要 であるとの指 摘 もある。  
9 司 法 制 度 改 革 のための裁 判 所 法 等 の一 部 を改 正 する法 律 案 による改 正 後 の弁 護 士 法

第 72 条 は、他 の法 律 に別 段 の定 めがある場 合 は弁 護 士 以 外 の者 による法 律 事 務 の取 扱

い等 を許 容 することを規 定 しており、このような特 例 を規 定 した場 合 には、その規 定 が「別 段

を定 め」にあたることとなる。 
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その範 囲 をあらかじめ具 体 的 に示 すことは困 難 であって、今 般 、弁 護 士 法 第 72
条 に違 反 しないで ADR 主 宰 業 務 を行 うことのできる範 囲 をできる限 り明 確 化 した

としても、特 例 の対 象 外 の行 為 について、正 当 業 務 行 為 として違 法 性 が阻 却 さ

れる可 能 性 が否 定 されることにはならない点 に留 意 する必 要 がある。 
 （考 えられる専 門 的 知 見 ）  

ADR の紛 争 解 決 機 能 の充 実 に資 する専 門 的 知 見 としては、「紛 争 分 野 に関 す

る専 門 的 知 見 」及 び「紛 争 解 決 に関 する専 門 的 知 見 」が考 えられる。 
紛 争 分 野 に関 する専 門 的 知 見 については、専 門 的 知 見 を要 する事 件 10の訴 訟

においても、専 門 家 の適 切 な協 力 を得 られなければ、適 正 な判 断 を下 すことがで

きないばかりか、手 続 の遅 滞 を生 じることが指 摘 されている。この点 は、手 続 が

ADR であっても同 様 であり、ADR により解 決 を図 ろうとする紛 争 の内 容 に応 じて、

その紛 争 分 野 に関 する専 門 的 知 見 を有 する者 を活 用 することは、ADR の健 全 な

発 展 を図 っていく上 で有 益 であると考 えられる。  
紛 争 解 決 に関 する専 門 的 知 見 については、従 来 は必 ずしも着 目 されてこなかっ

たというきらいはあるが、ADR、特 に調 整 型 手 続 の ADR においては、主 宰 者 が備

えるべき能 力 として、極 めて重 要 な要 素 であると考 えられる。具 体 的 な能 力 として

は、対 立 する当 事 者 を理 性 的 な話 し合 いに導 いていく、あるいは、弾 力 的 な解 決

基 準 を設 定 して両 当 事 者 の満 足 度 を確 保 した問 題 解 決 を図 っていくといった調 停

技 術 が挙 げられ、最 近 では、わが国 でも調 停 技 術 に関 する研 修 プログラムが実 施

されつつある。ADR の手 続 の種 類 や解 決 基 準 に応 じて、紛 争 解 決 に関 する専 門

的 知 見 を有 する者 を活 用 することもまた、ADR の健 全 な発 展 を図 っていく上 で有

益 であると考 えられる。  
 

                                      
10 司 法 制 度 改 革 審 議 会 意 見 では、知 的 財 産 権 関 係 事 件 、医 事 関 係 事 件 、建 築 関 係 事

件 、金 融 関 係 事 件 等 が挙 げられている。  
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【論 点 ３０】 

専 門 的 知 見 を有 する者 による ADR 主 宰 業 務 を認 める場 合 に、弁 護 士 法 第 72
条 の趣 旨 を損 なわないためには、法 的 知 識 の不 十 分 さが補 完 されること、及 び、

専 門 的 知 見 が適 確 に活 用 されることについての担 保 が確 保 される必 要 があるもの

と考 えられる。 
そこで、  

① 紛 争 分 野 又 は紛 争 解 決 に関 する専 門 的 知 見 を有 するものと認 められる者 は、

一 定 の適 格 性 を有 する ADR 業 務 において提 供 される ADR について、主 宰

業 務 を行 うことができるものとすることについて、どう考 えるか。  
（考 えられる適 格 性 の基 準 ）  

i） 弁 護 士 の関 与 ・助 言 を確 保 するために公 正 ・適 確 に ADR 業 務 を遂 行 す

ることができる組 織 的 基 礎 を有 すること  
ii） その専 門 家 の有 する専 門 的 知 見 が適 確 に活 用 され得 るかという点 につい

て、適 確 な判 断 能 力 をもって ADR 業 務 が遂 行 されること  
② ①に加 え、法 律 分 野 について高 度 の専 門 能 力 を有 するものと評 価 できる専

門 家 （一 定 の隣 接 法 律 専 門 職 種 等 の公 的 資 格 制 度 のある職 種 等 ）について

は、個 別 的 な検 討 を行 った上 、必 要 に応 じて、弁 護 士 の関 与 ・助 言 を得 るこ

となく、ADR 主 宰 業 務 を各 職 種 の業 務 として行 うことができるよう、個 別 法 令

上 に規 定 を設 けるものとして整 理 することについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

ADR の健 全 な発 展 に資 するよう、弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 目 的 、すなわち、

国 民 の権 利 ・利 益 を擁 護 し、法 律 生 活 の公 正 円 滑 な営 み、ひいては、法 律 秩 序

を維 持 するという公 益 目 的 を損 なわない範 囲 で、ADR 主 宰 業 務 について専 門 的

知 見 を有 する者 を活 用 しようとする場 合 、法 的 知 識 の不 十 分 さが補 完 されること

及 び特 例 を設 ける趣 旨 にのっとり専 門 的 知 見 が適 確 に活 用 されることについて

の担 保 が確 保 される必 要 があるものと考 えられる。  
このうち、①は、上 記 のような観 点 から ADR 業 務 について必 要 とされる適 格 性

に関 する基 準 を設 定 した上 で、幅 広 い専 門 家 を念 頭 に、適 格 性 を有 する ADR
業 務 おいて提 供 される ADR の主 宰 業 務 を認 めるという方 式 である。具 体 的 には、

紛 争 分 野 又 は紛 争 解 決 に関 する専 門 的 知 見 を有 する者 について、法 的 知 識 の

不 十 分 性 を弁 護 士 の関 与 ・助 言 を受 けることによって補 うことで、その者 の有 す

る専 門 的 知 見 を活 用 し得 る ADR について、ADR 主 宰 業 務 を行 うことができるよ
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うにし、国 民 の多 様 な紛 争 解 決 ニーズに対 応 しようとする考 え方 を示 したもので

ある。 
他 方 、②は、法 律 分 野 について高 度 の専 門 能 力 を有 するものと評 価 できる専

門 家 （一 定 の隣 接 法 律 専 門 職 種 等 の公 的 資 格 制 度 のある職 種 等 ）については、

①の適 格 性 のうち i）については、その職 種 であることをもって担 保 されるのだから、

合 わせて、ii）に関 して、対 象 となる ADR の分 野 等 も個 別 法 上 明 確 化 することに

よって、①とは別 の方 式 によって、ADR 主 宰 業 務 に関 する弁 護 士 法 第 72 条 の

特 例 を定 めるという整 理 も可 能 なのではないかという考 え方 を示 したものである。  
なお、検 討 の過 程 では、個 々の紛 争 や解 決 方 法 等 の態 様 に応 じて、必 要 な範

囲 で弁 護 士 の関 与 ・助 言 を求 めることはあり得 るものの、法 律 上 の要 件 として弁

護 士 の関 与 ・助 言 を得 るべきことを明 記 する必 要 はないのではないかという意 見

も示 されている。 
 
○ 内 容  
 （対 象 となる専 門 家 ）  

ADR 主 宰 業 務 において活 用 されることが有 効 な専 門 的 知 見 は、ADR の対 象

となる紛 争 分 野 、手 続 の種 類 、紛 争 解 決 基 準 等 に応 じて広 範 にわたり、かつ、そ

のような専 門 的 知 見 を有 することが担 保 される公 的 資 格 制 度 や研 修 制 度 が存

在 しない分 野 も多 い。  
したがって、基 本 的 には、その ADR を提 供 する ADR 機 関 が、個 々の紛 争 ごと

に、紛 争 分 野 等 を勘 案 し、その者 の有 する専 門 的 知 見 を活 用 し得 るものと判 断

した者 とすることが適 当 ではないかと考 えられる。①は、このような考 え方 によった

ものである。なお、これまでの検 討 では、紛 争 解 決 に関 する専 門 能 力 のように、公

的 資 格 や研 修 制 度 が存 在 しない分 野 については、中 長 期 的 な課 題 として、国 が

ADR 主 宰 者 となる資 格 を創 設 することを検 討 していく必 要 があるのではないかと

いう指 摘 もなされている。  
他 方 、②のような方 式 を付 加 する場 合 、その対 象 となり得 る専 門 家 の範 囲 に

ついては、隣 接 法 律 専 門 職 種 など既 存 の公 的 資 格 制 度 によって範 囲 を画 するこ

ととし、高 度 の法 的 知 識 を有 することがその資 格 付 与 の要 件 となっており、かつ、

ADR 主 宰 業 務 において活 用 することが有 益 と考 えられる専 門 的 知 見 を備 えてい

るものと判 断 される資 格 が対 象 となるものと整 理 することが適 当 ではないかと考

えられる。 
 （ADR 業 務 の適 格 性 ）  

①については、専 門 家 を活 用 する場 合 には、以 下 のような適 格 性 を有 する
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ADR 業 務 において提 供 される ADR を対 象 とすべきではないかと考 えられる11。 
I） 専 門 家 の法 的 知 識 の不 十 分 さを補 完 する観 点 から、弁 護 士 の関 与 ・助 言

を確 保 するため、公 正 ・適 確 にＡＤＲ業 務 を遂 行 することができる組 織 的 基

礎 を有 すること 
なお、弁 護 士 の関 与 ・助 言 の形 態 については、以 下 のような考 え方 に大 別

される。いずれの考 え方 によることが適 当 であるかについては、なお検 討 を

要 することとされている。  
i） 弁 護 士 が、専 門 家 の手 続 進 行 を常 時 チェックすることが必 要 であると

し、主 宰 者 の一 人 として手 続 の進 行 に加 わる12ことを求 める考 え方  
ii） 弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 を損 なうような状 況 があれば直 ちに是 正 でき

るよう、組 織 管 理 に弁 護 士 が参 画 していることを求 める考 え方  
iii） i）と ii）の中 間 的 なものとして、弁 護 士 が、手 続 の進 行 過 程 を通 じて、

随 時 適 切 に、専 門 家 に助 言 を与 える体 制 がとられていることを求 める

考 え方  
Ｉ Ｉ） 専 門 家 の有 する専 門 性 を適 切 に活 用 する観 点 から、ADR の対 象 となる

紛 争 分 野 、手 続 の種 類 、紛 争 解 決 基 準 等 を総 合 的 に勘 案 して、その専 門

家 の有 する専 門 的 知 見 が、個 々の手 続 において活 用 され得 るものか否 か

という点 について、適 確 な判 断 能 力 をもってＡＤＲ業 務 が遂 行 されること  
他 方 、②については、法 律 分 野 について高 度 の専 門 能 力 を有 するものと評 価

できる専 門 家 について、対 象 となる ADR の分 野 等 も合 わせて個 別 法 令 上 に規

定 する13ことによって、上 記 の I）及 びＩＩ）の適 格 性 に代 えるという整 理 をするもの

である。この場 合 、対 象 となる専 門 家 及 びＡＤＲの分 野 の範 囲 については、それ

ぞれの専 門 家 の業 務 内 容 の実 態 等 を踏 まえて個 別 に検 討 されることが適 当 であ

ると考 えられる。 
なお、検 討 の過 程 では、ほとんどの ADR について弁 護 士 法 第 72 条 との抵 触

が問 題 視 されることなく活 動 が続 けられている現 状 では、あえて、上 記 のような適

格 性 を設 定 して、弁 護 士 法 第 72 条 に違 反 しない範 囲 を明 確 化 する必 要 はない

                                      
11 弁 護 士 法 第 72 条 の特 例 として、一 定 の ADR 機 関 について、ADR 主 宰 業 務 に関 する

周 旋 を行 うことを業 とすることを認 めることとする場 合 にも、同 様 の検 討 が必 要 であると考 え

られる。 
12 複 数 の者 が共 同 して手 続 を主 宰 する、いわゆるパネル形 式 をとることを求 めるものであ

る。  
13 対 象 となる専 門 家 の有 する専 門 的 知 見 が ADR 主 宰 業 務 において活 用 されることが前

提 となる。例 えば、弁 理 士 は、知 的 財 産 関 係 紛 争 については専 門 的 知 見 を活 用 し得 るが、

一 般 的 な貸 金 紛 争 について専 門 的 知 見 を活 用 し得 るとは言 い難 いので、前 者 は弁 護 士 法

第 72 条 の適 用 除 外 を認 めることができても、後 者 は認 めることができないと考 えられる。  
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として、「ADR を公 正 かつ適 確 に行 うことができる機 関 において選 任 された者 が

行 う業 務 」という形 で、単 に、正 当 業 務 行 為 として弁 護 士 以 外 の者 による ADR
主 宰 業 務 が許 容 される場 合 があり得 る旨 のみを明 らかにし、その範 囲 について

は解 釈 に委 ねることでよいのではないかという意 見 も示 された。 
 
【論 点 ３１】 
  弁 護 士 法 第 72 条 の特 例 として、専 門 家 が ADR 主 宰 業 務 を行 うことを認 める

場 合 には、一 定 の不 適 格 者 はＡＤＲ主 宰 業 務 を行 うことができないものとする仕 組

みを設 けるものとすることについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

一 定 の専 門 家 について ADR 主 宰 業 務 に関 する弁 護 士 法 第 72 条 の特 例 を

認 めるにあたって、法 律 生 活 の公 正 円 滑 な営 みを害 し、法 律 秩 序 を維 持 すると

いう公 益 目 的 に反 する行 為 が発 生 することを未 然 に防 止 するという同 条 の趣 旨

を踏 まえ、反 社 会 性 が認 められる者 や専 門 職 種 の品 位 を失 う非 行 歴 のある者 に

ついては、たとえ専 門 的 知 見 を有 していても、ＡＤＲ主 宰 業 務 を行 うことができな

いものとするという考 え方 を示 したものである。  
 

（２）相 談 業 務 に関 する弁 護 士 法 第 72 条 の特 例  
 
【論 点 ３２】 

紛 争 分 野 又 は紛 争 解 決 に関 する専 門 的 知 見 を有 する者 について、その専 門

的 知 見 を活 かしうるＡＤＲにおいて、ＡＤＲ主 宰 業 務 を行 うことを認 める場 合 には、

合 わせて、ＡＤＲ主 宰 業 務 に準 じて、主 宰 業 務 と同 様 の考 え方 ・方 法 により、一 定

の範 囲 内 における相 談 業 務 も行 うことができるよう、弁 護 士 法 第 72 条 の特 例 を設

けるものとすることについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

ADR のみならず、相 談 手 続 も紛 争 解 決 に寄 与 するものである。  
したがって、国 民 が専 門 家 を主 宰 者 として関 与 するＡＤＲを利 用 して紛 争 解 決

を図 ることができるようにすることと合 わせ、相 談 手 続 に専 門 家 が関 与 することが

できるようにするため、ADR 主 宰 業 務 に関 する弁 護 士 法 第 72 条 の特 例 に準 じ

て、一 定 の場 合 には、弁 護 士 でない者 が相 談 業 務 を行 うことができるものとする

という考 え方 を示 したものである。  
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○ 内 容  
相 談 業 務 を行 うことを認 める場 合 にも、専 門 家 の有 する法 的 知 識 や専 門 的 知

見 に応 じた要 件 等 に関 して検 討 が必 要 となるが、ADR 主 宰 業 務 に関 する論 点 ３

０の検 討 を踏 まえて、相 談 業 務 への適 用 についても、これに準 じる形 で検 討 を進

めていくことが考 えられる。  
 

（３）ADR 代 理 業 務 14に関 する弁 護 士 法 第 72 条 の特 例  
 
【論 点 ３３】 

専 門 的 知 見 を要 する紛 争 について弁 護 士 以 外 の者 が ADR 代 理 業 務 を行 うこ

とができるよう、法 律 分 野 について高 度 の専 門 能 力 を有 するものと評 価 できる専

門 職 種 を対 象 に、個 別 的 な検 討 を行 った上 、必 要 に応 じて、ADR 代 理 業 務 を各

職 種 の業 務 として行 うことができるように個 別 法 令 上 に規 定 を設 けるものとして整

理 することについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

国 民 が ADR において専 門 性 の高 い紛 争 の実 効 的 解 決 を図 ることができるよう

にするため、また、専 門 家 が安 心 して専 門 的 知 見 を活 用 して ADR 代 理 業 務 を行

うことができるようにするため、弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 を維 持 しつつも、個 別 的

検 討 を踏 まえて、一 定 の専 門 職 種 に関 し、弁 護 士 法 第 72 条 にかかわらず、

ADR 代 理 業 務 を行 うことができる旨 を、個 別 法 令 上 、明 確 化 していくものとして

整 理 する15という考 え方 を示 したものである。  
さらに、この点 については、ADR に関 する基 本 的 な法 制 の中 にも、弁 護 士 法

第 72 条 の例 外 の対 象 となる専 門 家 や ADR の分 野 についての基 本 的 な規 定 を

盛 り込 んでおくべきではないかという意 見 もある。 
なお、以 上 のように、ADR 代 理 業 務 を行 うことが認 められる場 合 には、これに

付 随 するものとして、ＡＤＲ代 理 を受 任 した事 件 について、ＡＤＲ外 での相 対 交 渉

を行 う権 限 も有 することとなるものと解 されることにも留 意 する必 要 がある。  
 

                                      
14 代 理 の業 務 に関 連 して法 律 相 談 に応 ずる業 務 を含 む。  
15 民 間 部 門 が提 供 する ADR における代 理 に関 しては、弁 護 士 法 第 72 条 の例 外 として、

①法 務 大 臣 の認 定 を受 けた司 法 書 士 が、紛 争 の目 的 の価 額 が 90 万 円 以 下 の一 定 の民 事

紛 争 について代 理 すること（司 法 書 士 法 §3）、②弁 理 士 が、経 済 産 業 大 臣 が指 定 する者 が

行 う知 的 財 産 権 事 件 に関 する仲 裁 手 続 について代 理 すること（弁 理 士 法 §4）が、認 められ

ている。 
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○ 内 容  
 （弁 護 士 法 第 72 条 との関 係 ）  

弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 目 的 は今 後 とも意 義 を有 するものと考 えられる。した

がって、ADR 主 宰 業 務 の場 合 と同 様 、法 律 上 の紛 争 に関 する ADR 代 理 業 務

は、法 令 を紛 争 解 決 の判 断 基 準 とするか否 かにかかわらず法 律 事 務 にあたり、

弁 護 士 以 外 の者 が ADR 代 理 業 務 を行 うことができないものであるという原 則 は

維 持 しつつ、弁 護 士 法 第 72 条 の趣 旨 目 的 を損 ねない範 囲 で、同 条 の適 用 が除

外 されるよう、特 例 を定 めようとするものである。  
なお、司 法 制 度 改 革 のための裁 判 所 法 等 の一 部 を改 正 する法 律 案 による改

正 後 の弁 護 士 法 第 72 条 は、他 の法 律 に別 段 の定 めがある場 合 は弁 護 士 以 外

の者 による法 律 事 務 の取 扱 い等 を許 容 することを規 定 しており、個 別 法 にこのよ

うな特 例 を規 定 した場 合 には、その規 定 が「別 段 を定 め」にあたることとなる。  
 （職 種 ごとの個 別 的 検 討 の必 要 性 ）  

代 理 人 として関 与 することによって、ADR の紛 争 解 決 機 能 の充 実 に資 する専

門 的 知 見 としては、「紛 争 分 野 に関 する専 門 的 知 見 」が考 えられる。  
また、代 理 については、和 解 受 諾 等 は代 理 人 のみの判 断 で可 能 である一 方 、

その効 果 は本 人 に及 ぶものであり、また、代 理 業 務 遂 行 にあたっては、紛 争 の最

終 的 解 決 方 法 である訴 訟 に移 行 した場 合 の帰 趨 も見 据 えなければならないので、

専 門 家 には、法 律 分 野 についても相 当 程 度 高 度 な専 門 能 力 が要 求 されるべきも

のと考 えられる。 
さらに、ADR については、必 ずしもすべての紛 争 分 野 において、普 遍 的 に、専

門 家 代 理 人 に対 するニーズが存 在 するとはいえないのではないかとも考 えられ

る。 
したがって、法 律 分 野 と紛 争 分 野 の双 方 につき高 度 の専 門 能 力 を有 すること

が一 般 的 であると認 められる職 種 であることのみならず、そのような職 種 の専 門

家 を代 理 人 として紛 争 解 決 を図 ることに対 するニーズが存 在 することについて、

個 別 的 に検 討 する必 要 があると考 えられる。  
 （対 象 となる職 種 ） 

既 存 の公 的 資 格 制 度 によって対 象 となる職 種 の範 囲 を判 断 することとし、相

当 程 度 以 上 の法 的 知 識 を有 することがその資 格 付 与 の要 件 となっており、かつ、

ADR 代 理 業 務 において活 用 することが有 益 と考 えられる専 門 的 知 見 に関 する

資 格 を対 象 として、個 別 的 検 討 を進 めていくことが適 当 ではないかと考 えられる16 

                                      
16 公 的 資 格 制 度 のない専 門 家 についても専 門 家 代 理 人 として活 用 するニーズも可 能 性 と

してはありうるものの、同 時 に法 律 分 野 に関 する高 度 の専 門 能 力 も要 求 されることを踏 まえ
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 （対 象 となる ADR 業 務 ）  
一 定 の専 門 職 種 にある者 について刑 罰 法 規 である弁 護 士 法 第 72 条 の適 用

除 外 を認 める前 提 として、その者 の有 する専 門 的 知 見 が ADR 代 理 業 務 を行 う

上 で活 用 されることが必 要 である。 
どのような ADR において専 門 的 知 見 を活 用 し得 るかは、ADR 主 宰 業 務 のよう

に多 様 ではなく、その職 種 に応 じて自 ずから限 定 されるものと考 えられる。したが

って、一 定 の職 種 につき ADR 代 理 業 務 を行 うことを認 めるか否 かを検 討 する際

に、合 わせて、対 象 となる紛 争 分 野 、また、必 要 に応 じて、手 続 の種 類 も検 討 し、

個 別 法 令 上 明 確 化 することが適 当 ではないかと考 えられる。 
 
【論 点 ３４】 

一 定 の専 門 職 種 について、弁 護 士 法 第 72 条 の特 例 として、個 別 的 に ADR 代

理 業 務 を行 うことを認 める場 合 に、更 に、ＡＤＲ代 理 を受 任 していなくても、ＡＤＲ代

理 業 務 の遂 行 に必 要 な範 囲 で、相 対 交 渉 における和 解 についての代 理 権 も認 め

るべきではないかという考 え方 もある。これについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

論 点 ３３の趣 旨 のとおり、ADR 代 理 を受 任 した事 件 については、ADR 代 理 業

務 に付 随 してＡＤＲ外 での相 対 交 渉 を行 う権 限 を有 するものと解 されるが、それに

加 えて、例 えば、ＡＤＲ代 理 についての具 体 的 な受 任 契 約 の締 結 前 であっても、

ADR 代 理 を受 任 することを前 提 として、あるいは、前 提 としなくても、依 頼 者 の相

談 に応 じて相 対 交 渉 を行 うことができるようにすべきではないかという考 え方 17も

ある。 
これに対 し、特 定 の ADR における業 務 であることに着 目 して代 理 業 務 を認 め

る以 上 、少 なくとも、その ADR における代 理 を受 任 することを前 提 とする場 合 に

限 定 すべきであるし、そのような限 定 が困 難 ならば、むしろ、ADR 代 理 を受 任 した

事 件 に限 るべきであるとの意 見 もある。 

                                                                                                                     
ると、基 本 的 には、公 的 資 格 制 度 の存 在 する職 種 を対 象 に検 討 することが適 当 であると考

えられる。  
17 現 行 制 度 では、司 法 書 士 に対 する簡 易 裁 判 所 での訴 訟 代 理 権 付 与 に際 して、具 体 的 な

訴 訟 代 理 契 約 を締 結 していなくとも（訴 訟 代 理 を受 任 することを前 提 としていなくても）、依 頼

者 の利 益 に適 った解 決 を図 るためには相 対 交 渉 や ADR による和 解 についても代 理 業 務 を

行 う必 要 があるという考 え方 により、裁 判 外 の和 解 についての代 理 権 が規 定 上 付 与 されて

いる例 がある。  
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８．特 例 的 事 項 の適 用 における ADR の適 格 性 の確 認 方 法  
 
○ 上 記 １～７に掲 げたとおり、ADR の利 用 促 進 等 を図 るために実 体 法 ・手 続 法

上 の特 例 を設 ける場 合 、少 なくとも一 部 の特 例 については、要 件 の一 つとして、

「一 定 の適 格 性 を有 する ADR であること」が求 められることとなると考 えられ

る。 
 
○ この場 合 に、一 定 の適 格 性 を有 する ADR であることを確 認 する方 法 としては、  

① 一 義 的 な判 断 は当 事 者 に委 ねるとともに、適 格 性 を有 することの確 認 が必

要 となった段 階 で、個 別 の手 続 ごとに、当 事 者 の主 張 立 証 を通 じて裁 判 所

が判 断 する方 法 （当 事 者 立 証 方 式 ） 
② ADR に係 るサービスの提 供 者 からの申 請 に基 づき、あらかじめ、公 的 な機

関 （例 えば、国 の行 政 機 関 ）が適 格 性 を有 することを確 認 （認 定 ）してその

旨 を公 にする（適 格 性 を有 しないこととなったときには、認 定 を取 り消 す。）

ことによって、個 別 の手 続 ごとの判 断 を不 要 とする方 法 （事 前 確 認 方 式 ）  
が考 えられる。 

 
○ 両 方 式 は、必 ずしも、二 者 択 一 的 な関 係 に立 つものではなく、観 念 的 には、  

① 当 事 者 立 証 方 式 のみによる方 法 、 
② 事 前 確 認 方 式 のみによる方 法 、のほかに、 
③ 事 前 確 認 方 式 を原 則 としつつ、当 事 者 立 証 方 式 も補 完 的 に用 いる方 法 、  
④ 当 事 者 立 証 方 式 を原 則 としつつ、事 前 確 認 方 式 も補 完 的 に用 いる方 法 1 
という組 み合 わせが考 えられる。 
特 例 を設 ける場 合 には、各 々の法 的 効 果 等 や両 方 式 の性 格 等 を踏 まえ、最

も適 当 と考 えられる方 法 を見 出 していくことが求 められる。  
 

 
○ ところで、事 前 確 認 方 式 を採 り入 れることについては、以 下 のような慎 重 論 が

ある。 

                                      
1 ④にあっては、事 前 確 認 は、あくまでも、個 々の手 続 における適 格 性 要 件 の充 足 の立 証 を

容 易 にするための措 置 であるから、事 前 確 認 の効 果 については、法 的 効 果 等 の発 生 に直 接

結 びつけるのではなく、個 々の手 続 が要 件 を充 足 することについての法 律 上 又 は事 実 上 の

推 定 効 にとどめるという考 え方 になじみやすいと考 えられる。その場 合 には、事 前 確 認 がある

ときでも、推 定 が覆 り、事 後 的 に特 例 の適 用 が否 定 されてしまうこともあり得 るので、予 測 可

能 性 の確 保 が重 視 される特 例 について④の方 式 を採 用 することに関 しては、留 意 が必 要 で

あると考 えられる。  
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① 事 前 確 認 方 式 の下 では、制 度 の実 効 性 を確 保 するため、認 定 後 の公 的

機 関 の継 続 的 なチェック（管 理 ）を伴 うこととなるので、ADR の自 主 性 を損

ねるおそれがあるのではないか。 
② 事 前 確 認 方 式 の導 入 に伴 う労 力 やコストは多 大 であって、制 度 を導 入 す

ることのメリットよりもデメリットの方 が大 きくなる可 能 性 があるのではないか。

また、実 効 性 のある事 前 確 認 方 式 を制 度 設 計 できるかどうか、十 分 に検

証 されていないのではないか。  
③ ADR に係 る基 本 理 念 に関 する議 論 においても、ADR の健 全 な発 展 を図

るための諸 方 策 を講 じていく上 で旨 とすべき点 の一 つとして、手 続 ・解 決 基

準 等 の多 様 性 の重 視 が掲 げられており、たとえ特 例 の適 用 対 象 を適 切 に

画 するためとはいえ、ADR に関 して公 的 な確 認 の制 度 を設 けることは、こう

した理 念 と矛 盾 するのではないか、あるいは、実 質 的 に ADR を格 付 けする

ものと受 け取 られるのではないか。 
④ 司 法 制 度 改 革 が、事 前 規 制 型 社 会 から事 後 チェック型 社 会 への転 換 に

対 応 するものとして行 われる以 上 、極 力 、事 前 確 認 方 式 は避 けるべきでは

ないか。 
 
○ これに対 し、以 下 のように、事 前 確 認 方 式 を採 り入 れることを検 討 する必 要 が

あるのではないかという考 え方 もある。  
① ADR 全 体 としての多 様 性 を確 保 するためにこそ、少 なくとも、一 定 の ADR

には、いわば、訴 訟 との競 争 も可 能 となるような法 的 効 果 等 を付 与 する途

を 開 く べ き で は な い か 。 も ち ろ ん 、 そ の よ う な 法 的 効 果 等 の 付 与 が な い

ADR についても、それぞれの特 色 を活 かしつつ、国 民 の多 様 なニーズに応

えていくことは十 分 可 能 であるし、また、期 待 されているところではないか。  
② その与 える影 響 の大 きさにかんがみれば、法 的 効 果 等 の付 与 の対 象 とな

る ADR については、現 行 制 度 との整 合 性 等 にも十 分 配 慮 しつつ、それぞ

れの法 的 効 果 等 の性 格 に応 じて、一 定 の適 格 性 を満 たすものに限 定 する

必 要 があると考 えられる。しかし、極 めて多 種 多 様 な ADR が、特 別 の法 律

に基 づくことなく設 立 される ADR 機 関 の下 で、各 機 関 が制 定 する規 則 や

当 事 者 間 の合 意 により設 定 される手 続 ・解 決 基 準 に従 って提 供 されている

状 況 にある中 で、適 格 性 を満 たしているのかという点 の一 義 的 な判 断 を当

事 者 （最 終 的 には裁 判 所 ）に委 ねることは、当 事 者 の予 測 可 能 性 を確 保

する等 の観 点 から見 て、現 実 的 でなく、かえって二 次 的 な紛 争 の原 因 にな

りかねないことも多 いのではないか。  
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○ このように、法 的 効 果 等 を付 与 する場 合 に必 要 となる ADR の適 格 性 を確 認

する方 法 として事 前 確 認 方 式 を採 用 することについては賛 否 両 論 があるが、こ

れまでの検 討 では、次 のような意 見 が出 されている。  
① 事 前 認 定 方 式 には、認 定 に伴 う国 の関 与 によって ADR の自 主 性 が損 な

われる可 能 性 がある等 の問 題 が多 く、選 択 肢 とすること自 体 に反 対 であ

る。また、事 前 確 認 方 式 を採 用 せざるを得 ない法 的 効 果 等 があるならば、

その法 的 効 果 等 については、付 与 を放 棄 する方 がよいのではないか。  
② 利 用 者 や主 宰 者 の予 測 可 能 性 を確 保 することの重 要 性 等 にかんがみれ

ば、事 前 確 認 方 式 の必 要 性 を肯 定 的 に捉 えることも必 要 ではないか。ま

た、事 前 確 認 方 式 を採 用 できなければ、法 的 効 果 等 のほとんどについて

は制 度 を設 ける実 質 的 意 義 がなくなってしまうが、その得 喪 をよく考 える

必 要 があるのではないか。 
③ 利 用 者 からも的 確 に判 断 できる形 で適 格 性 に関 する要 件 が設 定 できるの

であれば当 事 者 立 証 方 式 としてもよいが、それが難 しいのであれば、国 の

関 与 を最 小 限 にする工 夫 をした上 で、事 前 確 認 方 式 も念 頭 に置 かざるを

得 ないのではないか。  
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（１）事 前 確 認 方 式 に関 する基 本 的 な考 え方 と仕 組 み  
 
【論 点 ３５】  

特 例 的 事 項 の適 用 にあたって必 要 とされる「一 定 の適 格 性 を有 する ADR であ

ること」の確 認 方 法 として、特 例 の適 用 を受 けられることについての予 測 可 能 性 を

確 保 する等 のため、ADR 機 関 等 からの申 請 に基 づいて、公 的 機 関 が事 前 に確 認

する方 式 （任 意 の事 前 確 認 方 式 ）を採 用 することについて、どう考 えるか。  
（考 えられる任 意 の事 前 確 認 方 式 の仕 組 み）  

事 前 確 認 方 式 の仕 組 みについては、これまでに十 分 な検 討 が行 われたとはい

い難 く、また、ADR に関 する基 本 的 な法 制 の枠 組 みとも関 連 する問 題 であるので、

現 段 階 で、具 体 的 な内 容 を示 すことは困 難 であるが、基 本 的 なイメージを例 示 す

ると以 下 のとおりである。  
① 確 認 主 体 ・・・国 の行 政 機 関 （例 えば、○○大 臣 ）とすることが考 えられる。なお、

確 認 に当 たって必 要 となる審 査 のための実 地 調 査 等 については、第 三 者 機 関

に委 ねる仕 組 みとすることも考 えられる。  
② 確 認 基 準 ・・・基 本 的 には、論 点 ２０、２１、２３、２５、３０に考 えられる適 格 性 の

基 準 として掲 げた事 項 とすることが考 えられる。  
③ 確 認 対 象 ・・・ADR 機 関 を単 位 に確 認 するという方 法 のほかにも、ADR 業 務 ・

相 談 業 務 ごとに確 認 を受 けられる（一 つの ADR 機 関 ・相 談 機 関 において、確 認

対 象 業 務 とそれ以 外 の業 務 を並 行 して行 うことが可 能 ）仕 組 みとすることも考 え

られる。  
④ 確 認 の取 消 等 ・・・確 認 対 象 業 務 が継 続 的 に確 認 基 準 を満 たしていることをチ

ェックし、満 たしていない場 合 には適 切 に確 認 取 消 等 を行 うことができるようにす

る必 要 があると考 えられる。このため、確 認 対 象 業 務 を提 供 する ADR 機 関 等

に対 し、業 務 に関 する帳 簿 書 類 の作 成 ・保 存 、認 定 に係 る業 務 の変 更 の届 出

等 を義 務 付 けるほか、①の確 認 主 体 に質 問 検 査 権 等 を付 与 することなどを検

討 する必 要 があると考 えられる。  
⑤ その他 ・・・④の実 効 性 を担 保 するため、④の義 務 違 反 や検 査 忌 避 等 に対 す

る罰 則 を検 討 することも必 要 と考 えられる。  
（注 ）これまでの検 討 では、任 意 の事 前 確 認 方 式 の必 要 性 を評 価 する意 見 がある

一 方 で、強 い消 極 意 見 も出 されている。  
 
○ 趣 旨  

特 例 的 事 項 の適 用 要 件 の一 つである ADR の適 格 性 の確 認 方 法 として、あら

かじめ公 的 機 関 が包 括 的 に適 格 性 を満 たすことを確 認 し、その旨 を公 に明 らか
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にする方 式 （事 前 確 認 方 式 ）について、考 えられ得 る基 本 的 な仕 組 みのイメージ

を示 した上 で、特 例 的 事 項 の創 設 に合 わせて事 前 確 認 方 式 を採 用 することにつ

いて意 見 を求 めるものである。  
なお、確 認 を受 けることは義 務 的 なものではなく、任 意 の申 請 に基 づくものであ

って、別 段 の制 限 がある場 合 を除 き、確 認 を受 けなくとも、ADR 業 務 を遂 行 する

ことは可 能 である。  
 
○ 内 容  
 （確 認 主 体 ）  

確 認 主 体 となる公 的 機 関 としては、国 の行 政 機 関 、具 体 的 には、○○大 臣 と

することが考 えられる。具 体 的 な機 関 については、ADR に関 する基 本 的 な法 制

の枠 組 み等 とも関 連 する問 題 であるので、一 元 的 にいずれかの行 政 機 関 が行 う

こととなるのか複 数 が関 与 することとなるのかという点 を含 め、現 段 階 で、方 向 性

を示 すことは困 難 である。  
なお、事 前 確 認 方 式 をとることによって ADR の自 主 性 が阻 害 されるという懸 念

をできる限 り除 去 するために、例 えば、確 認 基 準 を満 たしているか否 かの審 査 や

確 認 後 の監 督 に関 する作 業 を第 三 者 機 関 に委 ねることによって、国 による直 接

の関 与 をできる限 り小 さくする工 夫 が必 要 であるとの指 摘 がある。確 認 主 体 に関

しては、このような指 摘 を踏 まえ、更 に検 討 すべきものと考 えられる。  
 （確 認 基 準 ・確 認 取 消 等 ）  

確 認 基 準 （確 認 取 消 基 準 ）に関 しては、過 去 における ADR 業 務 の実 績 、特 に、

個 々の紛 争 解 決 結 果 の適 正 性 が基 準 に含 まれることとなれば、ADR の自 主 性

が著 しく損 なわれることとなるのではないか、事 前 確 認 方 式 の実 効 性 を確 保 する

ための監 督 に当 たって、確 認 基 準 の設 定 如 何 によっては、個 別 事 件 における秘

密 保 護 の要 請 との調 整 が困 難 となるのではないかとの指 摘 もある。さらに、同 様

の観 点 から、できる限 り外 形 的 に判 断 可 能 な確 認 基 準 を設 定 するよう努 める必

要 があるのではないかとの指 摘 がある。また、確 認 基 準 の設 定 如 何 にもよるが、

法 人 格 を有 しない ADR 機 関 等 が提 供 する ADR も確 認 の対 象 となることとした

場 合 、確 認 後 の対 象 業 務 の継 続 性 を担 保 できず、事 前 確 認 方 式 の実 効 性 の確

保 が困 難 となるのではないかとの指 摘 もある。  
確 認 基 準 に関 しては、これらの指 摘 を踏 まえ、今 後 、更 に検 討 すべきものと考

えられる。  
 （確 認 対 象 ）  

事 前 確 認 方 式 を採 用 する場 合 、ADR の多 様 性 を阻 害 するのではないか、国

による格 付 けと受 け取 られるおそれがあるのではないかといった、事 前 確 認 方 式
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そのものに対 する懸 念 があることに十 分 配 慮 する必 要 がある。また、一 つの ADR
機 関 等 において、利 用 者 の多 様 なニーズ等 に応 じて複 数 種 類 の手 続 を提 供 した

り、同 じ種 類 の手 続 であっても、利 用 者 のニーズ等 に応 じて、手 続 進 行 に係 るル

ール設 定 の厳 格 性 等 の面 で、複 数 のタイプの手 続 を提 供 したりすることも考 えら

れ、そのような実 態 にも配 慮 する必 要 がある。  
このような観 点 から、ADR 機 関 ・相 談 機 関 単 位 ではなく、ADR 業 務 ・相 談 業

務 単 位 で確 認 を受 けられる仕 組 みとすることによって、一 つの ADR 機 関 ・相 談 機

関 の中 でも、確 認 の基 準 を満 たす手 続 とそれ以 外 の手 続 を並 行 して提 供 できる

ようにすることも考 えられる。  
なお、確 認 対 象 に関 しては、外 国 ADR 機 関 等 が提 供 する ADR を対 象 とする

かどうかという点 についても、更 に検 討 する必 要 がある。  
 （その他 ）  

事 前 確 認 方 式 を採 用 する場 合 には、理 論 的 には、特 例 ごとに確 認 基 準 を設

定 し、適 格 性 の充 足 につき確 認 を受 けようとする特 例 ごとに制 度 が考 えられるこ

とになるが、複 数 の特 例 の確 認 基 準 がほぼ共 通 することとなれば、一 つの確 認 に

より複 数 の特 例 に係 る適 格 性 を確 認 するという方 法 とすることも考 えられる。  
 
（２）各 法 的 効 果 等 への適 用  

 
【論 点 ３６】  

時 効 の中 断 に関 する特 例 を設 ける場 合 、時 効 制 度 の性 格 を踏 まえると、債 権

者 ・債 務 者 双 方 の予 測 可 能 性 を確 保 する観 点 から、ADR の適 格 性 を確 認 する方

法 として事 前 確 認 方 式 の採 用 を検 討 することも必 要 ではないかという考 え方 があ

る。確 認 を受 けた ADR の申 立 てを対 象 として時 効 の中 断 を認 めることについて、

どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

時 効 中 断 は、債 権 者 ・債 務 者 双 方 にとって、権 利 義 務 が存 続 するか消 滅 する

かの問 題 である。そのような性 格 から、その ADR の申 立 てによって確 実 に時 効

中 断 の効 力 が生 ずることが、一 般 の権 利 者 、義 務 者 であっても容 易 にチェックで

きなければ、制 度 を整 備 する意 義 がないものと考 えられる。例 えば、少 なくとも、

論 点 ２０の①に掲 げた適 格 性 が必 要 とされるならば、権 利 者 は時 効 が中 断 する

調 停 手 続 であるという認 識 で交 渉 を進 めたが、義 務 者 は単 なる苦 情 の申 し出 で

あるという認 識 で応 対 していたという場 合 に、不 調 後 の訴 訟 において、そもそも

ADR の手 続 があったのかという点 が争 いとなってしまう可 能 性 は少 なくない。そう
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なれば、制 度 としての実 効 性 がない、言 い換 えれば、その ADR の申 立 てが特 例

の適 用 対 象 となるか否 かについて、当 事 者 の予 測 可 能 性 が確 保 されなければ、

特 例 を設 ける意 義 がないものと考 えられる（場 合 によっては、弊 害 も生 ずる。）。  
このように、当 事 者 の予 測 可 能 性 が確 保 されることを制 度 整 備 の必 要 条 件 と

考 える立 場 をとれば、時 効 の中 断 に関 する特 例 を設 ける場 合 には、ADR の適 格

性 の確 認 方 法 として事 前 確 認 方 式 を採 用 し、確 認 を受 けた ADR の申 立 てを特

例 の適 用 対 象 とすることが、一 つの案 として考 えられる。  
この場 合 、確 認 を受 けた ADR の申 立 てであっても、個 々の手 続 において基 準

に反 する手 続 進 行 等 があったときに、債 務 者 を保 護 するための措 置 が必 要 かど

うかという点 については、更 に検 討 を要 するものと考 えられる。  
なお、検 討 の過 程 では、当 事 者 の予 測 可 能 性 の確 保 については、当 事 者 があ

らかじめ容 易 に確 認 できるような適 格 性 を設 定 することによって解 決 すべきという

立 場 から、事 前 確 認 方 式 を採 用 せず、当 事 者 立 証 方 式 のみによることの可 能 性

を追 求 すべきではないかという考 え方 も示 された2。  
また、時 効 についても、当 事 者 の予 測 可 能 性 をそれほど重 視 する必 要 はなく、

当 事 者 がたとえ容 易 にチェックできなくとも、制 度 を整 備 する意 義 はなお小 さくな

いのではないかという意 見 もあった。  
 

                                      
2 具 体 的 に示 された案 としては、参 考 資 料 １７の委 員 意 見 に掲 げたような方 法 がある。ただ

し、この案 については、現 行 の時 効 制 度 との整 合 性 の観 点 から問 題 があるのではないかとい

う指 摘 もなされている。  
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【論 点 ３７】  
執 行 力 の付 与 に関 する特 例 を設 ける場 合 、ADR の適 格 性 を確 認 する方 法 とし

ては、執 行 力 の性 格 にかんがみると、適 格 性 を有 することを当 事 者 の主 張 立 証 に

委 ねること（当 事 者 立 証 方 式 ）は不 適 当 であると考 えられるので、事 前 確 認 方 式

を採 用 し、確 認 を受 けた ADR の下 で作 成 された ADR 和 解 文 書 に限 って、執 行 力

を付 与 することとなるものと考 えられる。  
このような前 提 の下 で、執 行 力 を付 与 することについて、どう考 えるか。  

 
○ 趣 旨  

執 行 力 は、債 務 者 の意 思 にかかわらず、債 務 名 義 に基 づいて、国 家 権 力 をも

ってその財 産 等 を 強 制 的 に 債 権 者 に 移 転 した りするものである。したがって、

ADR の適 格 性 に関 する要 件 の確 保 については、慎 重 の上 にも慎 重 を期 す必 要

があり、当 事 者 の主 張 立 証 に委 ねられてよいというものではなく、国 としても、要

件 を確 認 する必 要 があるとも考 えられる。もちろん、当 事 者 の予 測 可 能 性 が確 保

されることも必 要 である。  
したがって、執 行 力 の付 与 に関 する特 例 を設 ける場 合 には、ADR の適 格 性 の

確 認 方 法 として事 前 確 認 方 式 を採 用 し、確 認 を受 けた ADR の下 で作 成 された

ADR 和 解 文 書 に限 って、執 行 決 定 の申 立 てをすることができるものとすることに

なると考 えられる3。 
 

                                      
3 同 様 の考 え方 によるものであるが、検 討 の過 程 では、対 象 となる ADR を提 供 する機 関 を

個 別 に法 定 すべきではないかという意 見 も出 された（参 考 資 料 １７参 照 ）。ただし、このような

方 法 については、任 意 に設 立 された民 間 ADR 機 関 を法 律 に規 定 することの困 難 性 、適 格

性 に問 題 が生 じた場 合 に迅 速 な対 応 をとることの困 難 性 等 の問 題 があるという指 摘 もなされ

た。  
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【論 点 ３８】  
調 停 前 置 主 義 の不 適 用 に関 する特 例 を設 ける場 合 における適 格 性 の確 認 方

法 については、特 例 をどのような仕 組 みとするかによって、次 のように異 なってくる

ものと考 えられる。  
① 裁 判 所 の個 別 判 断 により調 停 前 置 主 義 の適 用 を除 外 し得 る事 由 の一 つ

として例 示 する案 （論 点 ２３の②の考 え方 ）をとる場 合 には、事 前 確 認 方

式 を採 用 する必 要 性 はないものと考 えられる。  
② 一 定 の ADR を経 ている場 合 を一 律 に調 停 前 置 主 義 の例 外 とする案 （論

点 ２３の①の考 え方 ）をとる場 合 には、当 事 者 の予 測 可 能 性 を確 保 するこ

とに主 眼 を置 くものであるから、事 前 確 認 方 式 の採 用 が前 提 になるものと

考 えられる。  
このような前 提 の下 で、調 停 前 置 主 義 の不 適 用 に関 する特 例 を設 ける場 合 、

事 前 確 認 方 式 を採 用 せずに論 点 ２３の②の方 法 による案 と、事 前 認 定 方 式 を採

用 した上 で論 点 ２３の①の方 法 による案 のいずれを適 当 と考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

調 停 前 置 主 義 の不 適 用 に関 する特 例 を設 ける場 合 における適 格 性 の確 認 方

法 については、特 例 をどのような仕 組 みとするかによって、自 ずから異 なってくる

のではないかという考 え方 を示 したものである。  
まず、裁 判 所 の個 別 判 断 により調 停 前 置 主 義 の適 用 を除 外 し得 る事 由 の一

つとして例 示 する考 え方 にあっては、個 々の手 続 における交 渉 経 緯 を裁 判 所 が

審 査 することとなるので、事 前 確 認 方 式 を採 用 する必 要 性 はないものと考 えられ

る。 
他 方 、一 定 の ADR を経 ている場 合 を一 律 に調 停 前 置 主 義 の例 外 とする考 え

方 にあっては、当 事 者 の予 測 可 能 性 が重 視 されるとともに、裁 判 所 による個 別 審

査 を経 ることなく、裁 判 所 による調 停 に自 動 的 に代 替 するものと位 置 付 けるもの

であるから、事 前 確 認 方 式 を採 用 し、あらかじめ、裁 判 所 による調 停 に実 質 的 に

代 替 し得 ることを確 実 に確 認 しておくことが前 提 となるものと考 えられる。  
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【論 点 ３９】  
ADR の開 始 による訴 訟 手 続 の中 止 に関 する特 例 を設 け、かつ、ADR の適 格

性 に関 する要 件 を必 要 と考 える場 合 の適 格 性 の確 認 方 法 については、基 本 的 に

は、事 前 確 認 方 式 を採 用 する必 要 はないものと考 えられる。これについて、どう考

えるか。  
（注 ）別 案 として、裁 判 所 が個 別 判 断 する際 の指 針 を示 すという観 点 から、当 事 者

立 証 方 式 を原 則 としつつ、事 前 確 認 方 式 を補 完 的 に採 用 してはどうかという考 え

方 もある。  
 
○ 趣 旨  

訴 訟 手 続 の中 止 に関 する特 例 については、当 事 者 の予 測 可 能 性 を確 保 する

要 請 は低 く、また、中 止 の決 定 やその取 消 （決 定 ）は、もっぱら裁 判 所 の自 由 裁

量 に委 ねられることとなる。  
したがって、事 前 確 認 方 式 を採 用 する必 要 性 は、他 の特 例 に比 較 すると小 さ

いと考 えられる。  
ただし、別 案 のように、裁 判 所 が、適 正 ・迅 速 な審 理 の実 現 という要 請 と比 較

衡 量 し、迅 速 に訴 訟 手 続 の中 止 決 定 をすべきか否 かを判 断 し得 るよう、補 完 的

に事 前 確 認 方 式 を採 用 し、裁 判 所 が個 別 判 断 する際 の指 針 を示 すことも考 えら

れるのではないかという考 え方 もある。  
 
【論 点 ４０】  

刑 罰 法 規 である弁 護 士 法 第 72 条 の適 用 を除 外 するものとして、非 弁 護 士 によ

る ADR 主 宰 業 務 ・相 談 業 務 について弁 護 士 法 第 72 条 に関 する特 例 を設 ける場

合 、ADR 業 務 の適 格 性 を確 認 する方 法 としては、それらの業 務 を行 おうとする非

弁 護 士 の予 測 可 能 性 の確 保 及 び犯 罪 の構 成 要 件 の明 確 性 の確 保 の観 点 から、

事 前 確 認 方 式 の採 用 を積 極 的 に検 討 することが必 要 になるものと考 えられる。  
ADR 主 宰 業 務 ・相 談 業 務 について弁 護 士 法 第 72 条 に関 する特 例 を設 ける場

合 に、事 前 確 認 方 式 を採 用 することについて、どう考 えるか。  
 
○ 趣 旨  

非 弁 護 士 による ADR 主 宰 業 務 ・相 談 業 務 について弁 護 士 法 第 72 条 の特 例

を設 ける場 合 、刑 罰 法 規 である弁 護 士 法 第 72 条 の構 成 要 件 の明 確 性 という要

請 から、解 釈 の余 地 が広 く残 らないような形 で規 定 を整 備 する必 要 がある。また、

そもそも、弁 護 士 法 第 72 条 に違 反 しないで ADR 主 宰 業 務 ・相 談 業 務 を行 うこと

ができる範 囲 をできる限 り明 らかにし、専 門 家 が安 心 して業 務 を遂 行 できるように
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することが、特 例 を設 ける主 目 的 の一 つであるから、解 釈 の余 地 が広 く残 るよう

であれば、制 度 を設 ける意 義 は極 めて限 定 的 なものとなる。  
したがって、非 弁 護 士 による ADR 主 宰 業 務 ・相 談 業 務 につき弁 護 士 法 第 72

条 に関 する特 例 を設 ける場 合 には、適 格 性 を有 することの確 認 方 法 として事 前

確 認 方 式 を採 用 し、認 定 を受 けた ADR における主 宰 業 務 等 を特 例 の適 用 対 象

とすることが、一 つの案 として考 えられる。  
ただし、事 前 確 認 方 式 を採 用 したからといって、認 定 を受 けていない ADR 主 宰

業 務 ・相 談 業 務 について、正 当 業 務 行 為 として違 法 性 が阻 却 される可 能 性 が否

定 されるものではない。  
なお、検 討 の過 程 では、「ADR を公 正 かつ適 確 に行 うことができる機 関 におい

て選 任 された者 が行 う業 務 」という形 で、単 に、正 当 業 務 行 為 として弁 護 士 以 外

の者 による ADR 主 宰 業 務 が許 容 される場 合 があり得 る旨 のみを明 らかにし、そ

の範 囲 については解 釈 に委 ねることでよく、事 前 確 認 方 式 の採 用 や、その前 提 と

なる一 定 の適 格 性 の基 準 を設 定 すること自 体 が不 要 ではないかという意 見 も示

された。しかし、依 然 として解 釈 の余 地 が広 く残 る点 において、上 記 のような特 例

を設 ける主 目 的 には沿 わないのではないかとの指 摘 もある。  
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 第六 各事項の適用範囲   

 
○ ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整 備 することとした場 合 には、ADR に関 する基

本 的 な法 制 の枠 組 みについて、基 本 的 事 項 、一 般 的 事 項 、特 例 的 事 項 のそ

れぞれについて、大 枠 として、「第 一  検 討 の対 象 とする ADR の範 囲 」におけ

る ADR のうち、どのような範 囲 の ADR を適 用 対 象 とすることが適 当 かという

点 を検 討 する必 要 がある。  
 
○ ADR に関 する基 本 的 な法 制 の適 用 範 囲 について、これまでの検 討 では、総 論

として、次 のような指 摘 がなされている。  
① 基 本 的 事 項 については、国 として ADR を社 会 における紛 争 解 決 機 能 の拡

充 を図 る上 で重 要 な役 割 を果 たすものと位 置 づけ、その健 全 な発 展 のた

めの法 的 基 盤 を提 供 するものである。したがって、規 定 を置 く場 合 には、提

供 主 体 や手 続 類 型 を問 わず、幅 広 い手 続 を対 象 とすることを原 則 とすべき

ではないか。  
② 一 般 的 事 項 については、ADR の提 供 体 制 や手 続 の公 正 性 ・信 頼 性 を確

保 するための法 制 整 備 を目 的 とするものである。したがって、  
i）  どのような種 類 の手 続 に適 用 するかという点 については、項 目 に応 じた

検 討 が必 要 ではないか。 
ii）  また、どのような主 体 が提 供 する手 続 に適 用 するかという点 については、

すでに個 別 法 の規 定 がある司 法 型 ・行 政 型 ADR は除 かれてもよいの

ではないか。  
③ 特 例 的 事 項 については、ADR に一 定 の法 的 効 果 等 を付 与 することによっ

て利 用 を促 進 することを目 的 とするとともに、こうしたいわば訴 訟 とも競 争 で

きるような ADR の存 在 により、利 用 者 にとって、より多 様 な選 択 を可 能 に

するとともに、ADR 全 体 に対 する信 頼 性 の向 上 にもつながることを期 待 す

るものである。したがって、規 定 に応 じて、対 象 となる手 続 はおのずと限 定

されてくるのではないか。  
 
○ 以 下 では、これまでの検 討 状 況 を踏 まえて、ADR に関 する基 本 的 な法 制 を整

備 する場 合 における、基 本 的 、一 般 的 、特 例 的 事 項 のそれぞれの適 用 範 囲 に

ついて、更 に検 討 を深 めるべき論 点 を掲 げている。  
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【論 点 ４１】  
基 本 的 な法 制 を整 備 する場 合 、基 本 的 事 項 、一 般 的 事 項 、特 例 的 事 項 の各

事 項 の適 用 範 囲 として、次 のような基 本 的 枠 組 みを念 頭 に置 くことについて、どう

考 えるか。  
① 基 本 的 事 項 は、原 則 として、すべての ADR 及 び相 談 手 続 を適 用 範 囲 とす

る。  
② 一 般 的 事 項 は、原 則 として、民 間 部 門 が提 供 する ADR 及 び相 談 手 続 を適

用 範 囲 とし（個 別 法 令 に別 段 の定 めがある場 合 を除 く。）、必 要 に応 じて、

規 定 ごとに適 用 対 象 の絞 込 みを検 討 する。  
③ 特 例 的 事 項 は、原 則 として、民 間 部 門 が提 供 する ADR 及 び相 談 手 続 につ

いて、規 定 ごとに、適 用 範 囲 を検 討 する。  
④ 調 停 手 続 法 的 事 項 は、原 則 として、民 間 部 門 が提 供 する調 停 ・あっせんを

適 用 範 囲 とする。  
 
○ 趣 旨  

ADR に関 する基 本 的 な法 制 として各 事 項 を規 定 する場 合 には、それぞれを規

定 する目 的 に照 らし、いずれの提 供 主 体 による、いずれの種 類 の手 続 を適 用 範

囲 とするかについて、その大 枠 についての考 え方 を示 すものである。  
具 体 的 には、基 本 的 事 項 は、およそ ADR・相 談 手 続 全 般 に共 通 する基 本 理

念 等 であるから、原 則 として、ADR 等 の提 供 主 体 や手 続 の種 類 にかかわらず、

適 用 されるべきものと考 えられる。  
他 方 、他 の事 項 については、以 下 のとおり、適 用 範 囲 は限 定 されるべきものと

考 えられる。 
① 一 般 的 事 項 は、ADR に係 るサービス提 供 者 と利 用 者 との間 の合 意 （契 約 ）

を補 完 し、ADR の提 供 体 制 や手 続 それ自 体 の公 正 性 ・信 頼 性 を確 保 しよう

とする目 的 で制 度 の整 備 を図 ろうとするものである。したがって、両 者 間 の関

係 が公 となっている法 令 において律 せられている公 的 部 門 が提 供 する ADR
等 に適 用 する必 要 はないものと考 えられる。また、民 間 部 門 が提 供 する ADR
等 であっても、個 別 法 令 に別 段 の定 めがある場 合 には、同 様 の観 点 から、適

用 の必 要 はないものと考 えられる。  
なお、これに対 して、一 般 的 事 項 の内 容 によっては、必 ずしも行 政 型 ADR を

除 外 しなくともよいのではないかという意 見 もある。  
② 特 例 的 事 項 は、行 政 型 ADR については、おのおのの手 続 や主 宰 者 要 件 等

を設 けている趣 旨 目 的 等 に沿 って、固 有 の政 策 判 断 として検 討 されるべき性

格 のものであり、同 様 の規 定 の整 備 を考 慮 し得 るときは、これらの ADR を規
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定 する個 別 法 令 における制 度 目 的 に照 らし、ADR に関 する基 本 的 な法 制 の

検 討 を踏 まえながら、必 要 に応 じて、個 別 法 令 の規 定 の見 直 しも検 討 される

ことになるものと思 われる。なお、民 間 部 門 が提 供 する ADR 等 であっても、そ

の手 続 等 について法 令 上 特 別 の規 定 が置 かれているものについては、上 記

の行 政 型 ADR と同 様 の考 え方 によるべきことが適 当 であると考 えられる。  
③ 調 停 手 続 法 的 事 項 は、両 当 事 者 間 の合 意 （契 約 ）を補 完 し、調 停 ・あっせん

の利 用 を促 進 しようとする目 的 で制 度 の整 備 を図 ろうとするものである。した

がって、一 般 的 事 項 と同 様 の考 え方 により、原 則 として、民 間 部 門 が提 供 す

る調 停 ・あっせんを適 用 範 囲 とすることが適 当 と考 えられる。  
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司法制度改革審議会意見（平成 13 年６月 12 日） 

（抄） 

 

Ⅱ 国民の期待に応える司法制度 

 

第 1 民事司法制度の改革 

 

８．裁判外の紛争解決手段（ADR）の拡充・活性化 

 

(1) ADR の拡充・活性化の意義 

 
○ 司法の中核たる裁判機能の充実に格別の努力を傾注すべきことに加えて、

ADR が、国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充、活

性化を図るべきである。 

○ 多様な ADR について、それぞれの特長を活かしつつ、その育成・充実を図

っていくため、関係機関等の連携を強化し、共通的な制度基盤を整備すべきで

ある。 

 
社会で生起する紛争には、その大小、種類などにおいて様々なものがあるが、

事案の性格や当事者の事情に応じた多様な紛争解決方法を整備することは、司法

を国民に近いものとし、紛争の深刻化を防止する上で大きな意義を有する。裁判

外の紛争解決手段（ADR）は、厳格な裁判手続と異なり、利用者の自主性を活か

した解決、プライバシーや営業秘密を保持した非公開での解決、簡易・迅速で廉

価な解決、多様な分野の専門家の知見を活かしたきめ細かな解決、法律上の権利

義務の存否にとどまらない実情に沿った解決を図ることなど、柔軟な対応も可能

である。 

我が国における ADR としては、裁判所による調停手続、また裁判所外では、

行政機関、民間団体、弁護士会などの運営主体による仲裁、調停、あっせん、相

談など多様な形態が存在する。しかしながら、現状においては、一部の機関を除

いて、必ずしも十分に機能しているとは言えない。一方、経済活動のグローバル

化・情報化に伴い、国際商事紛争を迅速に解決する仕組みの整備について国際連

合等において検討が進められ、また、諸外国においては、競争的環境の下で民間

ビジネス型の ADR が発展するなど新たな動向を示しており、我が国としても早

急な取組が求められている。 

こうした状況を踏まえ、国民がより利用しやすい司法を実現するためには、ま

ず司法の中核たる裁判機能について、これを拡充し、国民にとって一層利用しや

すくしていくことに格別の努力を傾注すべきことは当然であるが、これに加えて、
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ADR が、国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充、活性化

を図っていくべきである。 

各 ADR がそれぞれの特長を活かしつつ充実・発展していくことを促進するた

め、関係機関等の連携を強化し、共通的な制度基盤の整備を推進すべきである。 

 

(2) ADR に関する関係機関等の連携強化 

 

○ ADR の拡充・活性化に向けた裁判所や関係機関、関係省庁等の連携を促進

するため、関係諸機関による連絡協議会や関係省庁等の連絡会議等の体制を整

備すべきである。 

○ 訴訟、ADR を含む紛争解決に関する総合的な相談窓口を充実させるととも

に、インターネット上のポータル・サイトなど情報通信技術を活用した連携を

図り、ワン・ストップでの情報提供を実現すべきである。 

○ ADR の担い手の確保については、人材、紛争解決等を含む情報の開示･共有

を促進した上で、必要な知識･技能に関する研修等を充実させるべきである。 

 

ADR の拡充・活性化については、個々の ADR の性格に応じた多面的な検討が

必要であるが、情報提供の強化、担い手の確保、財政基盤の確立、制度基盤の整

備など、各 ADR におおむね共通する横断的な課題も多い。このため、ADR の拡

充・活性化に向けた裁判所や関係機関、関係省庁等の連携を促進するため、関係

諸機関による連絡協議会や関係省庁等の連絡会議等の体制を整備すべきである。 

運用面での具体的な連携として、まず、ADR に関する情報提供面での連携を強

化することが、利用者の利便の向上、ADR に対する認知度・信頼性の向上の見地

から重要である。このため、訴訟、ADR を含む紛争解決に関する総合的な相談窓

口を充実させるとともに、インターネット上に ADR の総合窓口サイト（ポータル・

サイト）を整備するなど情報通信技術を活用した連携を図り、手続、機関に関す

る情報を始めとする各種情報をワン・ストップで国民に提供できるようにすべき

である。 

さらに、担い手の確保面でも連携を図り、ADR の質的充実に活かしていくこと

が重要である。このような見地から、担い手、解決事例、解決手法等の各種情報

について、プライバシーや秘密保持にも配慮しつつ、裁判所を含む各機関が積極

的に開示した上で、ポータル・サイトの活用や人材の相互交流等により、関係機

関間での情報共有を促進していくべきである。その上で、ADR の担い手に必要な

知識・技能に関する研修等を充実させるべきである。 

 

 

 



(3) ADR に関する共通的な制度基盤の整備 

 

○ 国際的動向を見つつ、仲裁法制（国際商事仲裁を含む。）を早期に整備すべ

きである。 

○ さらに、総合的な ADR の制度基盤を整備する見地から、ADR の利用促進、

裁判手続との連携強化のための基本的な枠組みを規定する法律（いわゆる

「ADR 基本法」など）の制定をも視野に入れ、必要な方策を検討すべきであ

る。その際、例えば、時効中断（又は停止）効の付与、執行力の付与、法律扶

助の対象化等のための条件整備、ADR の全部又は一部について裁判手続を利

用したり、あるいはその逆の移行を円滑にするための手続整備等を具体的に検

討すべきである。 

○ 隣接法律専門職種など非法曹の専門家の ADR における活用を図るため、弁

護士法第 72 条の見直しの一環として、職種ごとに実態を踏まえて個別的に検

討し、法制上明確に位置付けるべきである。同条については、少なくとも、規

制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保するため、隣接法律専門職

種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務

等との関係も含め、その規制内容を何らかの形で明確化すべきである。 

 

ADR の共通的な制度基盤に関し、まず、仲裁法制については、現在も明治 23

年制定の法律が、新民事訴訟法制定の際の改正作業から分離され、「公示催告手続

及ビ仲裁手続ニ関スル法律」としてそのまま残されており、国際連合国際商取引

法委員会における検討等の国際的動向を見つつ、仲裁法制を早期に整備すべきで

ある。その際、経済活動のグローバル化や国境を越えた電子商取引の急速な拡大

に伴い、国際的な民商事紛争を迅速に解決することが極めて重要となっているこ

とから、国際商事仲裁に関する法制をも含めて検討すべきである。 

さらに、総合的な ADR の制度基盤を整備する見地から、ADR の利用促進、裁

判手続との連携強化のための基本的な枠組みを規定する法律（いわゆる「ADR 基

本法」など）の制定をも視野に入れ、必要な方策を検討すべきである。その際、

例えば、ADR の利用を促進する見地から、時効中断（又は停止）効の付与、執行

力の付与、法律扶助の対象化を可能とするための具体的要件を検討すべきである。

また、ADR と裁判所との手続的連携を促進する見地から、ADR の全部又は一部に

ついて裁判手続を利用したり、あるいはその逆の移行を円滑にするための手続整

備等を具体的に検討すべきである。 

担い手の確保に関する制度の整備としては、隣接法律専門職種など非法曹の専

門家の ADR における活用を図るため、弁護士法第 72 条の見直しの一環として、

職種ごとに実態を踏まえてその在り方を個別的に検討し、こうした業務が取扱い

可能であることを法制上明確に位置付けるべきである。弁護士法第 72 条について



は、少なくとも、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保するため、

隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地から

の企業法務等との関係も含め、その規制内容を何らかの形で明確化すべきである。 



司法制度改革推進計画（平成 14 年３月 19 日閣議決定） 
（抄） 

 
II 国民の期待に応える司法制度の構築 
 

国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ

実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築するため、以下に述べるところに

従い、改革を推進する。 
 
第１ 民事司法制度の改革 
 

国民の期待に応える司法制度を構築するとの観点から、民事司法制度の改革につい

ては、まず、国民が司法を通じてより迅速、適切かつ実効的に権利・利益を実現すること

ができるようにするため、民事裁判の充実・迅速化、知的財産権関係事件等の専門的知

見を要する事件及び労働関係事件への対応強化、家庭裁判所・簡易裁判所の機能の充

実並びに民事執行制度の強化を図るための措置を講ずる。 
次に、国民が司法制度をより容易に利用することができるようにするため、裁判所への

アクセスの拡充を図るための措置を講ずる。 
また、国民がそのニーズに応じて多様な紛争解決手段を選択することができるように

するため、裁判外の紛争解決手段(以下「ＡＤＲ」という。)について、その拡充・活性化を

図るための措置を講ずる。 
さらに、司法の行政に対するチェック機能の強化を図るための措置を講ずる。 
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講

ずることとする。 
 
８ 裁判外の紛争解決手段（ＡＤＲ）の拡充・活性化 
 
(1) ＡＤＲに関する関係機関等の連携強化  

ア ＡＤＲの拡充・活性化に向けた裁判所や関係機関、関係省庁等の連携を促進するた

め、平成１４年半ばころまでに関係省庁等の連絡会議を設置するとともに、関係諸機

関による連絡協議会の体制が早期に整備されるよう所要の措置を講ずる。（本部及び

関係府省） 
イ 訴訟、ＡＤＲを含む紛争解決に関する総合的な相談窓口を充実させるとともに、インタ

ーネット上の閲覧窓口である総合窓口サイト（ポータル・サイト）など情報通信技術を活

用した関係機関等の連携を図ることにより、手続、機関等に関しいわゆるワンストップ

での情報提供を実現するための方策を検討し、平成１６年３月までに、所要の措置を

講ずる。（本部及び関係府省） 
ウ ＡＤＲの担い手の確保について、人材、紛争解決事例等の情報の開示･共有を促進し

た上で、必要な知識･技能に関する研修等を充実させる方策を検討し、平成１６年３月

までに、所要の措置を講ずる。（本部及び関係府省）  
 

参考３ 



(2) ＡＤＲに関する共通的な制度基盤の整備  
ア 国際的動向を見つつ、仲裁法制（国際商事仲裁を含む。）を整備することとし、所要の

法案を提出する（平成１５年通常国会を予定）。（本部） 
イ 総合的なＡＤＲの制度基盤を整備する見地から、ＡＤＲの利用促進、裁判手続との連

携強化のための基本的な枠組みを規定する法律案を提出することも含めて必要な方

策を検討し、遅くとも平成１６年３月までに、所要の措置を講ずる。（本部） 
ウ III の第３の６のとおり、隣接法律専門職種など法曹以外の専門家のＡＤＲにおける

活用及び弁護士法第７２条の規制対象の予測可能性の確保について、必要な対応を

行う。 



ADR 検討会の開催状況 
 
 
○ 第 1 回検討会（平成 14 年 2 月 5 日） 

［検討項目］ 検討項目説明及び自由討議 
 

○ 第 2 回検討会（3 月 18 日） 
［検討項目］ ADR の現状把握等 
［ヒアリング］  ADR 機関からのヒアリング 

第二東京弁護士会仲裁センター、岡山仲裁センター 
（財）交通事故紛争処理センター、消費生活用製品 PLセンター 
NPO 法人シロガネ・サイバーポール、NPO 法人日本技術者連盟 

 
○ 第 3 回検討会（4 月 15 日） 

［検討項目］ ADR の現状把握等、ADR に関する基本理念 
［ヒアリング］ ADR のユーザーからのヒアリング 

（経済団体連合会、全国消費者団体連絡会、日本労働組合総連合会） 
［報告］  ADR 機関へのアンケート調査結果 
 

○ 第 4 回検討会（５月 13 日） 
［検討項目］  ADR に関する基本理念（続き） 

時効中断効の付与 
  

○ 第 5 回検討会（６月 10 日） 
［検討項目］  時効中断効の付与（続き） 

執行力の付与 
  

○ 第 6 回検討会（７月 22 日） 
［検討項目］  執行力の付与（続き） 

裁判手続との連携 
［説明］    法曹関係者（最高裁、法務省、日弁連）からの説明 
 

○ 第 7 回検討会（９月 30 日） 
［検討項目］ 専門家の活用等 
［ヒアリング］ 専門家等からのヒアリング 

 日本行政書士会連合会、日本司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会、 
日本税理士会連合会、全国社会保険労務士会連合会、日本弁理士会、建築関係、 
日本不動産鑑定協会、全国消費生活相談員協会、日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 

参考４ 



 
○ 第 8 回検討会（10 月 28 日） 

［検討項目］ 裁判手続との連携（続き） 
専門家の活用等（続き） 
法律扶助の対象化 
 

○ 第 9 回検討会（11 月 11 日） 
  ［検討項目］ ＡＤＲ全般に対する通則規律 
         法的効果付与等の要件チェック方法 
         今後の検討の基本的枠組み（論点整理） 
 

（以降、ＡＤＲの共通的な制度基盤整備に関する法制度の検討（２巡目）を開始） 
○ 第 10 回検討会（12 月 9 日） 
  ［検討項目］ 適用範囲、ＡＤＲの手続の定義 
 
○ 第 11 回検討会（平成 15 年 2 月 3 日） 

［検討項目］ ＡＤＲの手続の定義（補足）、基本理念 
 
○ 第 12 回検討会（2 月 24 日） 

［検討項目］ 国の責務（国の関与のあり方）等 
 
○ 第 13 回検討会（3 月 10 日） 

［検討項目］ ＡＤＲ等に係る規律（総論、主宰者に関する規律等） 
 
○ 第 14 回検討会（4 月 7 日） 

［検討項目］ ＡＤＲ等に係る規律（手続・組織運営等に関する規律） 
［ヒアリング］日本弁護士連合会からのヒアリング（主宰者としての専門家の活用） 

 
○ 第 15 回検討会（4 月 28 日） 

［検討項目］ ＡＤＲ・訴訟手続（裁判所）間の連携 
［報告］   ＡＤＲの拡充・活性化のための関係機関等の連携強化に関するアクション・プラン 

 
○ 第 16 回検討会（5 月 26 日） 

［検討項目］ 時効中断効の付与、執行力の付与 
 
 
 
 



（以降、検討状況整理を念頭に置いた検討（３巡目）を開始） 
○ 第 17 回検討会（6 月 9 日） 

［検討項目］ ＡＤＲに関する基本的な法制の枠組み、基本的事項、一般的事項、調

停手続（法）事項、特例的事項（弁護士法の特例） 
 
○ 第 18 回検討会（6 月 23 日） 

［検討項目］ 特例的事項（弁護士法の特例（続き）、時効中断効、執行力の付与） 
［ヒアリング］民法学者からのヒアリング（時効制度） 

 
○ 第 19 回検討会（6 月 30 日） 
  ［検討項目］ 特例的事項（調停前置主義の不適用、訴訟手続の中止、ＡＤＲ利用の

勧告、法律扶助の対象化）、ＡＤＲの適格性の確認方法 
 
○ 第 20 回検討会（7 月 14 日） 

［検討項目］ 検討状況整理案 
 

 



 
ＡＤＲ検討会名簿 

 
 
 
（座長）青山  善充（成蹊大学教授） 
 

安藤  敬一（(株)松崎代表取締役副社長） 
 

髙木  佳子（弁護士） 
 

龍井  葉二（日本労働組合総連合会総合労働局長） 
 

原   早苗（埼玉大学非常勤講師） 
 

平山  善吉（日本文理大学教授） 
 

廣田  尚久（大東文化大学教授・弁護士） 
 

三木  浩一（慶応義塾大学教授） 
 

山本  和彦（一橋大学教授） 
 

横尾 賢一郎（日本経済団体連合会経済本部経済法制グループ長） 
 

綿引 万里子（東京地方裁判所判事） 
 

参考５ 



ADR の分類（例） 
 
 
＜手続の種類に着目した分類＞ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜提供主体に着目した分類＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

紛争の解決を図るため、当事者

間の合意を調達しようとする

もの 

あらかじめ第三者の審理・

判断に従うという一般的合

意の下に手続を開始させる

もの 

調 整 型 裁 断 型 

（例）調停 
あっせん  等 

（例）裁定 
仲裁  等 

司 法 型 行 政 型 民 間 型 

裁判所内で行われる

もの 
 
 
(例)民事調停 

家事調停 
 

 
 

独立の行政委員会

や行政機関等が行

うもの 
 
(例)公害等調整委員会 

建設工事紛争審査会

（中央、地方） 
国民生活センター 

等 

民間組織や弁護士

会、業界団体等が運

営するもの 
 
(例)国際商事仲裁協会 

弁護士会仲裁センター 
各種ＰＬセンター

等 

わが国の ADR の分類（例） 

参考６
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、
ロ

ン
ド

ン
国

際
仲

裁
裁

判
所

、
勅

許
仲

裁
人

協

会
等

が
存

在
し

、
相

当
数

の
利

用
。

 

○
 

訴
訟

中
心

で
、

公
的

機
関

（
裁

判

所
内

調
停

所
等

）
・
専

門
職

種
自

治

組
織

（
医

師
会

等
）
・
同

業
者

団
体

（
銀

行
協

会
等

）
等

に
よ

る
多

様
な

AD
R

機
関

は
存

在
し

て
い

る
が

、

利
用

は
低

調
。

 
 

○
 

従
来

は
AD

R
の

利
用

は
低

調
。

 
○

 
近

時
、

裁
判

所
附

属
型

AD
R（

仲

裁
・
調

停
等

）
が

徐
々

に
広

が
り

つ

つ
あ

る
。

 
○

 
民

間
型

AD
R

と
し

て
、

IC
C

国
際

仲
裁

裁
判

所
、

商
工

会
議

所
付

設

の
調

停
・
仲

裁
セ

ン
タ

ー
等

が
存

在

し
、

相
当

数
の

利
用

。
 

19
90

年
 

○
 

民
事

司
法

改
革

法
制

定
 

・
 
全

連
邦

地
裁

に
、

裁
判

所
附

属
型

AD
R

利
用

促
進

の
た

め
の

計
画

提
出

を
義

務
付

け
 

  19
98

年
 

○
 

連
邦

AD
R

法
制

定
 

・
 
民

事
事

件
に

つ
き

、
連

邦
地

裁
に

裁
判

所
附

属
型

AD
R（

仲
裁

・
調

停
等

）
の

導
入

を
義

務
付

け
 

・
 
当

事
者

に
も

AD
R

の
利

用
検

討

を
義

務
付

け
 

19
96

年
 

○
 

民
事

司
法

制
度

の
抜

本
的

改
革

の
た

め
の

委
員

会
（
ウ

ル
フ

委
員

会
）
最

終
報

告
 

・
 
民

事
事

件
に

お
け

る
AD

R
の

積
極

的
利

用
の

促
進

を
勧

告
 

  19
99

年
 

○
 

新
民

事
訴

訟
規

則
制

定
 

・
 

裁
判

所
に

対
し

、
AD

R
に

よ
る

紛

争
解

決
が

適
切

な
事

件
に

つ
い

て

当
事

者
に

AD
R

利
用

を
奨

励
す

る

こ
と

を
義

務
付

け
 

 

19
99

年
 

○
 

裁
判

所
外

の
紛

争
解

決
促

進
に

関
す

る
法

律
（
民

訴
法

施
行

法
の

一
部

）
制

定
 

・
 
一

定
の

民
事

事
件

（
少

額
事

件

等
）
に

つ
き

、
各

州
の

立
法

に
よ

り
、

AD
R（

調
停

）
前

置
の

義
務

付

け
を

可
能

と
す

る
規

定
制

定
 

 20
01

年
 

○
 

ド
イ

ツ
民

法
典

改
正

 
・
 

紛
争

解
決

機
関

（
Ａ

Ｄ
Ｒ

）
へ

の
和

解
申

立
て

、
交

渉
の

継
続

に
時

効

停
止

効
を

付
与

 
 

19
96

年
 

○
 

新
民

事
訴

訟
法

改
正

 
・
 

当
事

者
の

合
意

が
あ

る
場

合
に

、

裁
判

所
に

よ
る

AD
R（

調
停

・
あ

っ

せ
ん

）
へ

の
事

件
回

付
（
調

停
人

の

指
名

）
を

認
め

る
規

定
制

定
 

 19
98

年
 

○
 

新
民

事
訴

訟
法

改
正

 
・
 

裁
判

外
で

の
和

解
に

つ
き

、
一

方

当
事

者
の

申
立

て
に

よ
り

、
大

審

裁
判

所
長

が
執

行
力

を
付

与
す

る

規
定

制
定

 
○

 
法

律
へ

の
ア

ク
セ

ス
・
紛

争
の

和

解
的

解
決

に
関

す
る

法
律

制
定

 
・
 

訴
訟

前
の

交
渉

等
を

法
律

扶
助

（
弁

護
士

費
用

融
資

）
の

対
象

化
 

A D
 R に
 

関
 

す
 

る
 

主
 

な
 

制
 

度
 

改
 

革
 

・
 

基
 

本
 

ス
 

タ
 

ン
 

ス
 

○
 

訴
訟

事
件

数
の

著
し

い
増

加
に

対

応
し

、
全

国
統

一
的

に
、

裁
判

所

の
事

件
数

の
減

少
・
司

法
の

効
率

化
を

推
進

 

○
 

AD
R

の
利

用
促

進
に

よ
り

、
訴

訟

遅
延

や
当

事
者

の
訴

訟
費

用
を

抑

制
（
訴

訟
を

最
後

の
手

段
と

位
置

付
け

）
 

○
 

裁
判

所
の

負
担

増
加

に
対

処
し

、

迅
速

で
廉

価
な

紛
争

解
決

と
し

て

AD
R

を
促

進
 

○
 

民
事

紛
争

の
合

意
に

よ
る

解
決

・

訴
訟

前
の

解
決

の
促

進
 参

考
８

 



 

紛
 争

 の
 発

 生
 

相
対

交
渉

 

裁
判

所
の

調
停

の
申

立
て

 
裁

判
所

外
の

Ａ
Ｄ

Ｒ
の

申
立

調
 停

 調
 書

 
確

 定
 判

 決
 

裁
判

上
の

和
解

 
執

 行
 証

 書
 

執
行

決
定

の
あ

る
仲

裁
判

断
 

訴
 

 
 

 
 

 
訟

 

仲
 裁

 判
 断

 

仲
  

  
裁

 

裁
判

所
の

調
停

 
裁

判
所

外
の

Ａ
Ｄ

Ｒ
 

訴
 え

 の
 提

 起
 

民
法

上
の

和
解

 

仲
 裁

 申
 立

 て
 

時
効

中
断

の
効

力
 

時
効

中
断

の
効

力
 

執
行

力
の

付
与

 

紛
 争

 解
 決

 手
 続

 の
 選

 択
 と

 法
 的

 効
 果

 等
 

訴
訟

手
続

の
中

止
／

 
調

停
前

置
／

付
調

停
 

(一
部

は
調

停
前

置
) 

即
決

和
解

 
公

 
 

証
 

×
 

手
続

連
携

参
考

９
 



時
効

中
断

効
の

付
与

の
オ

プ
シ

ョ
ン

（
補

足
）
 

  ○
 

AD
R

開
始

時
点

で
時

効
中

断
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
仲

裁
タ

イ
プ

】
 

 ○
 

AD
R

開
始

時
点

で
時

効
中

断
（
た

だ
し

、
AD

R
が

不
調

に
終

わ
っ

た
場

合
に

は
、

一
定

期
間

内
に

訴
訟

提
起

し
な

け
れ

ば
、

時
効

中

断
の

効
力

を
生

じ
な

い
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
民

事
調

停
（
民

法
15

1条
類

推
）
タ

イ
プ

】
 

（
参

考
）
ジ

ュ
リ

ス
ト

平
成

5
年

度
重

要
判

例
解

説
（
別

紙
1）

（
略

）
 

 ○
 

AD
R

が
不

調
に

終
わ

っ
た

場
合

に
、

打
切

り
後

一
定

期
間

内
に

訴
訟

を
提

起
す

れ
ば

、
AD

R
開

始
時

に
遡

っ
て

時
効

中
断

 
 

【
個

別
労

働
紛

争
解

決
促

進
法

タ
イ

プ
】
 

  （
以

下
は

、
第

4
回

検
討

会
で

委
員

か
ら

出
さ

れ
た

意
見

に
基

づ
く
オ

プ
シ

ョ
ン

）
 

 ○
 

AD
R

で
の

交
渉

継
続

中
は

催
告

継
続

（
→

AD
R

が
不

調
に

終
わ

っ
た

場
合

に
は

、
6

ヶ
月

以
内

に
訴

訟
提

起
す

れ
ば

、
AD

R
開

始

時
に

遡
っ

て
時

効
中

断
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【
催

告
継

続
タ

イ
プ

】
 

 ○
 

AD
R

で
の

交
渉

継
続

中
は

時
効

停
止

（
→

AD
R

が
不

調
に

終
わ

っ
た

場
合

に
は

、
AD

R
終

了
後

再
進

行
す

る
時

効
期

間
の

満
了

時

ま
で

に
訴

訟
提

起
す

れ
ば

時
効

中
断

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【
時

効
停

止
タ

イ
プ

】
 

（
参

考
）
ド

イ
ツ

改
正

民
法

典
（
20

02
年

1
月

施
行

）
（
別

紙
2）

（
略

）
 

 ○
 

AD
R

で
の

交
渉

継
続

中
は

訴
訟

手
続

を
停

止
（
→

時
効

中
断

の
た

め
に

と
り

あ
え

ず
訴

訟
提

起
し

、
実

質
的

な
解

決
は

AD
R

で
の

交

渉
に

委
ね

る
こ

と
が

可
能

）
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【
訴

訟
手

続
停

止
タ

イ
プ

】
 

AD
R

検
討

会
資

料
５

－
３

よ
り

 

参
考

１
０

 



 

執
行

力
付

与
の

オ
プ

シ
ョ

ン
（
補

足
）
 

   ○
 

AD
R

和
解

を
債

務
名

義
と

す
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
民

事
調

停
の

調
停

調
書

タ
イ

プ
】
 

○
 

執
行

受
諾

の
合

意
が

あ
る

AD
R

和
解

（
金

銭
給

付
等

を
目

的
と

す
る

請
求

に
限

定
）
を

債
務

名
義

と
す

る
 

 
 

 
 

 
【
執

行
証

書
タ

イ
プ

】
 

○
 

裁
判

で
手

続
面

の
正

当
性

等
に

つ
き

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
た

AD
R

和
解

を
債

務
名

義
と

す
る

 
【
仲

裁
判

断
タ

イ
プ

】
 

 ○
 

AD
R

で
実

質
和

解
後

、
即

決
和

解
の

手
続

を
踏

み
、

和
解

調
書

と
し

て
債

務
名

義
を

取
得

 
【
既

存
制

度
活

用
タ

イ
プ

①
】
 

○
 

AD
R

で
和

解
後

、
公

証
手

続
を

踏
み

、
執

行
証

書
と

し
て

債
務

名
義

を
取

得
 

 
 

【
既

存
制

度
活

用
タ

イ
プ

②
】
 

○
 

AD
R

で
実

質
和

解
後

、
仲

裁
手

続
に

移
行

し
、

確
定

執
行

判
決

の
あ

る
仲

裁
判

断
と

し
て

債
務

名
義

を
取

得
 

 
【
既

存
制

度
活

用
タ

イ
プ

③
】
 

     
一

定
の

コ
ス

ト
・
手

間
が

発
生

 

AD
R

検
討

会
資

料
６

－
６

よ
り

 

参
考

１
１

 



                             

＜
仲

裁
手

続
＞

 
○

仲
裁

機
関

に
支

払
う

費
用

 
（
第

二
東

京
弁

護
士

会
仲

裁
セ

ン
タ

ー
の

場
合

）
 

（
・
申

立
手

数
料

：
1

万
円

[申
立

人
]※

１
） 

・ 
期

日
手

数
料

：
1万

円
／

回
[両

当
事

者
]※

１

・
 
成

立
手

数
料

：
8

万
円

[両
当

事
者

] ※
１
 

（注
）同

一
機

関
で

和
解

か
ら

仲
裁

に
移

行
す

る
場

合
、

申

立
手

数
料

・成
立

手
数

料
は

各
々

1回
の

み
支

払
 

○
必

要
な

手
続

 
・
 
仲

裁
に

移
行

す
る

こ
と

に
よ

る
当

事
者

の

手
間

（
出

頭
な

ど
）
の

増
加

は
、

機
関

に
よ

り

区
々

で
あ

る
。

 

即
決

和
解

の
利

用
 

民
間

の
AD

R
機

関
で

調
停

・
あ

っ
せ

ん
 

○
機

関
に

支
払

う
費

用
（
第

二
東

京
弁

護
士

会
仲

裁
セ

ン
タ

ー
の

場
合

）
 

・
 
申

立
手

数
料

：
1

万
円

（
定

額
）
[申

立
人

]※
１
 

・
 
期

日
手

数
料

：
1

万
円

／
回

（
定

額
）
[両

当
事

者
]※

１
 

（
・
 

成
立

手
数

料
：
8

万
円

（1
00

万
円

の
場

合
）[

両
当

事
者

]※
１
） 

仲
裁

へ
の

移
行

（
＋

執
行

判
決

）
 

執
行

証
書

の
作

成
 

 ○
裁

判
所

に
支

払
う

費
用

 
・
 
申

立
手

数
料

：
1,

50
0円

（定
額

）[申
立

人
]※

２
 

 
○

必
要

な
手

続
 

・
 
申

立
人

は
、

和
解

申
立

時
と

和
解

期
日

の

2回
、

相
手

方
は

和
解

期
日

に
簡

易
裁

判
所

に
出

頭
す

る
必

要
（
い

ず
れ

も
代

理
人

可
）
 

（
注

１
）
 
和

解
期

日
は

、
申

立
て

か
ら

2~
3ヶ

月
先

に

な
る

場
合

も
あ

る
。

 
（
注

２
）
 
全

国
で

、
簡

裁
は

43
8

箇
所

。
 

 ○
公

証
人

に
支

払
う

費
用

 
・
 
手

数
料

：
5,

00
0円

（
10

0
万

円
の

場
合

）
 

[両
当

事
者

]※
３
 

 ○
必

要
な

手
続

 
・
 
両

当
事

者
（
代

理
人

可
）
は

、
執

行
証

書

の
作

成
に

あ
た

り
、

公
証

役
場

に
出

頭
す

る
必

要
 

（
注

）
全

国
で

、
公

証
役

場
は

約
30

0
箇

所
、

公
証

人
は

約
55

0
名

 

既
存

制
度

に
よ

り
債

務
名

義
を

取
得

す
る

場
合

の
追

加
的

負
担

 
（
調

停
・
和

解
等

の
価

額
＝

10
0

万
円

の
場

合
）
 

＜
執

行
判

決
手

続
＞

 
○

裁
判

所
に

支
払

う
費

用
※

２
 

・ 
申

立
手

数
料

：4
,6

00円
（10

0万
円

の
場

合
）[申

立
人

] 



  ＜
即

決
和

解
の

実
情

等
に

つ
い

て
＞

 

事
件

の
種

別
の

内
訳

に
つ

い
て

の
統

計
は

な
い

が
、

実
務

上
、

既
に

裁
判

外
で

成
立

し
た

和
解

や
合

意
に

つ
い

て
、

債
務

名
義

を
得

る
目

的
で

利
用

さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
不
動
産
賃
貸
借
契
約
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
等
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

即
決
和
解
が
利
用
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
 

①
一

定
の

金
額

の
支

払
又

は
他

の
代

替
物

若
し

く
は

有
価

証
券

の
一

定
の

数
量

の
給

付
を

目
的

と
す

る
請

求
権

に
つ

い
て

作
成

さ
れ

る
執

行
認

諾
文

言

付
公
正
証
書
（
執
行
証
書
。
民
事
執
行
法

2
2
条

5
号
）
と
異
な
り
、
和
解
の
対
象
と
な
る
債
務
の
内
容
に
制
限
が
少
な
く
、
債
務
名
義
を
得
る
簡
便

な
手
段
と
し
て
利
用
の
便
が
大
き
い
。
 

②
公
正
証
書
作
成
費
用
よ
り
も
は
る
か
に
安
価
で
あ
る
（
公
証
人
手
数
料
令
９
条
以
下
、
民
事
訴
訟
等
費
用
法
３
条
、
別
表
第
一
の
九
）
 

  ※
1 

第
二

東
京

弁
護

士
会

仲
裁

セ
ン

タ
ー

の
「
仲

裁
及

び
和

解
あ

っ
せ

ん
手

数
料

規
程

」
に

よ
る

（
事

情
に

よ
り

減
額

さ
れ

る
こ

と
も

あ
る

。
）
。

 
※

2 
民

事
訴

訟
費

用
等

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
。

 
な

お
、

即
決

和
解

の
申

立
手

数
料

は
、

司
法

制
度

改
革

の
た

め
の

裁
判

所
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

に
お

い
て

は
2,

00
0円

に
改

定
さ

れ
て

い

る
。

ま
た

、
仲

裁
法

案
に

お
い

て
は

、
仲

裁
判

断
に

基
づ

く
執

行
の

許
否

の
裁

判
は

、
決

定
手

続
で

行
う

も
の

と
さ

れ
る

と
と

も
に

、
そ

の
附

則
に

お
い

て
、

同

裁
判

の
申

立
手

数
料

を
4,

０
０

０
円

（
定

額
）
と

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

※
3 

公
証

人
手

数
料

令
に

よ
る

（
事

情
に

よ
り

支
払

が
猶

予
さ

れ
る

こ
と

も
あ

る
。

）
。

 
         



  

裁 断 的 手 続 

 裁
 

判

仲
 

裁  
（A

DR
）

民
事

調
停

 
 

（A
DR

）

裁
判

上

の
和

解
 

（AD
R?）

 

行
政

・

民
間

型
 

AD
R 

相
 

対

 交
 

渉

行
政

機
関

 民
間

(機
関

) 

 
裁

判
所

 

 
裁

判
所

 

 
裁

判
所

 

行
政

機
関

 
 民

間
(機

関
)

公
 

証
 

 役
場

 

 裁
判

所
 

 

仲
裁

判
断

 
 

（仲
裁

人
） 

調
停

調
書

 （書
記

官
）

期
日

に
出

頭
し

て
形

成

さ
れ

た
合

意

期
日

に
出

頭
し

て
形

成

さ
れ

た
合

意

結
果

に
つ

い
て

の
合

意
 

結
果

に
つ

い
て

の
合

意
 

公
証

人
に

対
す

る
陳

述
 

消
極

的
合

意

（異
議

申
立

て

な
し

）  

書
記

官

の
関

与

判
決

 
 

（裁
判

官
）

仲
裁

手
続

の

下
で

の
関

与
 

（審
訊

等
） 

裁
判

官

の
関

与

執
行

判
決

（主
に

手
続

チ
ェッ

ク）
 

裁
判

官
・書

記
官

の
関

与
 

裁
判

官
・書

記
官

の
関

与
 

AD
R関

与
の

下

で
の

合
意

に
服

す
る

合
意
 

公
証

人

の
関

与

仲
裁

人

の
関

与
 

 ？
 

AD
R機

関

or
主

宰
者

の
関

与
 

書
記

官

の
チ

ェ

ッ
ク

 

調 整 的 手 続 そ の 他 の 手 続 

［手
続

の
場

］ 
［確

定
の

形
式

（作
成

者
）］

 

和
解

調
書

 
（書

記
官

）

調
 

書
 

（調
停

人
又

は

AD
R機

関
） 

任
 

意
 

 
（当

事
者

等
） 

公
正

証
書

 
（公

証
人

）

支
払

督
促

 （書
記

官
）

民
訴

手
続

の
下

で
の

関
与

（口
頭

弁
論

等
） 

［手
続

上
の

債
務

者
の

主
体

的
関

与
の

確
保

］ 

＜
付

加
手

続
＞

 
＜

対
象

限
定

＞
 

確
定

判
決

／
 

仮
執

行
宣

言
付

終
局

判
決

 

債
務

名
義

 

確
定

執
行

判

決
の

あ
る

仲

裁
判

断
 

 調
停

調
書

 和
解

調
書

 
？

 

 
×

 

執
行

証
書

仮
執

行
宣

言
付

支
払

督
促

 

＋
 

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋
＋

＋

＋
＋

＋ ＋

裁判
によ

らず
仲裁

人 
の判

断に
服す

る合
意 

（手
続開

始前
） 

強
制

執
行

に

服
す

る
同

意

（執
行

認
諾

） 

＋

裁
判

官
・書

記
官

の
チ

ェ

ック
 

＋＋

仲
裁

人

の
チ

ェ

ッ
ク

 

裁
判

官
・書

記
官

の
チ

ェ ッ
ク 

裁
判

官
・書

記
官

の
チ

ェ ッ
ク 

AD
R機

関

or
主

宰
者

の
チ

ェッ
ク 

金
銭

給
付

等

特
定

の
請

求

権
に

限
定

 

金
銭

給
付

等

特
定

の
請

求

権
に

限
定

 

＋

＋ ＋
 

＋

＋
＋

＋

＋ ＋ ＋

＋

＋

＋

＋

 
公

 
証

支
 

払  
督

 
促

 
？

 

＜
 

実
 

体
 

的
 

請
 

求
 

権
 

の
 

確
 

定
 

（ 
判

 
定

 
）手

 
続

 
＞

＜
手

続
の

種
類

＞

現
行

の
主

な
債

務
名

義
（
付

与
の

プ
ロ

セ
ス

等
）
 

公
証

人

の
チ

ェ

ッ
ク

 
＋

当
事

者
間

で

確
定

判
決

と

同
一

効
力

 

［手
続

的
正

当
性

 
の

確
認

］ 

裁
判

上
の

和

解
と

同
一

効

力
 

確
定

判
決

と 
 同

一
効

力
 

民
法

上
の

 
 和

解
 

民
法

上
の

 
 和

解
 

（確
定す

ると
）確

定判
決と

同一
効

力 ＜
効

力
＞

 
［実

体
的

正
当

性
 

の
確

認
］（

注
2） 

（注
１

） 
 

 
 

 
 

 
は

司
法

機
関

（の
関

与
）を

表
す

。
 

（注
２

）「
実

体
的

正
当

性
の

確
認

」に
お

け
る

主
宰

者
の

関
与

の
度

合
い

は
、

手
続

の
形

態
（裁

断
型

・調
整

型
等

）等
に

よ
り

相
当

程
度

幅
が

あ
る

。
 

 

AD
R

検
討

会
資

料
５

－
４

よ
り

 
参

考
１

２
 



     訴 訟 に お け る 

Ａ Ｄ Ｒ の 活 用

[論
点

１
‐
１

] 
Ａ

Ｄ
Ｒ

過
程

で
得

ら
れ

た
情

報
・
合

意
結

果
の

裁
判

手
続

へ
の

積
極

的
な

引
継

ぎ
を

制
度

化
で

き
な

い
か

 

[論
点

２
] 

Ａ
Ｄ

Ｒ
で

の
解

決
促

進
の

た
め

、

事
実

調
査

・証
拠

調
べ

に
つ

い
て

の
裁

判

所
の

協
力

を
求

め
ら

れ
な

い
か

 

[論
点

４
] 

Ａ
Ｄ

Ｒ
継

続
中

の
訴

訟
手

続
停

止

を
制

度
化

す
る

必
要

は
な

い
か

 

[論
点

５
] 

事
案

に
よ

っ
て

は
、

訴
訟

係
属

事

件
の

処
理

を
Ａ

Ｄ
Ｒ

に
委

ね
る

こ
と

が
で

き

な
い

か
(付

Ａ
Ｄ

Ｒ
) 

[論
点

６
] 

事
案

に
よ

っ
て

は
、

訴
訟

係
属

事

件
の

争
点

整
理

等
を

Ａ
Ｄ

Ｒ
に

委
ね

る
こ

と
が

で
き

な
い

か
 

[論
点

３
] 

調
停

前
置

事
件

に
お

い
て

、
Ａ

Ｄ

Ｒ
を

経
て

い
れ

ば
民

事
調

停
を

不
要

と
で

き
な

い
か

 

[論
点

１
‐２

] 
情

報
に

よ
っ

て
は

、
情

報
引

継

ぎ
の

制
限

が
必

要
で

は
な

い
か

（主
宰

者

等
の

守
秘

義
務

も
検

討
が

必
要

） 

Ａ
Ｄ

Ｒ
は

調
査

権
限

等
を

持
た

な
い

の
で

、

自
ら

行
う

事
実

調
査

や
証

拠
調

べ
に

は
限

界
 

話
合

い
解

決
が

望
ま

し
い

事
件

、
専

門
家

の
有

す
る

専
門

的
知

見
の

活
用

が
必

要

と
さ

れ
る

事
件

が
裁

判
に

持
ち

込
ま

れ
た

場
合

、
民

事
調

停
以

外
の

Ａ
Ｄ

Ｒ
の

活
用

に
関

す
る

一
般

的
ル

ー
ル

は
な

い
 

Ａ
Ｄ

Ｒ
が

不
調

で
訴

訟
に

移
行

し
た

場
合

、

Ａ
Ｄ

Ｒ
の

過
程

で
得

ら
れ

た
情

報
の

引
継

ぎ
に

関
す

る
一

般
的

ル
ー

ル
は

な
い

 

調
停

前
置

事
件

で
は

、
Ａ

Ｄ
Ｒ

（
民

間
）
が

不
調

で
も

、
原

則
と

し
て

は
、

更
に

民
事

調

停
を

経
る

必
要

 

Ａ
Ｄ

Ｒ
継

続
中

に
訴

訟
提

起
さ

れ
た

場
合

に
お

け
る

、
両

手
続

進
行

を
調

整
す

る
一

般
的

ル
ー

ル
は

な
い

 

連
携

促
進

策
と

し
て

、
 

○
 裁

判
所

の
調

停
委

員
・元

職
員

と
Ａ

Ｄ
Ｒ

主
宰

者
と

の
人

材
交

流
 

○
 研

修
実

施
上

の
協

力
 

等
を

進
め

ら
れ

な
い

か
 

＜
 

 
現

 
 

状
 

 
＞

 
＜

 
論

 
 

点
 

＞
 

Ａ
Ｄ

Ｒ
（調

整
型

）と
裁

判
（所

）と
の

手
続

面
の

制
度

的
連

携
 

～
考

え
ら

れ
る

オ
プ

シ
ョ

ン
～

 

○
 

様
々

な
情

報
（主

張
、

書
証

、
調

停
案

等
）

に
つ

き
、

ど
の

よ
う

な
形

で
情

報
の

引
継

ぎ
・利

用
を

規
律

す
べ

き
か

 
○

 
Ａ

Ｄ
Ｒ

に
事

件
処

理
の

全
部

又
は

一
部

を

委
ね

た
場

合
（
論

点
５

，
６

の
場

合
）
に

つ

い
て

は
ど

う
考

え
る

か
 

 
⇒

 
別

紙
 ＜

 
留

 
意

 
点

 
＞

 

Ａ Ｄ Ｒ に お け る 

裁 判 所 の 活 用

○
 
調

整
型

Ａ
Ｄ

Ｒ
に

積
極

的
な

事
実

調
査

等

が
な

じ
む

か
 

○
 
論

点
５

、
６

の
場

合
に

つ
い

て
は

ど
う

か
 

Ａ Ｄ Ｒ と 裁 判 ・ 民 事 調 停 

と の 役 割 分 担

○
 
調

停
前

置
制

度
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
Ａ

Ｄ

Ｒ
に

お
け

る
調

停
・
あ

っ
せ

ん
の

実
効

性

を
い

か
に

確
保

す
る

か
 

○
 
当

事
者

が
任

意
に

手
続

か
ら

離
脱

で
き

る

場
合

に
、

制
度

化
の

実
益

が
あ

る
か

 
○

 
裁

判
を

受
け

る
権

利
と

の
関

係
を

ど
う

考
え

る
か

 

○
 
裁

判
を

受
け

る
権

利
と

の
関

係
を

ど
う

考

え
る

か
 

○
 
Ａ

Ｄ
Ｒ

に
訴

訟
手

続
の

一
部

の
み

を
担

わ

せ
る

こ
と

が
Ａ

Ｄ
Ｒ

の
あ

り
方

に
な

じ
む

か
 

○
 
コ

ス
ト

の
追

加
負

担
を

ど
う

考
え

る
か

 
○

 
Ａ

Ｄ
Ｒ

に
お

け
る

調
停

・あ
っ

せ
ん

の
実

効

性
を

い
か

に
確

保
す

る
か

 

 

参
考

１
３

 



 （
別

紙
）
A

D
R

の
過

程
で

得
ら

れ
た

情
報

の
引

継
ぎ

 

＜
ル

ー
ル

化
の

イ
メ

ー
ジ

＞
 

一
定

の
AD

R
に

つ
い

て
は

、
訴

え
が

提
起

さ
れ

た
場

合
、

AD
R

が
裁

判
所

へ
事

件
記

録
を

送
付

す
る

な
ど

AD
R

で
の

交
渉

の
成

果
を

引
き

継
ぐ

こ
と

と
す

る
 

※
 

Ａ
Ｄ

Ｒ
が

認
定

し
た

事
実

へ
の

実
質

的
証

拠
法

則

の
適

用
も

併
せ

て
検

討
 

＜
ル

ー
ル

化
の

イ
メ

ー
ジ

＞
 

一
定

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

当
事

者
間

で

合
意

の
あ

る
場

合
の

み
、

訴
訟

で
の

利
用

を
可

能
と

す

る
（
原

則
禁

止
）
 

※
 

主
宰

者
等

の
守

秘
義

務
・
証

言
拒

絶
権

規
定

や
、

情
報

の
証

拠
能

力
の

否
定

・
訴

訟
に

お
け

る
主

張

禁
止

に
よ

る
担

保
も

併
せ

て
検

討
 

＜
基

本
的

考
え

方
＞

 
AD

R
に

お
け

る
交

渉
の

成
果

を
活

用
す

る
た

め
に

は
、

AD
R

の
過

程
の

情
報

が
訴

訟
の

場
に

、
記

録
等

と
し

て
積

極
的

に
引

き
継

が
れ

る
制

度
的

仕
組

み
を

整
え

る

こ
と

が
有

効
で

は
な

い
か

 

＜
基

本
的

考
え

方
＞

 
AD

R
に

お
い

て
和

解
を

よ
り

形
成

し
や

す
く
す

る
た

め

に
は

、
当

事
者

に
AD

R
の

過
程

の
情

報
が

そ
の

意
思

に
反

し
て

訴
訟

に
出

さ
れ

な
い

と
い

う
保

障
を

与
え

る
こ

と
が

有
効

で
は

な
い

か
 

＜
基

本
的

考
え

方
＞

 
 当

事
者

か
ら

の
申

出
に

よ
る

事
件

記
録

の
証

拠
提

出

は
現

状
で

も
可

能
で

あ
り

、
そ

れ
で

十
分

で
は

な
い

か
 

＜
基

本
的

考
え

方
＞

 
あ

ら
か

じ
め

当
事

者
間

で
証

拠
制

限
契

約
を

結
ん

で
い

な
い

限
り

、
訴

訟
で

の
利

用
を

可
能

と
す

る
こ

と
で

十
分

で
は

な
い

か
（
原

則
自

由
）
 

論
点

１
－

１
 

積
極

的
な

情
報

の
引

継
ぎ

の
制

度
化

 

 

情 報 引 継 ぎ ル ー ル の 整 備 が 必 要 

論
点

１
－

２
 

情
報

引
継

ぎ
の

制
限

の
明

確
化

 

情 報 引 継 ぎ ル ー ル 

の 整 備 は 不 要

積 極 的 な 引 継 ぎ の 対 象 と す べ き か 、 引 継 ぎ 制 限 の 対 象 と す べ き か は 、 情 報 の 種 類 に も よ る 

 



 
      

Ａ
Ｄ

Ｒ
主

宰
者

に
求

め
ら

れ
る

能
力

（
イ

メ
ー

ジ
）
 

裁
断

的
（
主

宰
者

主
導

）
解

決
 

調
整

的
（
当

事
者

主
導

）
解

決
 

＜
紛

争
解

決
に

お
け

る
主

宰
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ら
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・
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ら
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＋
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力
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＋
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よ
り

高
度
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？
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β

 
③

に
つ

い
て
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？
 

基
本

的
に

は
主

宰
者

の
場

合
と

同
様

の
考

え
方

に
よ

る
活

用
可

能
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＋
 

 
AD
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特

に
、

自
律

的
規

範
に

よ
る

調
整
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お
い

て
、
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件

に
は
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非
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代
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＋
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民

事
法

律
扶

助
制

度
」
と

は
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資
力

が
乏

し
い

た
め

に
弁

護
士

に
相

談
し

た
り

、
裁

判
を

起
こ

し
た

り
で

き
ず
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困

っ
て

い
る

者
の

た
め

に
、

法
律

相
談

を
実

施
し

た
り

、
弁

護
士

費
用

な
ど

を
立
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替

え
る

援
助

制
度

で
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の
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判
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権

利
を
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に
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す
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す
る
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国
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指
定

法
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実
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得

る
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の
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件
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公

益
法

人
＝
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律
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助
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会
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対
し

て
、

予
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の
範

囲
内
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助
。

 

裁
判
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お
け

る
手

続
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事
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制
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概
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AD
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＋

③
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仲
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司
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円
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0万
円

 

 

平
成

13
年

度
実

績
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必
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迅
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効
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案
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弁
護
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よ
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を
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時
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に

関
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条

文
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条
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せ

ん

、

調

停
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仲

裁

の

申

立

て

に

は
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時

効

中

断

の

効

力

が

生
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る
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但

し

、

左

記

事

由

の

一

に

該

当

す

る

と

き

は

、

そ
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事

由

が

生

じ

た

と

き
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一
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に
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え
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が
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務
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け
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い
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に
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申

立

て
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力

を

生

じ

な

い
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申

立

て

後

六

か
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以

内

に

相

手

方

が

出

頭

し

な

い

と

き

（

相

手

方

の

出

頭

を

要

し

な

い

で

仲

裁

判
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を

す

る

場

合

は

除

く

） 

二

 

六
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月

間

連

続

し

て

期

日
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開
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期

日
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開
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仲
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判
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す
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場
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三
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手

方

の

出
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を

要

せ

ず

又
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開

か
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仲

裁

判

断

を

す

る

場

合

に

、

申

立

て

か

ら

六

か

月

以

内

に

仲

裁

判

断

が

な

さ

れ

な

い

と

き 

四

 

仲

裁

合

意

の

取

消

又

は

無

効

も

し

く

は

存

在

し

な

い

旨

の

仲

裁

判

断

が

な

さ

れ

た

と

き 

五

 

和

解

が

調

わ

な

い

と

き 

六

 

申

立

の

取

下
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（

注

）

本

条

の

内

容

を

証

明

す

る

こ

と

は

、

守

秘

義

務

の

例

外

と

し

て

認

め

る

必

要

が

あ

る

。 
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を
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書

で
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債

務
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が

直

ち

に

強

制

執
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服

す

る
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の

陳
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が
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て
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る
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に
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、
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務
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立

人
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、

裁

判
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、
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行
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書
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を
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を
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が
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に
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が
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っ
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を
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定

が
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っ
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と

き
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限
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す

こ

と

が

で

き

る
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 1

ＡＤＲ検討会（第１７回）の検討事項２－５について 
 

                       平成１５年６月１８日 
                        廣  田  尚  久 
 

ＡＤＲ検討会（第１７回）の検討事項２－５〔特例的事項①（弁護士法の 
特例）〕について、下記のとおり補足意見を提出いたします。 

 
記 

 
ＡＤＲの拡充・活性化をはかるためには、専門家の知見を活かす方向でＡ

ＤＲの制度設計ができるような仕組みをつくる必要があります。弁護士法第

７２条の規制は、専門家がＡＤＲで活動することを制約する働きをもってい

ますので、結局のところ、ＡＤＲの拡充・活性化を阻害する要因になってい

ると言わざるをえません。 
したがって、ＡＤＲの拡充・活性化をはかるために弁護士法第７２条の一

部を適用除外にすることは、避けて通ることができないと思われます。 
そこで問題になることは、弁護士法第７２条の一部を適用除外とするとき、

ＡＤＲの公正性、適確性をどのように担保するかということです。 
ＡＤＲの垣根を低くして、人々に利用されやすいものにすることを目的に

するのであれば、適用除外の幅を大きくする必要があります。逆に、厳格な

公正性、適確性をはかるのであれば、適用除外の幅は小さくなるでしょう。 
適用除外の幅の大小は、ＡＤＲの拡充・活性化というファクターだけでな

く、その他のさまざまなファクターによっても点検されなければならないこ

とです。例えば、柔軟性、多様性の重視の程度は、弁護士法第７２条の適用

除外の幅の大小に影響します。 
このような複雑な要因を念頭に置くとすれば、検討事項２－５について適

切な解を出すことは、かなり難しいことにように思われます。 
しかし私は、このような問題を解くときには、次のような方法がよいと思

っています。 
第１に、複雑な問題であればあるほど、簡潔で分かりやすい解を求めるこ

と。 
第２に、現状を追認して、さらに一歩前進すること。 
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以上の方法によるとすれば、検討事項２－５については、以下のようにす

べきであると考えます。 
 
１ 検討事項２－５の〔論点１－１〕（以下、単に「論点１－１」という。 

〔論点１－２〕以下についても同じ）について 
 
論点１－１は、基本的には賛成です。しかし、ＡＤＲ機関の現実を踏まえ

るならば、弁護士法第７２条の適用除外を認める特例規定は、簡潔で分かり

やすいものにする必要があります。 
問題になるのは、「専門的知見を有する者」や「専門的知見を活かしうる

ＡＤＲ」（検討事項２－５の４頁。以下、単に「〇頁」と示す）の具体的な

範囲を、誰が、どのように定めるかということです。そのことを具体的に明

確にしなければ、ＡＤＲ基本法を成文にするとき、その作業が困難になると

考えられます。 
また、考えられる専門的知見として、「紛争分野に関する専門的知見」及

び「紛争解決に関する知見」（５頁）があげられていますが、例えば、調停

人の研修制度が確立していないわが国では、紛争解決に関する知見が具体的

には何を指すのか、その程度を誰が、どのようにして認めるのかという問題

に、解決の道筋が見えてきません。 
したがって私は、論点１－１については、次のような条文を置くことによ

って解決すべきだと思います。 
 
第〇〇条 あっせん、調停、仲裁を公正かつ適確に行うことができると 
    認められる機関において選任されたあっせん人、調停人、仲裁 
    人が行う業務には、弁護士法第７２条本文を適用しない。 
 
ここで、以下にいくつかの留意点を述べておきたいと思います。 

①  弁護士法第７２条は、刑罰法規ですから、「公正かつ適確に行うことが 
できる」という要件は、刑事事件の中で、裁判所によって認定されること 
になります。この要件が曖昧だと言う人があるかと思われますが、刑罰法 
規の中には、「正当な理由がないのに」（刑法第１３０条）、「よって不 
正な行為をし」（刑法第１９７条の３第１項）等、裁判所の判断に委ねて 
いるものがたくさんあります。 
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 なお、弁護士法第７２条の趣旨を生かすのであれば、どんなＡＤＲ機関 
でもよいというわけにはゆかないと思われます。やはり不公正、不適確な 
ＡＤＲ機関で行われる業務については、弁護士法第７２条の適用があると 
すべきです。その場合、弁理士法第４条第２項第２号の表現を借りて、「公 
正かつ適確に行うことができると認められる」という要件が適切であると 
考えました。 

②  この条文案によりますと、ＡＤＲ機関を通さないアド・ホックのあっせ 
ん、調停、仲裁は除かれ、業として行えば、弁護士法第７２条が適用され 
ることになります。 
 そこで問題になるのは、国際事件では、アド・ホックの調停、仲裁が弁 
護士でない調停人、仲裁人によってかなり行われているということです。 
そのことに対応する必要があるならば、アド・ホックの国際事件には弁護 
士法第７２条を適用しないことを明確にしておく必要があるでしょう。 
 しかし、国内のアド・ホックの調停、仲裁事件については、研修制度が 
充実し、「紛争解決に関する専門的知見」（５頁）の修得について具体的 
な方策が確立されるまでは、弁護士法第７２条を適用することは致し方な 
いと思われます。 

③  この条文案は、あっせん、調停、仲裁としましたが、これはあくまでも 
例示であって、裁定、仲裁鑑定のみならず、機関で行われる相談も含まれ 
なければなりません。また、将来わが国でも中立的評価が行われることも 
予測されますので、そのようなことを含めて、文章に工夫を要することは 
当然です。 

④  ＡＤＲ主宰業務（「主宰業務」という言葉の適否についてはここでは触 
れません）と弁護士法第７２条との関係は以上のとおりですが、私は、こ 
の条文案のようなもので十分であると考えています。これは、ほとんど現 
状の追認に過ぎません。現存するＡＤＲ機関は皆公正かつ適確に運営され 
ていますから、弁護士でない多数のあっせん人、調停人、仲裁人がさまざ 
まなＡＤＲ機関で活動しているにもかかわらず、弁護士法第７２条違反で 
摘発されたということは寡聞にして存じません。 
 ＡＤＲ基本法をつくる機会に、現状よりも弁護士法第７２条の規制を強 
化するようなことがあれば、それはＡＤＲの拡充・活性化に悖ることにな 
りますので、そのようなことは避けたいと思います。 
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２  論点１－２、論点１－３について 
 
論点１－２と論点１－３は、「紛争分野又は紛争解決に関する専門的知見

を有するものと認められる者」と「相当程度以上の法的知識を有するものと

認められる専門家」とに分け、前者には「弁護士の関与・助言」を必要とし、

後者にはそれが必要とされないこととなっています（６頁、８頁）。 
しかし、前者と後者を区分する基準は何か、「相当程度以上の法的知識」

とは何を指すか等々の問題があり、これを法文上にどのように表現するのか、

その具体的なイメージがつかめません。 
ここでは、「弁護士の関与・助言」がキーワードになっています。また、

ＡＤＲ機関の公正性、適確性を担保するものとして、「弁護士の関与・助言」

は重要な意味があることですから、前述の条文案に関連づけながら、「弁護

士の関与・助言」を軸にして考察をすすめることが、得策であると思います。 
私は、ＡＤＲを公正、適確に運営するためには、基本的には弁護士の関与・

助言が必要であると考えています。しかしそれは、事案や場合によって、程

度の違いがあります。例えば、高度な法的知識を有する専門家が行うのであ

れば、弁護士の関与・助言はゼロに近いものになるでしょう。 
また、弁護士の関与・助言が必要だと言っても、それは、弁護士が中心に

なるという意味ではありません。例えば、弁護士でも調停技法の研修を受け

た人はほとんどなく、すべての弁護士がＡＤＲの業務に習熟しているわけで

はありません。また、弁護士以外の法律専門職種の業務については、普通の

弁護士は詳しくないと言ってよいでしょう。したがって、弁護士は、弁護士

以外の専門家と横並びになり、手を携えてＡＤＲの拡充・活性化をはかるの

が本来の姿であると思います。 
そのような前提を置いたうえでも、ＡＤＲ機関の公正性、適確性を担保す

るために、弁護士の関与・助言が必要であることは確かでしょう。その関与・

助言の程度は、機関の性格、扱う事件の種類、事案や場合などによって、１

００に近いところからゼロに近いところまであるとします。そのうえで、弁

護士法第７２条の規制を緩和するという当面の目的があります。 
弁護士法第７２条の規制を緩和する課題は、前述の条文案で一応果たした

ことになりますから、残された問題は、ＡＤＲ機関の公正性、適確性を担保

するために、次のような条文を置くか否かということになると思います。 
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第〇〇条 ＡＤＲ機関は、その運営及び手続の公正性、適確性を確保す 
    るために、必要に応じて、弁護士の関与・助言を得るものとす 
    る。 
 
ここで、いくつかの留意点を述べておきたいと思います。 

①  言うまでもなく、このような条文を置くとすれば、論点１－２と論点１ 
－３の場合分けは必要でなくなります。また、ゼロあるいはゼロに近い場 
合があることを想定して、「必要に応じて」という文言を入れる必要があ 
ると思います。 
 現存のＡＤＲ機関は、現実に、必要に応じて弁護士の関与・助言を得て 
運営をしています。その意味では、この条文案は、現状の追認に過ぎませ 
ん。 

②  条文案を書いてみたものの、私の個人的な意見としては、ＡＤＲ基本法 
にこのような明文を置くことに消極的です。その理由は、以下のとおりで 
す。 
 一つは、現存のＡＤＲ機関が弁護士の関与・助言を得て運営している以 
上、法律に書く必要はないのではないか、各ＡＤＲ機関に任せた方が、Ａ 
ＤＲの柔軟性という観点からすれば適しているのではないか、ということ 
です。 
 二つは、このような条文を置けば、あたかも弁護士の関与・助言をＡＤ 
Ｒ機関に義務づけるような印象が持たれることになり、そのことがＡＤＲ 
機関を重いものにしてしまうのではないか、という懸念があるからです。 
 例えば、弁護士が必ず関与しなければならないとすれば、コストが高く 
なってしまいますが、事件によっては、弁護士が関与する必要がないもの 
があります。コストを低くすることは、ＡＤＲ機関の運営上も必要ですし、 
利用者の費用負担を少なくして利用されやすいものにするためにも必要で 
すが、このような条文を置けば、コストが高くなる心配が出てきます。 
 三つは、弁護士は多忙で（とくに地方によっては、裁判所における調停 
委員として活動する時間がないと仄聞しています）、ＡＤＲ機関で活動す 
る時間が不足しています。この弁護士の物理的な限界がＡＤＲの大きさを 
画してしまうようなことになったら、ＡＤＲの拡充・活性化をはかること 
ができなくなると思うからです。 
 したがって、このような条文案を置くことは、私としては消極的ですが、 
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以上のような懸念があることが認識され、ＡＤＲ機関を運営する上で配慮 
されるのであれば、消極意見に固執する気持ちはありません。ＡＤＲ機関 
の公正性、適確性を確保するためには、程度に幅があるにしても弁護士の 
関与・助言は必要なことですし、後に述べる代理業務の規制緩和と関連づ 
けるときにも、弁護士の関与・助言について規定を置く必要性が認められ 
るからです。 

③  このような条文案を置くか否かにかかわらず、「ＡＤＲ機関が適確な判 
断能力及び組織的基盤を有することについて、公的に確認する仕組みを取 
り入れること」（７頁）は、必要でないと考えます。しかし、このような 
条文案を置けば、その必要性がないことは、一層明確になります。このこ 
とについて、以下に付言して置きたいと思います。 
 現存の各ＡＤＲ機関は、限られた財源と人手の中で、その創意と工夫に 
よって、ギリギリの線でやりくりしているのが現実の姿です。したがって、 
いきおい運営委員会の構成メンバーや仲裁人・調停人等のボランティア精 
神に依存せざるを得ません。そのような実情ですから、「認定」（ここで 
言われる「公的に確認する仕組み」を仮に「認定」と言うことにします） 
を受けるための物理的な余裕はほとんどありません。そのようなことをす 
れば、各ＡＤＲ機関は、認定を受けるための事務手続に時間と労力を割か 
なければならなくなり、本来の仕事である調停や仲裁などの業務が疎かに 
なりかねないでしょう。 
 また、認定が厳しくなれば、本来自由と多様性が求められるＡＤＲの長 
所が阻害されます。逆に認定が容易に得られるのであれば、ほとんど全部 
のＡＤＲ機関が認定されて、不公正、不適確なＡＤＲにも公のお墨付きが 
もらえることになって、認定がかえって仇になってしまいます。いずれに 
しても、認定機関によってＡＤＲ機関を認定することは、意味がありませ 
ん。 
 もし、認定を前提にしてＡＤＲ基本法を立法するのであれば、その具体 
的な方法までも定めなければならないでしょうが、そのようなことは、ほ 
とんど不可能だと思います。したがって、「認定」すなわち「公的に確認 
する仕組み」は当面つくらないことにして、ＡＤＲ基本法を立法すべきだ 
と考えます。 
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３  論点１－４について 
 
不適確者としてどのようなものを想定するかによりますが、各ＡＤＲ機関

の自主性に委ねてもよい事項であると思います。 
 

 
４  論点２－１、論点２－２、論点３－１、論点３－２について 
 
論点２－１、論点２－２、論点３－１、論点３－２は賛成です。ただし、

「個別法令上に規定を設ける」（１０頁）と同時に、ＡＤＲ基本法にその基

本方針を定め、それを受けて、個別法令上に規定を設ける方法がよいと思い

ます。弁護士法第７２条がネックになっている部分を緩和して、ＡＤＲの拡

充・活性化をはかることが目的ですから、その姿勢をここで明確にしておく

ことが必要であると考えるからです。 
ところで、司法制度改革意見書には、「隣接法律専門職種など非法曹の専

門家のＡＤＲにおける活用を図るため、弁護士法第７２条の見直しの一環と

して、職種ごとに実態を踏まえて個別的に検討し、法制上明確に位置付ける

べきである。同条については、少なくとも、規制対象となる範囲・態様に関

する予測可能性を確保するため、隣接法律職種の業務内容や会社形態の多様

化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係を含め、その規制内

容を何らかの形で明確化すべきである。」（同意見書３７頁）と明記されて

います。したがって、この提言に沿って仕組みをつくるためには、論点２－

１、論点２－２、論点３－１、論点３－２を同時に視野に入れるとともに、

企業法務との関係をも含めて検討する必要があると思います。 
なお、ここにも「個別的に検討し」とありますが、これは全部をバラバラ

にしなければならないという意味ではなく、グループ分けをして検討するこ

ともあり得るものと理解します。 
以上のように考えるとすれば、ＡＤＲ基本法には、次のような条文を置く

ことが適切であると思われます。 
 
第〇〇条 ①公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理 
    士、不動産鑑定士、社会保険労務士、弁理士は、それぞれの資 
    格付与の要件を定めた法律が規定する業務の範囲内の事項に関 
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    して、ＡＤＲ手続（あっせん、調停、仲裁等）の代理、相対交 
    渉による和解の代理、相談業務を行うことができる。 

② 医師、歯科医師、カウンセラー、技術士、建築士、測量士 
     その他の専門家、法人その他の団体の当該業務担当者および法 
     務担当者は、ＡＤＲ機関の許可を得て、ＡＤＲ手続（あっせん、 
     調停、仲裁等）の代理人になることができる。 

③ 消費生活に関する専門的知見を有する相談員が行う、消費 
     者問題に関する相談業務、苦情処理業務については、弁護士法 
     第７２条本文を適用しない。 
       

以上によって、職種ごとに個別に検討すること、予測可能性を確保するこ

と、規制内容を明確化することという司法制度改革意見書の要請には、ひと

通りこたえることができると思います。なお、「会社形態の多様化などの変

化に対応する見地からの企業法務等との関係」を折り込むのであるとすれば、 
 
    株式会社の法務担当者が子会社その他の関係会社からの求めに 
   より法律相談業務を行うときには、弁護士法第７２条本文を適用 
   しない。 
 
というような規定を置けばよいでしょうが、これをＡＤＲ基本法に置くの

か、他の方法で手当するかについては、検討の余地があると思います。 
なお、ここで注記すべき点をつけ加えておきたいと存じます。 

①  この条文案の①については、それぞれ公認会計士法、司法書士法、土地 
家屋調査士法、行政書士法、税理士法、不動産の鑑定評価に関する法律、 
社会保険労務士法、弁理士法に規定があります。現行の法律の施行順に並 
べました。 
 ＡＤＲ基本法にこのような規定を置くと同時に、これを受けて個別法令 
を改正することも必要だと思います。それらの手当をすることによって、 
ＡＤＲの垣根が低くなり、ＡＤＲの拡充・活性化をはかることが可能にな 
ると考えます。 
 これらの専門職種の人々からＡＤＲ機関に事件が持ち込まれることがＡ 
ＤＲの利用促進に繋がることも大切ですが、これまで当事者が諦めたり、 
不合理な解決しかできなかった事案が、ＡＤＲにおいて合理的で透明性の 
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高い解決ができるようになるところにいっそうの重要性があります。 
②  現在、弁理士、司法書士、社会保険労務士は、一定範囲の業務につき、 
特定のＡＤＲ機関において代理業務を行うことが認められています。しか 
し、認められているものと認められていないものの区別に、合理的な根拠 
があるとは思われません。 
 この条文案に列挙した職種の人々は、それぞれの業務範囲の事項につい 
て法律知識、実務経験が豊かで、業務に精通しているはずです。そして、 
その業務範囲の事項に関しては、それを専門としない一般の弁護士より法 
律知識も実務経験も豊富です。 
 いずれにせよ、その業務について法律に根拠があり、資格試験や罰則ま 
であるにもかかわらず、ＡＤＲにおいて活動できないということは、合理 
性のみならず、法の整合性を欠いていると言うべきです。 
 また、例えば、弁理士は一定の業務に関して、日本商事仲裁協会、日本 
知的財産仲裁センターでのみ仲裁事件の代理が認められていますが、ＡＤ 
Ｒ機関をこのように限定する必要はないと考えます。一例をあげれば、第 
一東京弁護士会仲裁センターを設立するとき、知的財産事件を扱うことを 
目的として、仲裁人候補者のリストの中に知的財産事件を専門とする弁護 
士を加えました。当事者は、それぞれのＡＤＲ機関の特徴と候補者の顔触 
れを見て、ＡＤＲ機関を選択すればよいことですから、ＡＤＲ機関を限定 
する必要はなく、またその方がＡＤＲの多様性という利点、特徴にマッチ 
しています。 
 以上により、この条文案の①は、現状より一歩前進と言うことができる 
でしょう。この一歩前進は、当事者にとっては、身近にいる専門職種の人々 
の力を借りることができますし、それによってＡＤＲの利用促進をはかる 
ことができるのですから、その意義は大きく、ＡＤＲ基本法には不可欠の 
事項であると思います。 

③  医師、歯科医師、カウンセラー、技術士、建築士、測量士その他の専門 
家と法人その他の団体の当該業務担当者および法務担当者については、こ 
の条文案の②のように考えてみました。これは民事訴訟法第５４条第１項 
但書と同様の規定ですが、実務のうえでは、とくに団体の当該業務担当者 
および法務担当者については、だいたいこのように運用されているのが実 
情です。ただ、弁護士法第７２条違反の疑いが生じないように、ここで明 
確にしておく必要があると思います。 
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 なお、ここに「（あっせん、調停、仲裁等）」とありますが（条文案の 
①も同じ）、この「等」は裁定、仲裁鑑定、将来導入が想定される中立的 
評価などを含むという趣旨です。このことを含めて、用語の定義をするこ

とは必要です。 
④  この条文案の①には、相対交渉による和解、相談業務が入っています。 
このうち相談業務は、それぞれの職種の業務そのものと言えますから、こ 
こに入れることは当然だと思います。 
 問題は、相対交渉による和解ですが、この点に関しては、論点２－２の 
趣旨（１２頁）に賛成です。 
 多くの当事者は、身近にいるその業務範囲の法律専門職種の人々に相談 
を持ちかけ、その人に相手方との交渉を依頼し、それからＡＤＲ機関に事 
件を持ち込むという順序でことを運びたいと考えています。最初の相談と 
最後のＡＤＲ手続の代理が法律専門職種の人々に認められても、中間の相 
対交渉が抜けていたら、最後のＡＤＲ手続にたどり着くことは事実上不可 
能になるでしょう。せっかくＡＤＲ手続における代理が認められても、そ 
れではＡＤＲの利用促進はおぼつかなくなります。その中間の相対交渉に 
ついては弁護士でなければ駄目ということになれば、それは当事者に過重 
の負担を強いることになり、多くの当事者はその段階で紛争解決を諦めて 
しまうでしょう。そのようなことになれば、ＡＤＲを拡充・活性化するこ 
とによって透明で、公正、合理的な社会を構築しようという目的から外れ 
てしまうことになりかねません。したがって、相対交渉による和解をここ 
に入れることは、必須のことであると考えます。 

⑤  消費者問題における相談員の役割の重要性に鑑みて、条文案の③を加え 
ておきました。これ以外にここに特記すべき専門家が存在するかも知れま 
せんが、今すぐに思い当たりませんので、とりあえずこれだけにとどめま 
した。 
 私の意見は、「専門分野又は紛争解決に関する専門的知見を有する者」 
（１２頁、１３頁）という書き方をしないで、具体的に職種名を特定する 
方法で成り立っています。その方が「職種ごとに実態を踏まえて個別的に 
検討し」という司法制度改革審議会意見書の文言に合っています。 
 また、「専門分野又は紛争解決に関する専門的知見を有する者」とした 
場合には、専門分野とは何か、その範囲如何、紛争解決に関する専門的知 
見とは何か、その知見の有無を誰が判定するのか等々の疑問が沸騰し、そ 
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れはほとんどエンドレスな議論になってしまうと思われます。 
⑥  なお、ＡＤＲの利用促進という観点からすれば、近親者に代理権を認め 
るか否かという問題も視野に入れておきたいと思いますが、これは業とし 
て行うものでありませんから、弁護士法第７２条の適用範囲外の問題とし 
て各ＡＤＲに扱いを任せることで足り、ＡＤＲ基本法で触れる必要はない 
ものと思われます。 

 
 
検討事項２－５についての私の補足意見は以上のとおりですが、検討事項

２－３の論点１－１の「公正な手続運営」と同論点１－３の「研鑽」につい

て明確な規定が置かれるのであるならば、全体として過不足がなく、実務は

円滑に運営されるでしょう。すなわち、これらの定めが連動して機能し、Ａ

ＤＲの拡充・活性化をはかることができると考えます。            
                               以上 




